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○ 要支援者に対する介護予防給付については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による
柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスの提供をできるよう、地域支援事業の形式に見直すことを検討。

○ 全国一律のサービスの種類・内容・運営基準・単価等によるのではなく、市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社
会福祉法人等の地域資源を効果的に活用できるようにしていく。

○ 移行後の事業も、介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

○ 事業への移行にあたっては、既存介護サービス事業者の活用も含め多様な主体による事業の受け皿を地域に整備するた
め、地域の実情に合わせて、一定程度時間をかけて行う。

（
見
直
し
前
）

（
見
直
し
後
）

介護予防給付の地域支援事業への移行（案）

介護保険制度

介護給付（要介護者）
約7兆1000億円（平成23年度）＊

予防給付（要支援者）
約4100億円（平成23年度）＊

地域支援事業
約1570億円（平成23年度）

個別給付

◆法定のサービス類型

（特養・訪問介護・通所介護
等）

◆全国一律の人員基準・
運営基準

個別給付

◆法定のサービス類型
（訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準
・運営基準

事業化

個別給付

◆法定のサービス類型
（特養・訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・
運営基準

財源構成 （国）25% : （都道府県/市町村）12.5%: （１号保険料）21%: （２号保険料）29% 財源構成 （国）39.5% : （都道府県
/市町村）19.75%: （１号保険料）21％

包括的支援事業
・任意事業

◆地域包括支援センター
の運営等

新しい総合事業（要支援事業・新しい介護予防事業）

◆事業内容については 市町村の裁量を拡大

◆柔軟な人員基準・運営基準

新しい包括的支援事業
・任意事業

◆地域包括支援センター
の運営等

※地域支援事業は地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい質を備えた効率的な事業として再構築

介護予防事業
・総合事業

◆事業内容については
市町村の裁量

◆全国一律の人員基準
・運営基準なし

新しい地域支援事業

＊これ以外に高額介護サービス費等が含まれる。

（１） 予防給付の見直し
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予防給付から移行する要支援者に対する事業（案）

〈要支援者に対する事業のイメージ〉
１ 実施主体： 市町村 （事業者への委託、市町村が特定した事業者が事業を実施した費用の支払等）

２ 対象者： 要支援者について、現行の予防給付を段階的（27～29年度）に廃止し、新総合事業の中で実施
※ 既にサービスを利用している者については事業移行後も必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

３ 利用手続き： 要支援認定を受けてケアマネジメントに基づきサービスを利用

４ 事業の内容： 現行の予防給付、予防事業を移行し、予防サービス、生活支援サービスを一体的、効率的に実施

予防給付のすべてのメニューを事業に移行。

［各個別サービスについて］（詳細は６ページ参照）
①訪問型・通所型サービス（現行の訪問介護、通所介護から移行等）

人員基準等を緩和し、地域で多様なサービスの提供を推進。訪問型・通所型サービスについて市町村が何らかの事業を実施する義務。
②①以外のサービス：

国が一定程度の基準を提示。それぞれのサービスについて市町村は必要に応じて事業を実施する義務。

５ 事業費の単価： 訪問型・通所型サービス（上記①）については、サービスの内容に応じた市町村による単価設定を可
能とする。これらも含め上限単価等全国的なルールのもと市町村が設定する仕組みを検討。

６ 利用料： 地域で多様なサービスが提供されるため、そのサービスの内容に応じた利用料を市町村が設定する。
※ 従来の給付から移行するサービスの利用料については、要介護者に対する介護給付における利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組みのも

と、市町村が設定する仕組みを検討。（利用料の下限については要介護者の利用者負担割合を下回らないような仕組みとすることが必要）

７ 事業者：市町村が事業者へ委託する方法に加え、あらかじめ事業者を認定等により特定し、当該市町村の一定の
ルールの下事業者が事業を実施した場合事後的に費用の支払いを行う枠組みを検討。

８ ガイドライン：介護保険法に基づき厚生労働大臣が指針を策定し、市町村による事業の円滑な実施を推進。

９ 財源： １号保険料、２号保険料、国、都道府県、市町村（予防給付と同じ）
※事務負担の軽減及び費用については２９～３１ページを参照
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経過措置期間

予防給付から地域支援事業への移行スケジュールについて（イメージ）

２７’ ２８’ ２９’

保

険

者

数

３０’

法改正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間
→最大12か月

全ての保険者・
エリアで導入

○ 平成29年４月までに、全ての保険者で要支援者に対する地域支援事業を開始。（27、28年度は市町村の選択）

○ 平成29年度末をもって、全国で予防給付が終了。

：予防給付
：要支援事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。
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予防給付から地域支援事業への移行による生活支援・介護予防サービスの充実（イメージ）

身体介護・機能訓練・医療系サービス等のサービス

サービス提供主体・内
容が多様化

生活支援・介護予防
サービス

段階的な移行
予防給付

介護予防事業
新しい

総合事業

○外出支援、寝具類洗濯
乾燥（過去一般財源化
された事業）

○互助による見守り

○宅配事業者等と連携し
た見守り 等

○要支援者の支援については、予防給付から地域支援事業へ段階的に移行。

○互助の取組や民間サービスの基盤整備を行い、高齢者の生活支援サービスを充実。

地域づくりを通じた生活支援・介護予防
サービスを充実・増加（自助・互助）

○利用者が多様なサービスを利便性にあった形で選
択可能

○食器洗い、洗濯物の取り入れ、ゴミ出しなど単独で
はサービスに組みづらかったものも利用可能

○配食サービスなど、サービスの拡充
○NPO,ボランティア等の活用

←

サ
ー
ビ
ス
量

→

介護予防事業
予防給付

新しい総合事業
（要支援者に対する事業＋新しい介護予防事業）

コーディネーターの配置等により
資源開発を推進
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要支援者に対するサービスの多様化のイメージ

訪問介護

【参考例】
既存の訪問介護事業所による身体介護等の訪問介護

ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるミニデイサービス

コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等が関与する教室

○ 全国一律のサービス内容であった訪問介護や通所介護については、事業に移行することにより、多様な
サービスが多様な主体により提供され、サービス量が増加。利用者が多様なサービスを選択可能となる。
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要支援者の生活支援・介護予防サービスの全体イメージ

現行のサービス（予防給付）

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導

・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与

・福祉用具販売
・住宅改修 など

・ケアマネジメント

見直し後のサービス（事業に移行）

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導

・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与

・福祉用具販売
・住宅改修 など

・ケアマネジメント

人員基準等を緩和し、既存
ｻｰﾋﾞｽに加え、多様なｻｰﾋﾞｽ
の提供を推進。市町村は事
業を実施する義務。

基本的に現行ｻｰﾋﾞｽを念頭
においた基準を検討
※ 一定程度の基準の緩和について

要検討。

それぞれのサービスについ
て市町村は必要に応じて事
業を実施する義務。
※ 現状でも地域によって、行われて

いるサービスの種別は異なる。

・訪問型サービス

・通所型サービス

・訪問介護

・通所介護

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場
・運動、栄養、口腔ケア等の教室

配食サービス、見守り・安否確認、地域サロン
なども地域の実情に応じて拡がり

・専門職によるｱｾｽﾒﾝﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ、ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援が地域の
実情に応じて実施される。
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（参考）介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）

介護予防
サービス等
（予防給付）

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険給付

二次予防事業対象者要 支 援 者

利用者の状態像や意向に応じて、市町村（地域包括支援センター）がサービスの提供内容を判断

介護予防
ケアマネジメント

市町村・地域包括支援センター
ケアマネジメントを実施

○ 市町村の選択により、地域支援事業において要支援者・２次予防事業対象者（要介護状態等となるおそれのある高齢者）向け
の介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合的に実施できる事業を創設（平成24年４月～）

○ 同事業の導入により、多様なマンパワーや社会資源の活用等が図られ、地域の創意工夫を活かした取組の推進が期待される。
（例）
・ 要支援と自立を行き来するような高齢者には、総合的で切れ目のないサービスを提供
・ 虚弱・ひきこもりなど介護保険利用につながらない高齢者には、円滑にサービスを導入
・ 自立や社会参加意欲の高い人には、社会参加や活動の場を提供

○ 平成24年度では、27保険者（市町村等）が実施。（第五期介護保険事業計画期間では約１３２の保険者が実施予定）

生活支援サービス
○ 栄養改善を目的とした配食、
自立支援を目的とした定期的
な安否確認・緊急時対応等

予防サービス
○訪問型
○通所型

※予防給付と同種のサービスは併給不可
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介護予防ボランティア養成研修
（介護予防事業）

『佐々町介護予防ボランティア』登録

①通所型介護予
防推進活動

②地域型介護予
防推進活動

介護予防推進連絡会
【各地区の情報交換 ・ 活動報告、新規メニュー紹介等】

③訪問型介護予
防推進活動※

○ 「介護予防ボランティア養成研修」を受けた65歳以上の高齢者が、①介護予防事業でのボランティアや、
②地域の集会所などでの自主的な介護予防活動、③要支援者の自宅を訪問して行う掃除・ゴミ出し等の
訪問型生活支援サービスを行うことを支援。

○ 平成20年度から実施し、平成24年12月現在45名が登録・活動中。

○ 平成24年度からは介護保険法改正により導入した介護予防・日常生活支援総合事業で実施。

※平成24年度より

佐々町の介護予防ボランティア組織図
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（参考）介護予防・日常生活支援総合事業の取組（長崎県佐々町）
～介護予防ボランティアによる介護予防と日常生活支援～



（参考）介護予防・日常生活支援総合事業の取組（山梨県北杜市）
～地域住民の支え合いによる通いの場づくりと生活支援～

○運営（８か所）
ＮＰＯ、社協、地区組織、ＪＡ、 介護事業所

○内容
交流、会話、趣味、事業所の特性を生か
した活動（週１～２回）

○スタッフは１～２名。他はボランティア。
○ケアマネジメント

北杜市地域包括支援センターが実施
○地域の人が誰でも気軽に立ち寄れる場所

○ 内容
・配食＋安否確認（緊急連絡を含む）
・弁当業者等が配食の際、利用者に声かけ
・異常があった時の連絡義務づけ
・弁当業者、ボランティア、NPO等が連携
（５か所の事業者が参入）

通所型予防サービス（ふれあい処北杜） 生活支援サービス

※地域支え合い体制づくり事業で整備
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○ 地域住民が住み慣れた地域で安心して過ごすため、医療や介護、介護保険外サービスを含めた様々な
サービスを日常生活の場で提供

○ 利用者の視点に立った柔軟な対応、地域活力の向上に向けた取組、地域包括ケアの実現に向けた取組
を目指し、住民ボランティアの協力による①通所型予防サービス、②配食・見守り・安否確認等の生活支
援サービスを実施



市町村による新しい地域づくりの推進（生活支援・介護予防の充実）

地域資源の開発
（例）

・ボランティアの発掘・養成・組
織化

→ ボランティアは生活支援・介護予防

の担い手として活動。高齢者の困り事

の相談の対応等も実施。（コーディ

ネーターとも連携）

・生活支援・介護予防の立ち上
げ支援

市町村が中心となって企画・立案

○ 市町村が中心となってコーディネーターと連携しつつ、生活支援サービスの充実、介護予防の推進等を図
ることにより、高齢者が利用可能な多様なサービスが地域で提供される。

○ 高齢者の中には事業の担い手となる者も出現。これは介護予防にもつながる。
⇒ 高齢者を中心とした地域の支え合い（互助）が実現。

多様な通いの場
（例） ・サロン

・住民主体の交流の場
・コミュニティカフェ
・認知症カフェ
・ミニデイサービス
・体操教室
・運動・栄養・口腔ケア等の教室

多様な生活支援
（例） ・ゴミ出し

・洗濯物の取り入れ
・食器洗い
・配食
・見守り
・安否確認

生活支援・介護予防の充実

参加・活用
（担い手となる
高齢者も出現）

連携・協力

研修を受けたボランティアが地区
の集会所で介護予防教室を運営。

小規模多機能居宅介護に交流
施設を併設。地域のサロンとして
活用。子どもとの交流も実施。

研修を受けたボランティアが高齢
者と一緒に洗濯物を取り入れる
等生活行為の自立を支援。

交番、金融機関、コンビニ等幅
広い関係機関が連携し、認知症
の高齢者の見守り体制を構築。

地域活性化を推進するＮＰＯが
地域に配食サービスを展開。

コーディネーター 支援を要する高齢者

（２）地域支援事業の充実
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高齢者が自立した生活を継続できる地域づくり

一般高齢者

生活の活性化

地域の
連携・協働

市町村に
よる基盤整備

コーディネーター等を活用した
生活支援サービスの充実

コーディネーター等を活用した
生活支援サービスの充実

コーディネーターによる地域資源の把握、
マッチング、生活支援サービスの創造

コミュニティビジネスの展開
やボランティア活動の推進

行政や専門職と
の橋渡し役

民間事業者等と協働した
サービス資源の開発

配達事業者に
よる見守り

買い物支援
外出支援など

多様な参加の場づくりと
専門職の適切なアプローチにより
予防を推進し、自立支援を促進

多様な参加の場づくりと
専門職の適切なアプローチにより
予防を推進し、自立支援を促進

多職種協働による
専門的支援の充実

医療介護連携に
よる入退院時支援

・地域ケア会議
・認知症初期集中支援チーム
・ケアカンファレンス

多様な参加の場づくりと
地域におけるリハビリの推進

リハビリ専門職等の
支援による

生活機能の向上

多様な
参加の場づくり

要支援者

○生活支援サービスの充実、介護予防の推進に加え、多職種協働による専門的支援の充実を図ることにより、要
支援者の生活機能の改善が図られるなど、高齢者の自立が促進される。

生活機能の改善へ

11

要介護者

市町村が中心となって地域づくりを進めることで
専門的支援と生活支援・介護予防の一体的提供を実現



地域住民の参加

高齢者の社会参加

（参考）生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性
が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること
も期待される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。
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⺠間
企業

ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住⺠ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業

主
体

○⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、ボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業、社会福祉法⼈等の多様な事業主体
による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開

・「生涯現役コーディネーター（仮称）」の配置や協議体の設置などに対する支援

⺠間とも協働して⽀援体制を構築

家事援助
安否確認

食材配達

移動販売

配⾷＋⾒守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援サービスの提供イメージ

協同
組合

（参考）多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供

社会福祉
法人

介護者支援
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（参考）市町村を核とした生活支援サービス支援体制の充実・強化と高齢者の社会参加の推進

○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけ
の強化を図る。

○ 生活支援サービスを担う事業主体の支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、協議体の設置等）につ
いては、市町村が行う地域支援事業の枠組みで行う。

○ これらを通じ、高齢者が積極的に社会参加し、生活支援の担い手となって支援が必要な高齢者を支える社会
を実現していく。これにより、高齢者は実際に介護サービスが必要となった場合に主体的に介護保険制度に関
わることができる。（高齢者が中心となった地域の支え合い（互助）の仕組みの構築）

14

ボランティア等の育成・研修や
活動体の立ち上げ支援

ＮＰＯ、民間企業等の生活支
援の担い手や関係機関の

ネットワーク化

高齢者の社会参加・
生きがい就労の支援

例えば・・・
保育士の経験を活かして学童保育
農業の経験を活かして屋上農園事業

市町村
・

地域包括支援
センター

・ 生活支援サービスを
利用したい

・ 退職後も働きたい
・ 社会参加したい

コーディネーター
の配置

・
協議体の設置

高齢者のニーズ

ボランティア活動が
したい

現役世代
のニーズ 支援

地
域
の
ニ
ー
ズ
の
把
握

地
域
の
ニ
ー
ズ
と
社
会
資
源
の
マ
ッ
チ
ン
グ

地域の人材、住民主体の
活動、NPO、民間企業等

地
域
資
源
の
把
握



・連携強化

医療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援・介護予防の充実・強化

医療・介護連携

認知症施策

地域ケア会議

・施策の推進

・制度化による強化

関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃
密なネットワークが構築され、効率的、効果的でき
め細かなサービスの提供が実現

初期集中支援チームの関与による認知症の早期
診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応
等により認知症でも生活できる地域を実現

多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把
握可能になり、地域課題への取組が推進され、高
齢者が地域で生活しやすい環境を実現

介護予防 ・効果的な取組の推進

多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等を活かす
ことにより、高齢者が生きがい・役割をもって生活で
きるような地域を実現

生活支援 ・基盤整備等

コーディネータの配置等を通じて地域で高齢者の
ニーズとボランティア等のマッチングを行うことによ
り、生活支援の充実を実現

○ 地域包括ケア実現のため、上記の充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。
○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し。
○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
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※市町村が中心となって取組を進めるため、関係者との
連携や調整を行う等 の市町村の役割の明確化を検討



医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援、介護予防の充実のスケジュール

生活
支援

25～26年度 27～29年度 30年度～

認知症
施策

■25年 初期集中支援チーム
のモデル事業の実施等

■26年 介護保険法改正（地域支

援事業へ位置づけ）

■27年4月 改正法施行

■取組可能な市町村から順次
実施。小規模市町村では事
業の共同実施等を可能とする。

■全ての市町村で実施（小規模
市町村では事業の共同実施
等を可能とする）

地域ケ
ア会議

■26年 地域ケア会議の推進
（国による好事例周知等を積極的に推進）

■26年 介護保険法改正（法定化、

守秘義務等）

■27年4月 改正法施行

■法定化による地域ケア会議の
確実な実施

■地域ケア会議の充実が図ら
れる。

■26年 生活支援の基盤整備
■コーディネーターの研修実施
■26年 介護保険法改正（地域支

援事業へ位置づけ）

■27年4月 改正法施行

■コーディネーターの配置等を
順次推進、国による好事例の
周知等も積極的に実施。

■コーディネーターの配置等が
推進され、市町村で生活支援
の充実が図られる。

■効果的・効率的な介護予防の
取組事例を全国展開する観
点から市町村を支援

■地域においてリハビリテーショ
ン専門職等を活かした自立支
援に資する取組の充実

■効果的・効率的な介護予防の
取組の充実

介護
予防

■25年 地域医療再生基金を
活用した事業実施

■26年 介護保険法改正（在宅医

療・介護連携拠点の機能を地域支援事
業へ位置づけ）

■27年4月 改正法施行

■取組可能な市町村から順次実
施。小規模市町村では事業の
共同実施等を可能とする。都
道府県による支援等も実施。

■全ての市町村で実施（小規模
市町村では事業の共同実施
等を可能とする）

医療・介
護連携

16



○ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的と
して行うものである。

○ 生活機能（※）の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」
のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身
機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人
ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。

これからの介護予防について

○ 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割
をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチが重要であり、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推
進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指す。

○ 高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様な生活支援
ニーズに応えるとともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予
防にもつながるという相乗効果をもたらす。

○ 住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が
継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○ このような介護予防を推進するためには、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主
体的に取り組むことが不可欠である。

○ 介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった。
○ 介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずしも十分でなかった。

○ 介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供
者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったのではないか。

介護予防の理念

これまでの介護予防の問題点

これからの介護予防の考え方

※「生活機能」・・・ICFでは、人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や
屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の３つの要素から構成される

（３）介護予防の見直し
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○ 定年後の社会参加を支援する等を通じて、シニア世代に担い手になってもらうことにより、社会的役割や自己実現
を果たすことが、介護予防にもつながる。

これからの介護予防の具体的アプローチについて

○ リハ職等が、ケアカンファレンス等に参加することにより、疾病の特徴を踏まえた生活行為の改善の見通しを立て
ることが可能となり、要支援者等の有する能力を最大限に引き出すための方法を検討しやすくなる。

○ リハ職等が、通所と訪問の双方に一貫して集中的に関わることで、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切なア
セスメントに基づくADL訓練やIADL訓練を提供することにより、「活動」を高めることができる。

○ リハ職等が、住民運営の通いの場において、参加者の状態に応じて、安全な動き方等、適切な助言を行うことによ
り、生活機能の低下の程度にかかわらず、様々な状態の高齢者の参加が可能となる。

○ 市町村が住民に対し強い動機付けを行い、住民主体の活動的な通いの場を創出する。

○ 住民主体の体操教室などの通いの場は、高齢者自身が一定の知識を取得した上で指導役を担うことにより役割
や生きがいを認識するとともに、幅広い年齢や状態の高齢者が参加することにより、高齢者同士の助け合いや学び
の場として魅力的な場になる。また、参加している高齢者も指導者として通いの場の運営に参加するという動機づけ
にもつながっていく。

○ 市町村の積極的な広報により、生活機能の改善効果が住民に理解され、更に、実際に生活機能の改善した参加
者の声が口コミ等により拡がることで、住民主体の通いの場が新たに展開されるようになる。

○ このような好循環が生まれると、住民主体の活動的な通いの場が持続的に拡大していく。

高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進

住民運営の通いの場の充実

リハ職等を活かした介護予防の機能強化
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・介護予防事業対象者の把握事業

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・介護予防事業評価事業

・通所型介護予防事業
・訪問型介護予防事業

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業

新しい介護予防事業のイメージ

現行の介護予防事業

一次予防事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一次予防事業評価事業

二次予防事業
・二次予防事業対象者の
把握事業

・通所型介護予防事業
・訪問型介護予防事業
・二次予防事業評価事業

見直し後の介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた効
果的・効率的な介
護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能強
化する観点から新
事業を追加

19

・ 「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよ

く働きかけるために、地域においてリハ職等を活かした自
立支援に資する取り組みを推進

・地域の実情に応じて収集した情報等（例えば、民生委員等
からの情報など）の活用により、閉じこもり等の何らかの支
援を要する者を把握し、地域介護予防活動支援事業等で
重点的に対応（基本チェックリストを活用することも可能）

○元気高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人との
つながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

・要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実

・ 従来の二次予防事業対象者に実施していた通所型介護
予防事業と訪問型介護予防事業は、基本チェックリストの
活用により、引き続き、対象者を限定して実施



【出典】平成16年1月 高齢者リハビリテーション研究会の報告書

リハビリテーションの理念

リハビリテーションは、単なる機能回復訓練ではなく、
心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念として、
潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を
高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を
促すものである。

高齢者のリハビリテーションに求められるもの

生活機能の向上を目的として、個々の働きかけを連動
して総合的に提供するとともに、日常生活や地域社会
における制限や制約を最小限にし、利用者本人が望ん
でいる生活を支えていくこと
注）個々の働きかけとは・・・心身機能、日常生活活動、社会参加、物理的環境などへの働きかけ
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健康状態

心身機能・構造 活 動 参 加

個人因子環境因子

【出典】平成16年1月 高齢者リハビリテーション研究会の報告書

国際生活機能分類（ＩＣＦ）

機能障害 活動制限 参加制約

生活機能

人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、
①体の働きや精神の働きである「心身機能」
②ＡＤＬ・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」
③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」

の３つの構成要素からなる
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時 間 軸

脳卒中・骨折など
（脳卒中モデル）

虚弱高齢者（廃用症候群モデル）

閉じこもり
対
象
者
例

高齢者リハビリテーションのイメージ

食事・排泄・着替え・入浴等
ができるように、意欲への働きかけと環境調整をする

急性期・回復期リハ 生活期リハ

＜ADL向上への働きかけ＞

活動へのアプローチ

＜IADL向上への働きかけ＞
掃除・洗濯・料理・外出等
ができるように、意欲への働きかけと環境調整をする

座る・立つ・歩く等
ができるように、訓練をする

＜機能回復訓練＞

＜役割の創出、社会参加の実現＞
地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくりを支援する
家庭内の役割づくりを支援する

参加へのアプローチ
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

関節可動域訓練

筋緊張緩和（リラクゼー…

リンパマッサージ

摂食・嚥下訓練

起居・移乗動作訓練

ＡＤＬ訓練

外出訓練

福祉用具の選定

その他

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

0
10
20
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40
50
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80
90

100

介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

(参考） 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用状況

○要支援者に対するサービス提供内容は、機能回復訓練に偏っている。
○月間利用者総数に占める終了者の割合は、５％未満である。

n=1380 n=1346

心身機能 活動 その他 心身機能 活動 その他

＜サービス提供内容＞

＜月間の終了状況＞

対象：要支援1・2

訪問リハ1000、通所
リハ 1000事業所を無
作為抽出し、調査
（回答）
訪問リハ
380事業所(1380人)
通所リハ
301事業所(1346人)

（回収率34.0%）

出典：平成24年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「要支援者・要介護者のIADL等に関する状態像とサービス利用内容に関する調査研究事業査」

終了

継続

終了

継続

介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション

終了者の割合 4.2%
(終了者：120人、月間利用者数： 2843人)

終了者の割合 1.2%
(終了者：92人、月間利用者数： 7636人)
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①大阪府大東市 ～住民主体の介護予防～

○住民が主体となって取り組む介護予防事業を市内全域で展開している。虚弱高齢者が元気高齢者
の支えで元気を取り戻し、小学校の下校時の見守り隊に参加するなど社会活動が広がっている。

○介護予防活動を通して、見守りや助け合い等地域の互助の力が育っている。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
○平成16年度に地域ケア会議で町ぐるみの介護予防の必要性を提言
○平成17年度に虚弱者も参加できる「大東元気でまっせ体操」を開発し、一
次・二次予防対象者の枠組みにとらわれず、自治会、町内会単位で住民主
体での活動の場の普及に取り組む

○老人会のイベント等で介護予防について普及啓発
○住民主体の活動の場の育成

及び世話役を養成
○体操教室後に民生委員、

校区福祉委員、世話役が集合。
地域の虚弱高齢者情報を共有
し、具体的な対策を検討する

専門職の関与の仕方
○介護予防の啓発は保健師とリハ職のペアで行う
○体操教室の立ち上げの際には体操指導と体操ビデオの提供及び世話役の育

成を保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士が行った
○身体障害や関節痛により体操を同じようにできない方に対しては、市のリ

ハ職が訪問し、痛みがでない運動法を指導した
○認知症や高次脳機能障害、精神障害などで集団活動に不具合が生じた時に

は地域包括支援センター職員が出向いて、認知症の方への対応方法等を世
話役に指導した

○世話役から活動の脱落者について地域包括支援センター職員に連絡が入っ
た場合には、職員はその原因を明確にした上で個別に対応する（例：認知
症の方への対応、不仲の場合には教室の変更）

65才以上高齢者のうち毎月参加している者の割合 ９．３ ％

65才以上高齢者のうち二次予防事業対象者である参加者の割合 ２．７ ％

地域包括支援
センター設置数

直営 0 カ所

委託 3 カ所

総人口 123,573 人

65歳以上高齢者人口
26,697

21.6
人
％

75歳以上高齢者人口
10,516

8.5
人
％

第5期1号保険料 4,980 円

※人口は平成２４年３月３１日

12.4%

17.3%

13.4%

19.2%

12.4%

17.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

大阪府

大東市
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※要支援1～要介護5の高齢者163人が含まれる。

【介護予防の取組】



②岡山県総社市 ～徒歩圏内に住民運営の体操の集い～

元気な高齢者と要支援・要介護認定を受けている高齢者が一緒に行う住民運営の体操の集いが、
公民館や個人宅で、毎週1回開催されており、平成２５年現在、市内全域に１１０会場が誕生し、徒歩
圏内で参加できるようになっている。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
○〈平成12年〉要介護認定の非該当者の受け皿として、「健康づく

りの集い」を介護予防教室として実施。（作業療法士・理学療法
士・保健師主導、月1回、17会場）

○〈平成17年〉小学校区単位で小地域ケア会議を開始。住民・社
協・ケアマネ・保険者等の意見交換の場として定着。

○〈平成20年〉地域包括支援センター（当時直営）が、小地域ケア
会議に働きかけ、各地区で週１回の体操の集いが始まる。

○〈平成24年〉ケーブルテレビ等の
各種媒体で市民に広報した結果、100
会場まで増える。

専門職の関与の仕方
○地域包括支援センターの３職種が事務局（H24.4より委託）、行政

の保健師・理学療法士は一委員として、市内21地区で1～2ヶ月に1
回開催される小地域ケア会議に参加し、一緒に地域の課題を話し
合う。

○体操の集いの立ち上げ時には、行政もしくは地域包括支援セン
ターの専門職が体操を具体的に指導。

○集いの全ての会場で年１回体力測定を実施。随時、利用者の変調
について住民から情報が入るので、専門職がアセスメントと助言
指導を行う。

H24年度参加実
人数

高齢者人口に占
める割合

1,535人 9.6%

個人宅での体操の集い※要支援1～要介護4の高齢者８８人が含まれる。

地域包括支援
センター設置数

直営 0 カ所

委託 6 カ所

総人口 66,861 人

65歳以上高齢者人口
16,017

24.0
人
％

75歳以上高齢者人口
8,226

12.3
人
％

第5期1号保険料 4,700 円

※人口は平成２４年３月３１日

12.4%

17.3%

14.9%

20.0%

15.2%

18.1%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

岡山県

総社市

岡山県

鳥取県

兵
庫
県

広
島
県

総社市
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介護予防の取組の変遷
○（平成17年）町・社会福祉協議会（社協）・大学が協働し、高齢
者の参加促進・社会活動活性化を進める目的で「憩いのサロン」
の事業計画を開始（H20年からの町の総合計画に、政策評価の成
果指標としてサロン拠点数が盛り込まれる）

○（平成18年）ボランティア候補者・町・大学とでワークショップ
や視察を繰り返し行い、各サロンの運営主体となるボランティア
組織を形成しつつ、サロンの方向性・運営方法・サロンで実施す
る内容を固める

○（平成19年）3会場から始め、500m圏（徒歩15分で通える圏内）
にサロンを設置することを目標に順次増設

③愛知県武豊町 ～住民の参加・社会活動の場としてのサロン～

町・大学・社会福祉協議会が一体となり住民ボランティアに対して支援し（サロン立ち上げ支援、ボラ
ンティア育成、運営支援）、徒歩15分圏内（500m圏内）にサロンを設置。その結果、住民が主体的に
参加し社会活動をする場として機能している。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

地域包括支援
センター設置数

直営 0 カ所

委託 1 カ所

総人口 41,927 人

65歳以上高齢者人口
8,711

20.8
人
％

75歳以上高齢者人口
3519

8.4
人
％

第5期1号保険料 4,780 円

12.4%

17.3%

10.7%

14.8%

9.6%

11.9%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

愛知県

武豊町

※人口は平成２４年３月３１日

専門職の関与の仕方
○地域包括支援センターは、サロン立ち上げから1年間は、ボラン

ティア運営組織が自立して金銭管理・サロン運営が出来る様に
支援
1年経過後は2～3ヶ月に1回の巡回と、各サロン会場の運営者連絡
会を開催（隔月）しサポート

○町の福祉課は、広報と新規会場の立ち上げ支援、健康課（保健
師）は各サロンに順次出向き、健康講話・健康相談を実施

○共同研究協定を結んでいる大学は町と協力して、事業効果検証や
体力測定、認知症検査を実施

○社協は、ボランティア研修や、ボランティアが加入する保険管理、
求められた時にボランティアの派遣調整などを実施

65才以上高齢者に占める参加者の割合 9.8 ％

65才以上高齢者のうち二次予防事業対象者である参加者の割合 1.0 ％
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④茨城県利根町 ～シルバーリハビリ体操指導士の体操普及活動～

茨城県立健康プラザの主催する講習会を終了した60歳以上の世代の住民ボランティア「シルバーリ
ハビリ体操指導士」が、公民館等で高齢者のための体操教室を立ち上げ、自主活動として運営。町
内13箇所で月2～4回、延13,390人が参加しており、地域に定着している。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
• 平成16年 利根町社会福祉協議会による定年男性のためのボラン

ティア講座と県立健康プラザのシルバーリハビリ体操が結びつ
き、高齢者のための体操指導者の養成を開始。

• 平成17年 養成された「シルバーリハビリ体操指導士（以下、指
導士）」が国保診療所の一室で外来受診者も交えて、地域の高齢
者に体操を指導するようになった。

• 平成18年 二次予防事業のサポート役として指導士が参加
• 指導士の活動は、高齢世代が高
齢世代を支え合う互助の活動と
して、町内に定着している。

専門職の関与の仕方
• 保健師

指導士の体操教室を、町内に広報。必要な人に体操の参加
を勧める。

• 地域包括支援センターの主任ケアマネ・社会福祉士
体操に来れなくなった人に訪問、状況把握

• 国保診療所の医師
診療所の外来受診者に体操への参加を勧め、指導士の活動
を後押し

H24年度
参加実人数

高齢者人口に
占める割合

544人 10.3%

地域包括支援
センター設置数

直営 1 カ所

委託 0 カ所

総人口 17,592 人

65歳以上高齢者人口
5,272

30.0
人
％

75歳以上高齢者人口
2,009

11.4
人
％

第5期1号保険料 4,070 円

※人口は平成２４年３月３１日

12.4%

17.3%

9.2%

14.1%

10.1%
10.9%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

茨城県

利根町
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⑤長崎県佐々町 ～介護予防ボランティアを主軸にした地域づくり～

○中高年齢層を対象として介護予防ボランティアを養成し、ボランティア活動が無理なく継続できるよ
うに、連絡会を組織してバックアップしている。介護予防・日常生活支援総合事業においても、介護
予防ボランティアが、生活支援や通所の場で、担い手として活躍している。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
○平成18年 地域包括支援センターが始動し、介護予防の普及啓発を行うも
のの、住民の主体的取組につながらず、２年が経過。町内唯一の地域サロ
ンは、職員の関与無しには成り立たない状況だった。

○平成20年 普及啓発のあり方を見直し、自主活動の育成に主眼を置いた
「介護予防ボランティア養成講座」をスタート。修了者がそれぞれの地区
で「地域型介護予防推進活動」に取り組むようになり、初年度に、８地区
で集いの場が立ち上がる。

○以後、毎年、新たなボランティアを養成し、現在、団塊世代を対象に「地
域デビュー講座」として継続中。修了者による集いの場は、現在14地区で
開催されている。（最終目標は、全町内会30地区）

専門職の関与の仕方
○「介護予防ボランティア養成講座」の企画と実施
○月1回の定例会で、研修終了者の活動をバックアップ（にっこり会）
○住民、関係団体と協議の機会を設け、課題やめざすべき方向などを共有

地域包括支援
センター設置数

直営 1 カ所

委託 0 カ所

総人口 13,786 人

65歳以上高齢者人口
3,034

22.0
人
％

75歳以上高齢者人口
1,626

11.8
人
％

第5期1号保険料 5,590 円

※人口は平成２４年３月３１日
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65才以上高齢者のうち毎月参加している者の割合 11.6 ％

65才以上高齢者のうち二次予防事業対象者である参加者の割合 6.6 ％

介護予防推進連絡会
での実習風景

介護予防ボランティア養成研修

介護予防推進連絡会（にっこり会）

ボランティア登録

地域の活動の場

通所型介護予
防推進活動

地域型介護予
防推進活動

訪問型介護予
防推進活動

佐々町

長崎県

佐賀県



市町村の事務負担の軽減等について

１ 市町村による契約・審査・支払事務の負担軽減

○ 都道府県との適切な役割分担のもと市町村が事業所を認定等により特定する仕組みを導入
・ 市町村が毎年度委託契約を締結する事務を不要とするため、現在の指定事業所の枠組みを参考に

しつつ事業所を認定等により特定する仕組みを設け、推進。

○ 審査・支払について国保連の活用
・ サービス提供主体である事業者等から費用の請求に係る審査・支払については国保連の活用を推

進。既存サービス相当のサービス等については、あわせて簡易な限度額管理も行う。

２ 市町村で地域の実情に応じた事業を展開しやすいようなさまざまな支援策の実施

（例）要支援事業を円滑に実施するための指針（ガイドライン）の策定
日常生活圏域ニーズ調査、地域ケア会議、介護・医療関連情報の「見える化」の推進
生活支援サービスのコーディネーターの配置の推進
地域包括ケア好事例集の作成 等

３ 介護認定の有効期間の延長について検討

○予防給付を市町村の地域支援事業に移行することにより、市町村の契約等の事務が増加するこ
とが見込まれるため、円滑に事務を遂行するために以下のような市町村に対する支援策を実施。

（４） 新しい総合事業の事務負担の軽減及び費用
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効率的な事業の実施について

【弾力的な事業実施】

（１） 予防給付について、柔軟なサービスの内容等に応じて人員基準、運営基準、単価等について柔軟に設定
できる地域支援事業に移行すれば、事業の実施主体である市町村の判断で以下のような取組を実施し、効率
的に事業を実施することが可能
① 例えば、既存の介護事業者を活用する場合でも、柔軟な人員配置等により効率的な単価で事業を実施

② NPO、ボランティア等の地域資源の有効活用により効率的に事業を実施

③ 要支援者に対する事業に付加的なサービスやインフォーマルサービスを組み合わせた多様なサービス内
容の事業を実施。

④ 多様なサービス内容に応じた利用者負担を設定し、事業を実施

※ 従来の給付から移行するサービスの利用料については、要介護者に対する介護給付における利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組み
のもと、市町村が設定する仕組みを検討。（利用料の下限については要介護者の利用者負担割合を下回らないような仕組みとすることが必要）

＊ ①～④の取組を通じた効率的な実施について国としてガイドラインで市町村に対して周知。

【市町村による自立支援に資する地域マネジメントの強化】

（２） あわせて、要支援認定に至らない高齢者も地域で自立した生活を継続できるよう、生活支援の充実などを
通じた地域で高齢者を支える地域づくりと、より効果的・効率的な介護予防の事業を組み合わせ、自立支援に
資する地域マネジメントを推進する、市町村による取組を強化。

※ 介護予防に集中的に取り組むことや、高齢者の社会参加に積極的に取り組むことで、認定率の伸びを抑えら
れている市町村の例もある。

効率的な事業実施に向けて中長期的に取り組むが、まず第６期計画期間中に以下のような取組み
に着手し、集中的に推進。
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事業費の上限の設定の見直しについて（イメージ）

（見直しのイメージ）

・ 予防給付の給付額は高齢者の伸び以上に伸びているが、事業に移行し、効率的な事業実施に努めることで、
「要支援者に対する事業と新しい介護予防事業」の費用について、給付見込額の伸び（約５～６％程度）から認
定率が高まる後期高齢者の人数の伸び（約３～４％）程度に効率化されることを推進。

・ 特に、予防給付から要支援事業に移行する過程である第６期については、介護予防・生活支援の基盤整備に
重点的に取り組むことにあわせて、集中的に費用の効率化の効果が図られ、伸び率もより低減されることを推
進。

・ 地域支援事業の上限については、現在事業全体で設定しているが、「要支援者に対する事業と新しい介護予
防事業」「包括的支援事業」などと事業の種類ごとに分ける。

・ 「要支援者に対する事業と新しい介護予防事業」の上限は、予防給付からの移行分をまかなえるよう引き上げ
る。

○ すべての市町村で予防給付の事業への移行に際し、前頁のような効率的な事業実施に努めることで、
事業の総費用額の伸びを低減させる。

○ 市町村毎の地域支援事業の費用の上限は、現在、当該市町村の介護給付見込額の３％以内などとさ
れているが、予防給付の地域支援事業への移行に伴い、市町村による効率的な事業実施が推進される
ように見直すことを検討。
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２７’

２５’

３０’

予防給付から地域支援事業への移行による費用の効率化（イメージ）

○要支援者の支援については、予防給付から地域支援事業へ段階的に移行。

○全国一律の基準・規制を緩和することにより、効率的な実施体制を実現し保険料・公費を抑制

制度改正

段階的な移行
予防給付

介護予防事業

新しい
総合事業

新しい総合事業
（要支援者に対する事業＋新しい介護予防事業）

現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用

円滑な移行に向け
た集中的な取組

予防給付

介護予防事業←

費
用
額

→
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介護予防給付の地域支援事業への移行についてのこれまでの主な意見

（総論）

○ 総論的に賛成だが、経過的な措置が必要。今、予防給付でサービスを受けている人が、急に受けられないことにならない
ように、既存の事業所等から基本的に継続的に受けられるような仕組みが必要。

○ これまでの国の画一的な制度から、市町村独自のきめ細かなものになるが、市町村の要望をしっかり受け止めて、納得・
合意の上でスタートするということでなければならない。

○ 人材の確保等、大変な問題があり、市町村で体制整備されるまで、十分な実施期間や猶予期間があればいい。
○ 市町村が全て決めてしまうことにならないよう、利用者の自由な選択という権利が冒されないことを十分念頭に置くべき。

（地域での受け皿や担い手）

○ 受け皿づくりについて国の指導や何らかの支援措置をお願いしたい。
○ 移行したが費用や効果も従来と変わらないのでは全く意味はない。市町村で知恵を出し、ボランティアやNPOの地域の資
源を活用し、費用を抑え、効果を高めることが重要。

○ 真に自立支援のためのサービス提供や認知症の初期段階での対応は、介護の専門職が携わるべき。
○ 見守りや話し相手などのボランタリーな活動と公的な資金に基づく住民参加型事業との区別を明確に行うべき。

（市町村間での差）

○ 地域の独自性、知恵を生かした事業が期待されるが、地域格差を生じさせないためにも一定の基準が必要。
○ 市町村間での差が生じるという懸念は、当面は多少考慮せざるをえないが、市町村の能力を高めるためにも、市町村に委
ねて、その能力を育んでいくことが重要。市町村に移行したからといって、直ちに切り捨てられるというものではない。

（費用）
○ 6,000億円弱程度の予算規模というのは、確実に最低限確保された上で、それぞれ市町村がその地域の実情に応じて事
業を展開することが必要。

○ 地域支援事業の上限額は緩いと保険料・公費の増加につながる。介護の質を低下させないことを条件に、地域支援事業
の上限額をしっかり設けることが重要。

○ 地域支援事業の上限額は、現行通り、給付費を尺度とし、８％強とすべき。
○ 地域支援事業は、市町村の裁量で内容が決められる仕組みであり、集いの場や見守りなどに、２号保険料を使う理由に
ついて整理が必要。
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参考資料
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年間累計費用額
（百万円）

構成比
要支援１ 要支援２

総 数 468 512 149199 318578 -

介護予防居宅サービス 411 670 125859 285133 87.9%
介護予防訪問介護 108 378 41797 66369 23.1%
介護予防訪問入浴介護 197 21 175 0.04%
介護予防訪問看護 11 935 2828 9069 2.5%
介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 3 474 751 2718 0.7%
介護予防通所介護 172 355 49272 122864 36.8%

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 62 677 15255 47357 13.4%

介護予防福祉用具貸与 18 190 5134 13036 3.9%
介護予防短期入所生活介護 3 824 671 3115 0.8%

介護予防短期入所療養介護 533 73 448 0.1%

介護予防居宅療養管理指導 3 235 1314 1909 0.7%
介護予防特定施設入居者生活介護 26 871 8743 18073 5.7%

介護予防支援 48 554 21578 26946 10.4%
介護予防地域密着型サービス 8 288 1763 6499 1.8%

介護予防認知症対応型通所介護 507 175 330 0.1%
介護予防小規模多機能型居宅介護 5 304 1588 3701 1.1%
介護予防認知症対応型共同生活介護 2 477 ー 2468 0.5%

【出典】介護給付費実態調査

（参考）平成２４年度介護予防サービス費用額

注： 総数には、月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。 35



年間累計受給者数
（千人）

年間実受給者数
（千人）要支援１ 要支援２

総 数 11 707.9 5182.7 6486.2 1 342.0

介護予防居宅サービス 11 528.0 5102.1 6388.6 1 329.7

介護予防訪問介護 5 196.2 2333.9 2844.4 595.2

介護予防訪問入浴介護 5.5 0.7 4.7 1.4

介護予防訪問看護 384.7 115.8 266.8 56.3

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 117.8 30.7 86.7 17.8

介護予防通所介護 4 828.0 2097.4 2718.6 607.7

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1 458.3 555.1 900.2 178.7

介護予防福祉用具貸与 2 903.4 920.6 1976.1 370.3

介護予防短期入所生活介護 109.6 28 80.4 37.5

介護予防短期入所療養介護 13.1 2.8 10.1 5.7

介護予防居宅療養管理指導 308.6 124.6 182.5 48.0

介護予防特定施設入居者生活介護 275.4 142.4 131.6 33.9

介護予防支援 11 085.9 4912.7 6166.1 1 292.4

介護予防地域密着型サービス 98.6 38.1 59.7 15.2

介護予防認知症対応型通所介護 10.6 5.1 5.4 1.8

介護予防小規模多機能型居宅介護 77.5 33 43.9 11.4

介護予防認知症対応型共同生活介護 10.5- 10.4 2.0

【出典】介護給付費実態調査

（参考）平成２４年度介護予防サービス受給者数

※ 「年間累計受給者数」は24年5月から25年4月の各審査月の介護予防サービス受給者の合計である。
「年間実受給者数」は24年5月から25年4月の各審査月の介護予防サービス受給者について名寄せを行ったもの。（当該期間中に被保険者番号の変更があった場合には
別受給者として計上。） 36



事業所数
費用額

（百万円）
１事業所あたり費用額

（千円）

介護予防訪問介護 26 763 9 139 341

介護予防訪問入浴介護 344 16 47

介護予防訪問看護 6 093 1 073 176

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 2 248 306 136

介護予防通所介護 31 769 15 491 488

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 6 817 5 425 796

介護予防福祉用具貸与 6 068 1 687 278

介護予防短期入所生活介護 4 381 331 76

介護予防短期入所療養介護 796 46 58

介護予防居宅療養管理指導 8 213 297 36

介護予防特定施設入居者生活介護 3 354 2 315 690

介護予防支援 4 466 4 246 951

介護予防認知症対応型通所介護 578 43 74

介護予防小規模多機能型居宅介護 2 546 499 196

介護予防認知症対応型共同生活介護 744 204 274

（参考）介護予防サービス請求事業所

【出典】介護給付費実態調査 平成25年7月審査分 37



総数
地方公共
団体

社会福祉
協議会

社会福祉法人
(社会福祉

協議会以外)
医療法人

社団・財団
法人

協同組合 営利法人
特定非営利活
動法人(ＮＰＯ)

その他

介護予防訪問介護 20,830 109 1,546 3,505 1,379 239 640 12,145 1,131 136

（割合） 0.5% 7.4% 16.8% 6.6% 1.1% 3.1% 58.3% 5.4% 0.7%

介護予防訪問入浴介護 1,837 10 401 328 29 14 15 1,021 17 2

(割合） 0.5% 21.8% 17.9% 1.6% 0.8% 0.8% 55.6% 0.9% 0.1%

介護予防訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 5,103 174 434 2,012 676 181 1,368 80 178

（割合） 3.4% 8.5% 39.4% 13.2% 3.5% 26.8% 1.6% 3.5%

介護予防通所介護 23,481 261 1,487 7,438 1,784 129 441 10,613 1,194 134

（割合） 1.1% 6.3% 31.7% 7.6% 0.5% 1.9% 45.2% 5.1% 0.6%
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事

業所
5,829 168 551 4,499 165 － 5 － 441

（割合） 2.9% 9.5% 77.2% 2.8% ー 0.1% ー 7.6%

介護予防短期入所生活介護 7,177 209 80 5,984 237 2 26 605 27 7

（割合） 2.9% 1.1% 83.4% 3.3% 0.0% 0.4% 8.4% 0.4% 0.1%

介護予防短期入所療養介護 4,561 178 521 3,530 129 － 0 － 203

（割合） 3.9% 11.4% 77.4% 2.8% ー 0.0% ー 4.5%
介護予防特定施設入居者生活

介護
2,991 37 7 749 89 19 8 2,044 10 28

（割合） 1.2% 0.2% 25.0% 3.0% 0.6% 0.3% 68.3% 0.3% 0.9%

介護予防福祉用具貸与 5,169 6 58 85 75 19 122 4,738 36 30

（割合） 0.1% 1.1% 1.6% 1.5% 0.4% 2.4% 91.7% 0.7% 0.6%

特定介護予防福祉用具販売 5,326 5 19 62 54 16 114 4,993 34 29

（割合） 0.1% 0.4% 1.2% 1.0% 0.3% 2.1% 93.7% 0.6% 0.5%
介護予防認知症対応型通所介

護
2,989 17 114 1,376 381 29 47 828 190 7

（割合） 0.6% 3.8% 46.0% 12.7% 1.0% 1.6% 27.7% 6.4% 0.2%
介護予防小規模多機能型

居宅介護
2,099 2 37 658 314 11 30 896 144 7

（割合） 0.1% 1.8% 31.3% 15.0% 0.5% 1.4% 42.7% 6.9% 0.3%
介護予防認知症対応型

共同生活介護
9,144 12 48 2,114 1,641 28 40 4,813 432 16

（割合） 0.1% 0.5% 23.1% 17.9% 0.3% 0.4% 52.6% 4.7% 0.2%

介護予防支援 3,961 1,166 491 1,469 471 159 42 130 28 5

（割合） 29.4% 12.4% 37.1% 11.9% 4.0% 1.1% 3.3% 0.7% 0.1%
出典：平成23年介護サービス施設・事業所調査

（参考）介護予防サービス事業所の開設主体別の割合（平成23年10月1日現在）

38



標準的に想定される1週当たりのサービス提供頻度に基づく基本サービス費

指定介護予防訪問介護の介護報酬のイメージ（1月あたり）

週1回程度 1,220単位

週2回程度 2,440単位

週2回を超える程度（要支援2のみ） 3,870単位

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に
対する加算・減算

初回時等のサービス提供責任者による対応
（200単位／月）

中山間地域等での
サービス提供

（＋5％～＋15％）

リハビリテーション職
との連携

（100単位／月）

※加算・減算は主なものを記載

○初回加算の算定状況

・介護予防訪問介護のうち初回加算を算定し
ている割合

H24.4 H25.4

初回加算
の算定状況

3.6% 3.7%

※初回加算の提供件数÷介護予防訪問介護の提供件数
から算出

・初回加算の算定件数(単位:千件)
H24.4 H25.4

初回加算
（200単位）

15.0 15.9

○生活機能向上連携加算の算定状況

・介護予防訪問介護のうち生活機能向上連携加算を算定し
ている割合

H24.4 H25.4

生活機能向上連携加算
の算定状況

0.0% 0.0%

※生活機能向上連携加算の提供件数÷介護予防訪問介護の提供件数か
から算出

・生活機能向上連携加算の算定件数(単位:千件)
H24.4 H25.4

生活機能向上連携加算
（100単位）

0.0 0.0

○中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算の算定状況

・介護予防訪問介護のうち中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算を算定している割合

H24.4 H25.4

中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算の算定状況

0.072% 0.092%

※中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の提供回数÷介護
予防訪問介護の提供回数から算出

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定
件数(単位:千回)

H24.4 H25.4

中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算

0.3 0.4

※H24.4に約3,000単位、H25.4に約2,000単位の算定実績がある。

（参考）介護予防訪問介護の報酬について（現行制度の概要等）

介護予防訪問介護の主な加算の算定状況

(出典)介護給付費実態調査月報（平均利用回数については平成23年介護サービス施設・事業所調査（平成23年9月中の利用実績））

（参考）介護予防訪問介護の平均利用回数（実績）
利用者１人あたり６．１回／月
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（参考）介護予防通所介護の報酬について（現行制度の概要等）

指定介護予防通所介護の介護報酬のイメージ（1月あたり）

要支援度に応じた基本サービス費

要支援１
2,０９９単位

要支援２
４,２０５単位

選択的サービス 利用者の状態改善に取
組む事業所の評価

要支援度の維持改善の割合
が一定以上(120単位)

生活機能向
上グループ
活動加算
(100単位)

・運動機能の向上（225単位）

・栄養状態の改善（150単位）

・口腔機能の向上（150単位）

又
は

介護予防通所介護の主な加算の算定状況

H24.4 H25.4

選択的サービス
複数実施加算Ⅰ

1.84% 2.05%

選択的サービス
複数実施加算Ⅱ

0.03% 0.02%

H24.4 H25.4

選択的サービス
複数実施加算Ⅰ

6.9 8.7

選択的サービス
複数実施加算Ⅱ

0.1 0.1

【算定割合】

【算定件数(単位:千件)】

H24.4 H25.4

運動機能向上加算 52.0% 55.6%

H24.4 H25.4

運動機能向上加算 195.3 235.9

【算定割合】

【算定件数(単位:千件)】

H24.4 H25.4

口腔機能向上加算 0.7% 0.9%

H24.4 H25.4

口腔機能向上加算 2.5 3.7

【算定割合】

【算定件数(単位:千件)】

H24.4 H25.4

生活機能向上
ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動加算

7.6% 4.9%

H24.4 H25.4

生活機能向上
ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動加算

28.4 20.9

【算定割合】

【算定件数(単位:千件)】

H24.4 H25.4

事業所評価加算 15.4% 16.8%

H24.4 H25.4

事業所評価加算 57.9 71.2

【算定割合】

【算定件数(単位:千件)】

○選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算の算定状況 ○運動機能向上加算の算定状況

○口腔機能向上加算の算定状況

○生活機能向上ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動加算の算定状況

○事業所評価加算の算定状況

※栄養改善加算の算定実績は平成25年4月に100件の算定実績がある。
(出典)介護給付費実態調査月報（平均利用回数については平成23年介護サービス施設・事業所調査（平成23年9月中の利用実績））

(注1)選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算Ⅰは、運動機能向上ｻｰﾋﾞ
ｽ、栄養改善ｻｰﾋﾞｽ又は口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽのうち2種類の
ｻｰﾋﾞｽを実施した場合に算定。
(注2)選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算Ⅱは、運動機能向上ｻｰﾋﾞ
ｽ、栄養改善ｻｰﾋﾞｽ又は口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽのうちいずれ
のｻｰﾋﾞｽも実施した場合に算定。

（参考）介護予防通所介護の平均利用回数（実績）
利用者１人あたり５．５回／月
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介護予防サービスの利用者の特徴

36% 19% 44%

（ｎ=2,586)

その他世帯 高齢世帯 独居

未記入1%

14% 13% 73%

(n=233)

38% 16% 46%
（ｎ＝182）

病気のときや一人でできない家の周りの
仕事で頼れる人はいますか

91% 8%

（ｎ=1,628)

いる いない

未記入1%

88% 12%

（ｎ=201)

93% 7%
（ｎ＝113)

独居

高齢世帯
のうち

20% 22% 41% 7%

（n=2,586)

行っていない 全部できる 一部できない 全部できない

未記入10%

12% 32% 45% 3%

(n=233)

26% 29% 37% 2%

未記入, 5%

（ｎ=182）

84% 16%

（ｎ=1,232)

いる いない

71% 29%

（ｎ=114）

81% 19%

（ｎ=72)

日常生活の支援者はいますか

IADLの一部

又は全部が
できない人の
うち

未記入7%

世帯構成・頼れる人の存在

ＩＡＤＬ（居室掃除・買物・風呂準備・食事準備・洗濯）・日常生活の支援者

介護予防サービス利
用者全体

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防サービス利
用者全体

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

「予防給付の提供実態に関する調査研究事業」平成24年度老人保健健康増進等事業（みずほ情報総研）

調査方法
○全ての介護予防サービス（１６種類）について、各サービスの給付実績のある保険者に所在する地域包括支援センター３，２８９事業所、地域密着型介護予防サービス事業所
１，０００事業所を無作為に抽出し、調査票を郵送配布。（予め、介護予防サービスの種類を割り当てて、当該サービスの利用者について調査）
○回収率 ５５．２％。
○ケアプラン作成者が、割り当てられた介護予防サービスの利用者について、聞き取り等により自記式でIADLや支援の状況等を記入
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（参考）介護予防訪問介護の利用者の特徴 (n=233)

ＡＤＬ（ 排泄・入浴・屋内歩行・屋外歩行 ） ＩＡＤＬの行為ごとの状態
（掃除・買物・風呂準備・食事準備・洗濯）

6%

10%

12%

6%

7%

24%

24%

15%

17%

9%

60%

53%

46%

44%

46%

9%

12%

24%

33%

36%

洗濯

食事の準備

風呂準備

買物

居室の掃除

必要がないので行っていない
特に問題がない
動作が不自由だが何とかできる
自分でできない

（未記入2%）

（未記入3%）

（未記入1%）

（未記入1%）

一週間の外出 ・ 来訪者の有無 認知機能の状態

5%

8%

9%

11%

11%

93%

91%

90%

89%

88%

金銭管理が難しくなってきた

身の回りの汚れを気にしなくなってきた

暴言・感情の不安定が増えてきた

物忘れ・つじつまがあわなくなってきた

服薬管理が難しくなってきた

そう思えない

そう思える

（未記入1%）

（未記入1%)

（未記入1%)

（未記入2%)

75%

21%

2%

未記入2%

排泄・入浴のいずれも特

に問題なし
排泄・入浴のいずれか一

方に問題あり
排泄・入浴の両方に問題

あり

48%

21%

29%

未記入, 3%

屋内・屋外歩行ともに段差以外

はつかまらずに歩く
屋外・屋内の一方のみつかまっ

て歩く
屋内・屋外の両方ともつかまっ

て歩く

22%

76%

未記入,
1%

ほとんど外出しない
週1回以上

一週間の外出 一週間の来訪者
（別居の家族・近隣等）

29%

70%

未記入, 1%

ほとんど訪ねてこない
1回以上訪ねてくる

42



（参考）介護予防通所介護の利用者の特徴 (n=182)

16%

18%

30%

20%

16%

18%

18%

9%

12%

7%

60%

53%

40%

44%

51%

6%

11%

21%

24%

26%

洗濯

食事の準備

風呂準備

買物

居室の掃除

必要がないので行っていない
特に問題がない
動作が不自由だが何とかできる
自分でできない

一週間の来訪者
（別居の家族・近隣等）

一週間の外出

ＩＡＤＬの行為ごとの状態
（掃除・買物・風呂準備・食事準備・洗濯）

認知機能の状態

ＡＤＬ（ 排泄・入浴・屋内歩行・屋外歩行 ）

一週間の外出 ・ 来訪者の有無

70%

25%

3%

未記入, 2%

排泄・入浴のいずれも特

に問題なし
排泄・入浴のいずれか一

方に問題あり
排泄・入浴の両方に問題

あり

45%

25%

29%

未記入, 1%

屋内・屋外歩行ともに段差以

外はつかまらずに歩く

屋外・屋内の一方のみつか

まって歩く

屋内・屋外の両方ともつか

まって歩く

39%

61%

ほとんど訪ねてこない
週1回以上訪ねてくる

12%

88%

ほとんど外出しない
1回以上外出する

12%

12%

9%

14%

13%

86%

88%

90%

85%

86%

金銭管理が難しくなってきた

身の回りの汚れを気にしなくなってきた

暴言・感情の不安定が増えてきた

物忘れ・つじつまがあわなくなってきた

服薬管理が難しくなってきた

そう思えない
そう思える

（未記入1%）

（未記入1%)

（未記入1%)

（未記入2%)
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（参考）市町村介護予防強化推進事業（予防モデル事業）の概要

要支援者等に必要な予防サービス及び生活支援サービスを明らかにするために、一次予防事業対象者から要介護２までの
者であって、ADLが自立又は見守りレベルかつ日常生活行為の支援の必要可能性のある者に対するサービスニーズの把握、
必要なサービス（予防サービス及び生活支援サービス）の実施、効果の計測及び課題の整理。

事業の目的 ※平成24-25年度の予算事業として実施

２年目（平成25年度） 引き続き予防モデル事業を実施。

・モデル市町村において実施された事業の内容・結果を厚生労働省に報告。
・厚生労働省において、予防サービス及び生活支援サービスの類型化及び好事例の紹介。

予防サービス（通所と訪問を組み合わせて実施）

１年目（平成24年度）モデル市区町村（１３市区町村）において、以下の流れにより事業を実施。

通所 訪問

生活支援サービス

・配食
・見守り
・ごみ出し
・外出支援 等

Step1 事前評価（ＩＡＤＬの自己評価及び保健師等による評価）

Step3 事後評価（IADLの自己評価及び保健師等による評価）

専門職等が対応（委託可）
・二次予防事業 等

専門職等が対応（委託可）
・家事遂行プログラム 等

地域の社会資源や地域住民※を活用して実施
（※老人クラブ、シルバー人材センター、フィットネスクラブ、地域の活動的な高齢者等）

Step2 予防サービス及び生活支援サービスの実施

“卒業”後は、住民運営の“居場所”に移行
体操教室・食事会 等

認知症
この事業で 受けとめきれない
課題を明らかにする。
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①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

⑬

⑫

① 北海道下川町
（しもかわちょう）

② 茨城県神栖市
（かみすし）

③ 埼玉県和光市
（わこうし）

④ 東京都世田谷区
（せたがやく）

⑤ 東京都荒川区
（あらかわく）

⑥ 三重県いなべ市
（いなべし）

⑦ 奈良県生駒市
（いこまし）

⑧ 岡山県岡山市
（おかやまし）

⑨ 香川県坂出市
（さかいでし）

⑩ 福岡県大牟田市
（おおむたし）

⑪ 大分県竹田市
（たけたし）

⑫ 長崎県佐々町
（さざちょう）

⑬ 沖縄県北中城村
（きたなかぐすくそん）

（参考）予防モデル事業実施市区町村
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（参考）予防モデル事業における利用者の変化

モデル事業の利用者（要支援１～要介護２）は、家事や散歩の他、地域の集いなどに参加する人の割合が高
くなっており、生活や行動に広がりが見られるようになっている。

参加 ： 介入群では、地域の集いや趣味活動に参加
する人の割合が高くなっていた。

家事 ： 介入群では、自分で料理やごみ出しをする人の割合
が高くなっていた。

調査方法
モデル事業を実施する１１市区町村において、新規要介護認定を受けた
要支援１から要介護２までの高齢者のうち、保険給付の利用者245人（比較群）
とモデル事業の利用者229人（介入群）に対し，サービス開始時、3ｶ月、6ｶ月、
12ｶ月の4時点におけるＩＡＤＬ、社会参加等の評価を実施。

2012年

比較群（245人）

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2013年

介入群（229人）

モデル事業開始

新規認定者の全数に事業の説明を行い、同意の得られた者全てに調査を実施
3ヶ月後評価を実施できたのは、比較群212人、介入群196人であった。
6ヶ月後評価を実施できたのは、比較群192人、介入群162人であった。

追跡調査の実施

体操 散歩・ウォーキング

介入群 比較群

料理 ごみ出し

介入群 比較群

介入群 比較群

地域の集いや趣味活動への参加

活動 ： 体操や散歩・ウォーキングをする人の割合が、
介入群の方でより高くなっていた。

47.1%
55.6% 54.3%

39.5% 42.4% 42.7%

開始時 3月後 6月後

37.1%
47.9%

53.1%

35.1% 37.2% 38.0%

開始時 3月後 6月後

21.8%

42.3% 45.1%

20.8%
32.0% 32.8%

開始時 3月後 6月後

34.0%

43.8%
47.5%

29.3% 33.0% 32.3%

開始時 3月後 6月後

31.0%

44.3% 45.1%

21.6% 21.6% 21.4%

開始時 3月後 6月後
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（参考）後期高齢者１人あたりの予防費用額・介護予防事業費

2

28

62

186

282

339

247

192

124

65

20

23

6

4

0 50 100 150 200 250 300 350

0-5000

5001-10000

10001-15000

15001-20000

20001-25000

25001-30000

30001-35000

35001-40000

40001-45000

45001-50000

50001-55000

55001-60000

60001-65000

65000-（円）

（保険者）

※予防費用額は平成２３年度介護保険状況報告調査の数値。介護予防事業費は平成２３年度実績報告の事業費。
※全国平均額は３．４万円。中央値は２．９万円。
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特別養護老人ホームの重点化について

社会保障審議会
介護保険部会（第51回） 資料２

平成25年１０月３０日



○ 重度の要介護状態で、特養への入所を希望しながら、在宅での生活を余儀なくされている高齢者が数多く存在しているこ

と等を踏まえると、特養については、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化するべ

きであり、そのためには、特養への入所を要介護３以上に限定するべきではないか。

○ 他方、軽度（要介護１及び２）の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認

められる場合には、市町村の適切な関与のもと、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に、特養への入所

を認めることとしてはどうか。

○ また、制度見直しに伴い、

① 既入所者については、現在、軽度（要介護１及び２）の要介護状態で入所している場合のみならず、中重度の要介

護状態であった者が、制度見直し後に、要介護１又は２に改善した場合であっても、引き続き、施設サービスの給付

対象として継続入所を可能とする経過措置を置くこととするとともに、

② 制度見直し後、要介護３以上で新規に特養に入所した者が、入所後、要介護度が要介護１又は２に改善した場合

についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、引き続き、特

例的に、特養への継続入所を認めることとしてはどうか。

○ 一方で、特養の重点化を推進する観点から、地域包括ケアシステムの構築を目指し、在宅サービスの充実や、要介護高

齢者の地域生活の基盤である住まいの確保に向けた取組を進めていくとともに、今後、軽度（要介護１及び２）の入所者に対

する在宅復帰支援策について、一層の充実を図っていくべきではないか。

○ また、これと併せて、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、特養の有する資源やノウハウを地域の中で有効

活用し、入所者に対してのみならず、在宅で暮らす重度の要介護者等に対しても、在宅生活を継続することができるような取

組を促進させ、特養を地域におけるサービスの拠点として活用する方策について、検討すべきではないか。

特別養護老人ホームの重点化について

1



○ 「特別養護老人ホームの重点化」については、９月１８日の介護保険部会において、限られた財源の中で効率化を図るべき等
の理由で賛成とする意見があった一方で、反対とする意見もあった。

○ また、特別養護老人ホームの重点化については賛成としつつも、現在の入所者への配慮を求めるべき、という意見や、やむを
得ない事情がある場合については軽度者の入所があってしかるべき、といった意見もあった。

特別養護老人ホームの重点化についての主な意見

 介護保険を今後とも持続可能な制度としていくためには、限られた財源の中で選択と集中は避けられず、特別養護老人ホームへの入所は重度者に重

点化をして、軽度者については在宅という流れを進めて、全体的に効率化を図るべき。特別養護老人ホームについては３以上の要介護者を対象とす

ることに賛成。

 要介護３以上に重点化することは賛成。県内で入所指針をいくら厳格化しても、他県の施設で要介護１、２の方が入って、住所地特例を受けては、平

等という意味でもおかしいので、法律による厳格化をお願いしたい。

 一定の中重度の在宅生活の困難な人への施設という位置づけについては、一定の理解はできるが、どこを境界にすべきかについては、さらに専門的

な検討をしていただきたい。

 特別養護老人ホームの待機者が多い中で、対象者を中重度に絞り込む方向性は理解できるが、現に入っている方々への対応については十分に配慮

すべき。

 要介護２以下の軽度者の中には、住宅事情等によって在宅介護が困難な方もおり、その受け皿については、重点化とセットで考えるべき。

 入所申込要件を中重度に特化していく議論は、要介護認定の結果に一部地域間格差が見られることから、変更するならば要介護２からとすべき。

 入所判定基準に基づいて、年々要介護度も高くなり、重度化しているのが実態であるが、特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設で、地域の

事情によってセーフティネットとしての役割を果たすべく、相応の判断があって、軽度の要介護者１、２の方の入所も行われている。今後も特別養護老

人ホームが有する福祉機能を確保するため、入所判定は事業者の主体性に任せるべき。

 要介護１・２の方の中には、認知症でBPSD等が非常に活発で、どうしても在宅で生活できないというケースもあり、要介護３以上に入所制限すること

で、こういった方が特別養護老人ホームを利用できなくなることは問題。要介護認定の問題かもしれないが、要介護度ではなく、必要性で見るべき。

 実態として入所判定基準に基づいて大部分は重度な方が入所するが、一部どうしてもやむを得ない事情がある場合は要介護１、２の方の入所があっ

てしかるべき。入所判定基準を見直す等、運用を厳格化することによる対応も可能であり、入所判定は施設に任せるべき。もし法的に要介護３以上に

入所制限する場合であっても、実態に応じた裁量的な施策をとるべき。

 施設サービスの提供と住まいの確保とは別問題であり、特別養護老人ホーム入所をあえて要介護３以上に限定して被保険者の選択の権利を狭め、

国民の不安と不信を拡大することには反対。 2



〔出典：介護サービス施設・事業所調査（各年1０月1日）〕
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○ 特養の入所者に占める重度の要介護者の割合は、年々上昇してきている。

○ 一方、軽度の要介護者（要介護１及び２）の割合は、平成２３年では１１．８％となっており、一定程度の軽度者
が入所している現状。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

〔老健局高齢者支援課作成〕
（約3.6万人） （約5.1万人） （約3.5万人）

（約0.4万人） （約1.2万人）

【参考】
平成23年度における特
養の新規入所者

（約14万人）

要介護度別の特養入所者の割合
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要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体
１３.２

（３１.２％）
１１.０

（２６.２％）
１７．９

（４２.４％）
４２．１

（１００％）

うち在宅の方
７.７

（１８.２％）
５.４

（１２.９％）
６．７

（１６.０％）
１９．９

（４７.２％）

うち在宅でない方
５.５

（１３.０％）
５.６

（１３.３％）
１１．１

（２６.４％）
２２.３

（５２.８％）

単位：万人

特別養護老人ホームの入所申込者の状況

○ 特別養護老人ホームの入所申込者４２．１万人のうち、在宅で、かつ、要介護４及び５の特養申
込者が６．７万人。

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計した
もの。（平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）
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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号）（抄）

第七条 略

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の
程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所さ
せるよう努めなければならない。

３ ～７ 略

１ 指針の作成について

（１）指針は、その円滑な運用を図る観点から、関係自治体と関係団体が協議し、共同で作成することが適当であること。

２ 入所の必要性の高さを判断する基準について

（１）基準省令に挙げられている勘案事項について

「介護の必要の程度」については、要介護度を勘案することが考えられること。

また、「家族の状況」については、単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か否かなどを勘案することが考えられること。

（２）その他の勘案事項について

居宅サービスの利用に関する状況などが考えられること。

５ その他

管内の市町村・関係団体において指針の作成について独自の取組みがある場合には、これを尊重する必要があること。

特養の入所に関する指針について

○ 特養における入所指針について、勘案すべき事項として厚労省が明示しているのは、「要介護度」、「家族の状況」、
「居宅サービスの利用状況」のみ。

○ 特養の入所指針は原則として自治体において定めることとされており、自治体独自の取組がある場合は、その取組を
尊重することとしている。また、基準省令上、入所の判断は施設において行うことになっている。

指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について（平成１４年８月７日計画課長通知）（抄）
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※介護給付費実態調査（平成２４年４月審査分）

○ 特別養護老人ホームに入所している軽度の要介護者（要介護１・２）について、都道府県別で比較
すると、地域によって偏りがみられる。

特養における要介護１・２の利用者の割合
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○ 特別養護老人ホームへの新規入所者のうち、軽度者（要介護１・２）が占める割合について、都道府県
別で比較すると、地域によって偏りがみられる。

特養における要介護１・２の新規入所者の割合
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※厚生労働省老健局高齢者支援課作成（平成23年度時点）

〔平成23年度における特養の新規利用者のうち、要介護１・２の割合〕

7



特養への入所が必要と考えられる要介護１・２の高齢者

○ 各特養において、要介護１・２の方の入所を決定した理由としては、認知症等により地域での生活が困難であるこ
と、家族の状況等により在宅での生活を支える体制が不十分であること、等が挙げられる。

○ 軽度（要介護１及び２）の要介護者であっても、認知症等により常時の介護の必要性が認められる場合や、独居
等により家族等による十分なサポートが期待できず、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、
特例的に、特養への入所を認めることが考えられるのではないか。

【 各特養において、要介護１・２での入所を決めた理由 】

• 認知症による頻繁な徘徊があり、また、一人で外出をすると帰宅することが困難。

• 統合失調症による逸脱行動が顕著で、地域での生活が極めて困難。

• 家族によるネグレクト、経済的・身体的虐待の存在。

• 同居人も要介護であり、経済状況も踏まえると、十分な医療・介護サービスを受けながら在宅生活を続けることが困難。

• 独居で孤独を感じ、家族・本人ともに入所を強く希望。

• 介護老人保健施設に入所していた期間が長かったこと等から、自宅での地域生活に復帰することが困難。

• 孤立により事故死・自死に至る可能性。

• 精神障害・知的障害等により生活維持能力や生活意欲が著しく低下。

• 市町村による緊急対応としての措置入所。また、その後、契約入所に転換。

【 要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる要因 】

 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要であること。

 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難であること。

 家族によるサポートが期待できず、また、現に地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないこと。

 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠であること。

※一部特別養護老人ホームの施設長等

に対する厚労省による聞き取り
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特別養護老人ホーム

（定員）

老人保健施設

（定員）

（１号被保険者に対する定員数の割合）

全国平均：1.82％

介護保険施設（特養・老健）の都道府県別定員数の割合

※介護給付費実態調査（25年5月審査分）

○ 特別養護老人ホーム、老人保健施設について、１号被保険者に対する定員数の割合は、都道府県による
違いが大きい。
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軽費老人ホーム

（定員数）

※特別養護老人ホームについては、介護給付費実態調査（25年5月審査分）
養護・軽費老人ホームについては、社会福祉施設等調査（23年10月）より

全国平均：1.82％

養護・軽費老人ホームの都道府県別定員数の割合

○ 養護老人ホーム・軽費老人ホームについて、１号被保険者に対する定員数の割合は、都道府県による違い
が大きい。
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特養入所者の要介護度が改善した場合の取扱い

（単位：千人）

平成25年３月
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数

平
成

24
年
４
月

要支援１ 218.3 64.4 26.5 6.6 2.0 1.1 0.3 319.2
(68.4%) (20.2%) (8.3%) (2.1%) (0.6%) (0.3%) (0.1%) (100.0%)

要支援２ 42.7 274.0 53.2 22.9 5.3 3.0 0.8 401.8
(10.6%) (68.2%) (13.2%) (5.7%) (1.3%) (0.7%) (0.2%) (100.0%)

要介護１ 7.1 25.4 425.7 116.5 34.0 12.8 3.7 625.1
(1.1%) (4.1%) (68.1%) (18.6%) (5.4%) (2.0%) (0.6%) (100.0%)

要介護２ 1.6 9.0 53.8 464.0 97.0 32.4 9.4 667.2
(0.2%) (1.3%) (8.1%) (69.5%) (14.5%) (4.9%) (1.4%) (100.0%)

要介護３ 0.5 2.0 10.9 44.2 349.8 79.4 24.6 511.4
(0.1%) (0.4%) (2.1%) (8.6%) (68.4%) (15.5%) (4.8%) (100.0%)

要介護４ 0.3 1.1 4.5 12.8 34.2 316.4 66.8 436.0
(0.1%) (0.3%) (1.0%) (2.9%) (7.8%) (72.6%) (15.3%) (100.0%)

要介護５ 0.1 0.1 0.8 2.5 5.4 25.7 311.2 345.8
(0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.7%) (1.6%) (7.4%) (90.0%) (100.0%)

総数 270.4 376.0 575.4 669.4 527.8 470.8 416.7 3306.0
(8.2%) (11.4%) (17.4%) (20.2%) (16.0%) (14.2%) (12.6%) (100.0%)

○ 特養における自立支援に向けた取組等により、制度の見直し後においても、入所後、一定数が要介護１又は２に
改善することが考えられるが、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合に
は、特養入所を継続できるようにするべきではないか。

【 改善事例 】
・ 独居中に脳疾患で倒れて入院、その後、老健への入所を経て特養に入所（要介護４）。⇒ 数年で要介護度が改善し、現在は要介護１。
・ 脊柱管狭窄症等の手術の後、リハビリ入院するも、同居家族も高齢で在宅復帰が困難のため特養に入所（要介護４）。⇒ 現在は要介護２まで改善。
・ 膝の痛みと生活困難な住居環境により特養に入所（要介護４）。⇒ 両膝人工骨置換術を実施後、杖歩行可能となるまで回復して、現在は要介護２。

≪ 年間継続受給者数（在宅・施設全体）の要介護度の変化別割合 ≫
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※一部特別養護老人ホームの施設長等に対する厚労省による聞き取り

（平成２４年度介護給付費実態調査）
※平成24年４月から平成25年３月まで継続して介護サービスを受給した要支援者・要介護者について、要介護度の変化を調査。
（例）平成24年４月に要介護３で、平成25年３月に要介護２になった者は、44.2千人であり、平成24年４月に要介護３であった者の総数の8.6％を占める



出典：介護給付費実態調査
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特養における看取り対応（看取り加算の算定状況）

○ 入所者の重度化に伴い、特養（介護老人福祉施設）における看取り介護加算の算定日数については、
看取り介護加算の創設以降、増加する傾向にある。
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（退所者数：5,155人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%

31.8%

2.5%

3.2%

22.0%

24.5%

16.1%

介
護
老
人
福
祉
施
設

100.0%

2.9%

1.1%

0.3%

0.4%

28.9%

63.7%

2.6%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数：1474.9日(1,465.1日)

（退所者：15,759人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%

28.8%

0.7%

0.9%

5.2%

52.6%

11.8%

介
護
老
人
保
健
施
設

100.0%

23.8%

9.3%

2.5%

6.6%

48.9%

3.8%

2.4%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数 329.2日(277.6日)

（退所者：3,411人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%

12.0%

1.5%

0.5%

3.7%

75.2%

7.1%

介
護
療
養
型
医
療
施
設

100.0%

12.1%

6.5%

1.4%

9.9%

34.7%

33.0%

2.4%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数 412日(427.2日)

平成22年介護サービス施設・事業所調査結果

介護施設における入所者・退所者の状況
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≪算定要件≫ １日につき１０単位

・ 算定日が属する月の前６月間において当該施
設から退所した者の総数のうち、当該期間内に
退所し、在宅において介護を受けることとなった
者（入所期間が１月間を超えていた者に限る。）
の占める割合が２割を超えていること。

・ 退所者の退所した日から３０日以内に居宅を訪
問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報
提供を受けることにより、当該退所者の在宅にお
ける生活が１月以上継続する見込みであることを
確認し、記録していること。

・ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

・ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援
事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに
必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利
用に関する調整を行っていること。

特養における在宅復帰支援策（現行の介護報酬）

≪算定要件≫ １日につき３０単位

・ 在宅生活を継続する観点から、複数人があらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期間に
ついては３月を限度とする。）を定めて、当該施設の同一の個室を計画的に利用している者

・ 要介護３から要介護５までの者

・ 在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換
を十分に行い、双方合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族
等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。

在宅・入所相互利用加算

在宅復帰支援機能加算

○ 現在、特養入所者の在宅復帰を促進するため、在宅復帰支援加算や退所時等相談援助加算、在宅・入所
相互利用加算などを設けているが、その利用については一部にとどまっている状況。

○ 退所前訪問相談援助加算：

○ 退所後訪問相談援助加算：

○ 退所時相談援助加算 ：

○ 退所前連携加算 ：

退所時等相談援助加算

退所前、退所後の居宅を訪問し相談援助を行った場合等
に加算（４６０単位）

退所後、３０日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合
等に加算（４６０単位）

退所時、相談援助を行い、市町村等に情報提供を行った
場合等に加算（４００単位）

退所前、居宅介護支援事業者に必要な情報提供を行っ
た場合等に加算（５００単位）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

算定日数 ― ― ０．４ ０．４ ０．１
※ 介護給付費実態調査（平成２5年7月審査分）

（地域密着型介護老人福祉施設分を含む。）

（単位：千日）●在宅・入所相互利用加算の算定状況要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

算定日数 ― ０．２ ０．６ ０．８ １．２

●在宅復帰支援機能加算の算定状況
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特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の併設事業所について

○ 特養のうち、８割近くが短期入所生活介護（ショートステイ）を実施しており、通所介護、居宅介護支援の事業所を
併設する特養も全体の約半数を占めている。

○ 特養については、訪問介護等の在宅サービスを実施する事業所の併設等により、地域社会への展開を積極的に
図っていくことで、特養の有する資源やノウハウを有効活用し、地域における介護サービスの拠点としての機能を更
に発揮させていくための方策について検討すべきではないか。

① 介護老人福祉施設サービスの総件数

サービス種類名 事業所数

介護老人福祉施設サービス 6,750

② ①を行う介護老人福祉施設の併設事業所で他のサービスを実施している事業所の件数

サービス種類名 事業所数 割合

訪問介護 1,510 22.4 %

訪問看護 292 4.3 %

通所介護 3,627 53.7 %

短期入所生活介護 5,670 84.0 %

認知症対応型共同生活介護 331 4.9 %

居宅介護支援 3,222 47.7 %

認知症対応型通所介護 617 9.1 %

小規模多機能型居宅介護 25 0.4 %

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 14 0.2 %

介護予防支援（地域包括支援センター） 462 6.8 %
※厚生労働省老健局高齢者支援課作成（H25.10）
※事業所の所在地住所が完全に一致する場合について、併設事業所として集計

※１つの事業所が複数のサービスを実施している場合は、それぞれについて集計

（例）A老人福祉施設が通所介護と短期入所生活介護を実施している場合、通所介護・短期入所生活介護ともに「１」として算定 15



（参考１）在宅・入所相互利用（ベッドシェアリング）の実際の取組内容

≪特別養護老人ホーム「きたざわ苑」での取組事例≫

（※きたざわ苑パンフレットより抜粋）

○ 空床利用ではなく、専用のベッドを複数人が３ヶ月を限度とする入所期間ごとにシェアする長期的な計画を立て、自宅生活を基軸
にしながら施設と自宅を行き来してもらい、地域住民に繰り返し利用できるという安心感を提供。

○ 具体的には、以下①～③を繰り返し、自立性を高めることで在宅生活の継続を支援。
① 入所前には、生活相談員、機能訓練指導員、看護師、介護職員が連携し、在宅訪問を行う等して、自宅の環境に合わせた

施設ケアプランを組み立てる。
② 入所期間中は、当該プランに基づき、歩行・排泄を中心とする自立支援ケアを実践し、在宅の介護負担を軽減。
③ 退所前には、在宅サービス事業者と家族を集めて情報共有。在宅でのケアプランは、施設ケアマネが関わって作成し、施設利

用中のケアとの継続性を確保。

取組内容

○ 長期入所の申込み者の面接の際などに、家族が在宅継続
か施設入所かで迷っている場合、一つの選択肢として提示。

○ 利用者・家族・在宅のケアマネに、長期間施設に入る訳で
はないことを明示的に説明。

利用のきっかけ ベッド数 実利用者 延べ利用者数

平成19年度 4 6 9

平成20年度 4 8 19

平成21年度 6 17 24

平成22年度 7 18 32

平成23年度 9 21 36

平成24年度 7 13 25

取組の成果
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（出典）「特別養護老人ホームにおける在宅復帰支援等の実態に関する調査研究」（平成24年度、医療経済研究機構）



（参考２）アセスメント入所の実際の取組内容

≪特別養護老人ホーム「サンビレッジ新生苑」での取組事例≫

○ 「在宅生活の中で介護に困難が生じた」「要介護状態となって自宅に退院することになった」など、比較的急激に状態が悪化・混
乱している要介護者に対して、適切なアセスメントやリハビリテーションを行って状態を改善し、在宅生活の継続を支援。平成25年
2月現在、特養139床中、２床を専用ベッドとして活用している。（これとは別に、３床でベッドシェアリングを実施）

○ 具体的には、以下①～③を必要に応じて繰り返し提供し、状態が改善した人を在宅で支える仕組み作りに努めている。
① アセスメント入所を希望する利用者ごとに、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士を含むチームを編成。
② チームで行うカンファレンスに基づき、専門的なメンバーで、適切なアセスメントやリハビリテーションを提供する。
③ 入所の長期化により、受け入れへの家族の抵抗感が増大することを防ぐため、利用期間の目安を約１ヵ月～１ヵ月半に設定。

取組内容

○ このサービスを知っているケアマネからの紹介や、入所相談の際に打診。
○ 認知症や身体疾患によって決めるのではなく、家族の在宅継続希望が強い場合に勧める。

利用のきっかけ

取組の効果

平成22年
入所前の場所

アセスメントサービス
利用期間

利用後の場所 在宅復帰

在宅 ８名 平均利用期間
63日

在宅 ７名 ７／10名
（70％）病院 ２名 入院・入所 ３名

平成23年
入所前の場所

アセスメントサービス
利用期間

利用後の場所 在宅復帰

在宅 ４名 平均利用期間
48.5日

在宅 10名 10／12名
（83％）病院 ８名 入院・入所 ２名
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（出典）「特別養護老人ホームにおける在宅復帰支援等の実態に関する調査研究」（平成24年度、医療経済研究機構）



その他

社会保障審議会
介護保険部会（第51回） 資料３

平成25年１０月30日

（１） 地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性 ・・・・・ 1

（２） 居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・ 小規模型
通所介護の地域密着型サービスへの移行のスケジュール ・・・・・ 3



業務量に応じた配置

（１） 地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性

人員体制

行政との
役割分担・連携強化

○ 高齢化の進展、それに伴う相談件数の増加等を勘案し、センターに
対する人員体制を業務量に応じて適切に配置。

○ さらに、今後、現在の業務に加え、地域ケア会議の推進、在宅医療・
介護の連携強化、認知症施策の推進を図る中で、それぞれのセン
ターの役割に応じた人員体制の強化を図ることが必要。

○ 在宅医療・介護の連携強化、地域ケア会議、認知症施策の推進等を
図る中で、地域の中で直営等基幹となるセンターや機能強化型のセン
ターを位置付けるなど、センター間の役割分担・連携を強化し、効率的
かつ効果的な運営を目指す。

○ 委託型センターに対して、市町村が提示する委託方針について、よ
り具体的な内容を提示することを推進。

○ これにより、市町村との役割分担、それぞれのセンターが担うべき業
務内容を明確化。

業務内容の見直し

センター間の
役割分担・連携強化

効果的な運営の継続 ＰＤＣＡを充実

○ センターがより充実した機能を果たしていくには、運営に対する評価
が必要。（現在、約３割の市町村が評価を実施）

○ 市町村運営協議会等による評価の取組、ＰＤＣＡの充実等、継続的
な評価・点検の取組を強化。
併せて、情報公表制度を活用し、センターの取組について周知する。

地域包括支援センターは、行政直営型、委託型にかかわらず、行政（市町村）機能の一部として

地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待されることから、現
状の課題や今後求められる役割を勘案しながら、複合的に機能強化を図ることが重要。

（ 方 向 性 ）

1



（参考）地域包括支援センターの現状と課題

設置状況

業務状況

評価の実施

業務の課題

○ 設置数は4,328か所、サブセンター・ブランチを合わせて7,072か所。
○ 日常生活圏域ごとにセンターを設置している保険者の割合は65％。
（サブセンター等も含めると75％）

○ センターの1/4は、業務量が過大と認識
○ 業務量過大の内訳は、「総合相談支援業務」21.2％、「要支援者の予防ケアマネジメント」

20.7％、「二次予防事業対象者の予防ケアマネジメント」17.7％の順

○ 市町村におけるセンターに対する評価の実施は、「評価していない68.6%」、「評価している
30.2%」

委託方針の提示
○ 委託型センターに対する市町村の委託方針の提示については、全センターで実施。
○ 委託方針の内容は、「関係者とのネットワーク構築の方針」70%、「市町村との連携方針」63%、

「地域包括ケアシステムの構築方針」61%、「介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針」
57%、など ※複数回答可

○ 困難事例の対応に要するための時間が増えている。
○ 専門職の確保が難しい。
○ 何でもセンター任せの風潮が強く、行政の協力が弱い。
○ 一般にはセンターを知らない人も多く活動に支障を感じる。

○ 委託型には、利用者や擁護者に対する措置の権限が無く、直営包括に立ち会い等を求めるた
め、スピードが求められる業務に支障。

認知度
○ 他の公的相談機関に比べ、地域包括支援センターの認知度が約3割弱と低い状況
（年金事務所、ハローワークの認知度は７割以上）

９月４日社会保障審議会介護保
険部会資料の内容を再編集

※センター実態調査の事
由記載項目より主な意見
を抜粋

2



3

27～29年度 30年度～

小規模型通所介護
地域との連携や運営の透明性
確保のため「地域密着型通所
介護」等へ移行

■28年4月までの間で施行
■運営基準の条例制定
（施行日から１年間の経過措置）

ケアマネジメント
保険者機能の強化のため居
宅介護支援事業所の指定権
限を移譲等

経過措置期間（権限移
譲等に向けた準備期間）

■30年4月施行
■運営基準の条例制定
（平成31年3月まで経過措置）

■地域密着型通所介護等
の推進

○ 居宅介護支援（ケアマネ）事業者の指定権限の市町村への移譲や小規模型通所介護の地域密着型
サービスへの移行などを検討中。

○ これらは十分な経過措置期間を設けるとともに、市町村の事務負担の軽減等のために必要な支援を
行う。

（２）居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模型通所
介護の地域密着型サービスへの移行のスケジュール

（事務負担の軽減）
・ 市町村の事務負担を少しでも軽減するため、地域密着型サービス事業所の指定の際の市町村長による

運営委員会の実施等関係者の意見反映のための措置の義務付けを緩和し、努力義務とするほか、以下
のような措置について検討。
（例） 事業所の指定事務 →書類の確認等に係る事務の委託の推進

集団指導、実地指導→事務受託法人等の活用の推進、都道府県との役割分担
運営推進会議 →実施方法等の弾力化の推進



○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなって

いるが、指定都市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲してはどうか。

※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。

※ 事業者の指導・監査については、現行制度においても保険者である市町村においても実施することが可能となっ

ている（勧告や命令といった権限は有していない）。

都道府県
指定都市
中核市

居宅介護支援事業所

＜現行＞

市町村

4

事業所の指定

指導・監査

勧告、命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止

指導・監査

＜改正案＞

都道府県 市町村

居宅介護支援事業所

事業所の指定

指導

指導・監査

勧告、命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止

支援

居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について(案）
８月２８日社会保障審議会
介護保険部会資料



○ 増加する小規模の通所介護の事業所について、①地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指
定・監督する地域密着型サービスへの移行、②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護
（大規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所への移行を検討。

5

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護の
サテライト型事業所

見直し案

大規模型大規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：750人超】

現行

通常規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人超】

小規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人以内】

都
道
府
県
が
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

(

市
町
村
が
指
定)

都
道
府
県
が
指
定

※地域密着型サービスとした場合の市町村の事務等
○事業所の指定・監督
○事業所指定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○運営推進会議への参加 等

※地域密着型サービスは、市町村の判断で公募により事業者を指定できる。

通常規模型

（注）事業所規模は現在の取扱いを記載。見直しに際してはど
の範囲を小規模型とするかは改めて検討。

認知症対応型認知症対応型
市
町
村
が

指
定※

※地域密着型サービス

大規模型／通常規模型のサテライト型事業所

小規模型通所介護の移行イメージ（案） ９月１８日社会保障審議会
介護保険部会資料



持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的

こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
法
制
上
の
措
置
と
し
て
、
同
法
第
二
条
の
基
本
的

な
考
え
方
に
の
っ
と
り
、
か
つ
、
同
法
第
二
章
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
け
る

審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
及
び
進
め
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
総

合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た

め
の
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

講
ず
べ
き
社
会
保
障
制
度
改
革
の
措
置
等

一

自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等

１

政
府
は
、
人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
活
力
あ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
健
康
寿
命
の
延
伸

に
よ
り
長
寿
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
個
人
が

そ
の
自
助
努
力
を
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み
及
び
個
人
が
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
導
入
そ

ITLQH
スタンプ



の
他
の
高
齢
者
も
若
者
も
、
健
康
で
年
齢
等
に
か
か
わ
り
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
、
持
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
等
（
２
に
お
い
て
「
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等
」
と
い
う
。
）
に
努
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

２

政
府
は
、
住
民
相
互
の
助
け
合
い
の
重
要
性
を
認
識
し
、
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等
の
推
進
を
図
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

二

少
子
化
対
策

１

政
府
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
の
下
で
、
社
会
保
障
制
度
を
持
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
を
維

持
す
る
た
め
の
少
子
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
着
実
に
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
就
労
、
結
婚
、
妊
娠

、
出
産
、
育
児
等
の
各
段
階
に
応
じ
た
支
援
を
切
れ
目
な
く
行
い
、
子
育
て
に
伴
う
喜
び
を
実
感
で
き
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上
を
図
る
観
点
並
び
に
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両

立
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
幼
児
期
の
教
育
及
び
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
総
合
的
な
提
供
、
待
機
児

童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
着
実
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）



子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（一）

保
育
緊
急
確
保
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（二）

保
育
の
量
的
拡
充
の
た
め
に
必
要
な
都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
三
の
７

ロ
に
お
い
て
同
じ
。

（三）

（一）

）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
保
育
費
用
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
第
五

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担

社
会
的
養
護
の
充
実
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児

（四）
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
等
を
す
る
子
ど
も
の
養
育
環
境
等
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
措
置

２

政
府
は
、
１
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
の
構
築
を
目
指
す
中
で
、
少
子
化
対
策
を
全

て
の
世
代
に
夢
や
希
望
を
与
え
る
日
本
社
会
の
未
来
へ
の
投
資
で
あ
る
と
認
識
し
、
幅
広
い
観
点
か
ら
こ
れ
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

３

政
府
は
、
１
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
延
長
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
関
係
）



三

医
療
制
度

１

政
府
は
、
高
齢
化
の
進
展
、
高
度
な
医
療
の
普
及
等
に
よ
る
医
療
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
医
療
保
険
制
度

等
に
原
則
と
し
て
全
て
の
国
民
が
加
入
す
る
仕
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
こ
の
三

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
改
革
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

２

政
府
は
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
つ
つ
、
個
人
の
健
康
管
理
、
疾
病
の
予
防
等
の
自
助
努
力
が
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み

の
検
討
等
を
行
い
、
個
人
の
主
体
的
な
健
康
の
維
持
増
進
へ
の
取
組
を
奨
励
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
二

項
関
係
）

３

政
府
は
、
健
康
の
維
持
増
進
、
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
等
を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
負
担
の

増
大
を
抑
制
し
つ
つ
必
要
な
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
情
報
通
信
技
術
、
診
療
報
酬
請
求
書
等
を
適
正
に
活
用
し
な
が

ら
、
地
方
公
共
団
体
、
保
険
者
、
事
業
者
等
の
多
様
な
主
体
に
よ
る
保
健
事
業
等
の
推
進
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
及
び

外
来
受
診
の
適
正
化
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
三
項
関
係
）

４

政
府
は
、
医
療
従
事
者
、
医
療
施
設
等
の
確
保
及
び
有
効
活
用
等
を
図
り
、
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制

を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
高
齢
化
の
進
展
に
対
応
し
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、



高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住
ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
体
制
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
で
必
要
な
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
診

療
報
酬
に
係
る
適
切
な
対
応
の
在
り
方
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
四
項
関
係
）

病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
並
び
に
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項

（一）
イ

病
院
等
の
管
理
者
が
、
当
該
病
院
等
が
有
す
る
病
床
の
機
能
に
関
す
る
情
報
を
、
当
該
病
院
等
の
所
在
地
の
都

道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
制
度
の
創
設

ロ

イ
に
規
定
す
る
制
度
に
よ
り
得
ら
れ
る
病
床
の
機
能
に
関
す
る
情
報
等
を
活
用
し
た
都
道
府
県
に
よ
る
地
域
の

医
療
提
供
体
制
の
構
想
の
策
定
及
び
必
要
な
病
床
の
適
切
な
区
分
の
設
定
、
都
道
府
県
の
役
割
の
強
化
そ
の
他
の

当
該
構
想
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策

ハ

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
新
た
な
財
政
支
援
の
制
度
の
創
設

病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
等
に
伴
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
保
健
医

（1）



療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
四
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
充
実

地
域
に
お
け
る
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
確
保
、
医
療
機
関
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
等
の

(2)
推
進

ニ

医
療
法
人
間
の
合
併
及
び
権
利
の
移
転
に
関
す
る
制
度
等
の
見
直
し

地
域
に
お
け
る
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
確
保
及
び
勤
務
環
境
の
改
善

（二）

医
療
従
事
者
の
業
務
の
範
囲
及
び
業
務
の
実
施
体
制
の
見
直
し

（三）
５

政
府
は
、
４
の
医
療
提
供
体
制
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら

れ
、
患
者
の
意
思
が
よ
り
尊
重
さ
れ
、
人
生
の
最
終
段
階
を
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
五
項
関
係
）

６

政
府
は
、
４
の
措
置
を
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
目
途
に
順
次
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を

平
成
二
十
六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
六
項
関
係
）

７

政
府
は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
等
を
構
築
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
七
項
関
係
）



医
療
保
険
制
度
等
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

（一）
イ

国
民
健
康
保
険
に
対
す
る
財
政
支
援
の
拡
充

ロ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
、
運
営
等
の
在
り
方
に
関
し
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
適
正
化
等
の
取
組
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
の
更
な
る
財
政
基
盤
の
強
化
を
図

り
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
上
の
構
造
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
つ

い
て
、
財
政
運
営
を
は
じ
め
と
し
て
都
道
府
県
が
担
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
賦

課
及
び
徴
収
、
保
健
事
業
の
実
施
等
に
関
す
る
市
町
村
の
役
割
が
積
極
的
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市

町
村
に
お
い
て
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策

ハ

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
所

要
の
措
置

医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
に
関
す
る
公
平
の
確
保
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

（二）
イ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
係
る
低
所
得
者
の
負
担
の
軽
減

ロ

被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
全
て
を
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬



総
額
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
こ
と
。

ハ

被
保
険
者
の
所
得
水
準
の
高
い
国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
見
直
し

ニ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
及
び
標
準
報
酬
月
額
等
の
上
限
額
の
引
上
げ

医
療
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
療
養
の
範
囲
の
適
正
化
等
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

（三）
イ

低
所
得
者
の
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
行
う
七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
者
の
一
部
負
担
金
の
取
扱
い
及
び
こ
れ

と
併
せ
た
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観
点
か
ら
の
高
額
療
養
費
の
見
直
し

ロ

医
療
提
供
施
設
相
互
間
の
機
能
の
分
担
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
の
外
来
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し
及
び
在
宅
療

養
と
の
公
平
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
の
入
院
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し

８

政
府
は
、
７
の
措
置
を
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
目
途
に
順
次
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た

め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
七
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
八
項
関
係
）

９

政
府
は
、
７
の
措
置
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
見
直
し

に
向
け
た
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
九
項
関
係
）



政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
難
病
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
助
成
に
つ

10
い
て
、
難
病
対
策
に
係
る
都
道
府
県
の
超
過
負
担
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
難
病
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患
に
係
る

新
た
な
公
平
か
つ
安
定
的
な
医
療
費
助
成
の
制
度
（
以
下
「
新
制
度
」
と
い
う
。
）
を
確
立
す
る
た
め
、
新
制
度
の
確

立
に
当
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
十
項
関
係
）

新
制
度
を
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
医
療
の
社
会
保
障
給
付
と
す
る
こ
と
。

（一）

新
制
度
の
対
象
と
な
る
疾
患
の
拡
大

（二）

新
制
度
の
対
象
と
な
る
患
者
の
認
定
基
準
の
見
直
し

（三）

新
制
度
の
自
己
負
担
の
新
制
度
以
外
の
医
療
費
に
係
る
患
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
制
度
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た

（四）
見
直
し

政
府
は
、

の
措
置
を
平
成
二
十
六
年
度
を
目
途
に
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十

11

10

六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
十
一
項
関
係
）

四

介
護
保
険
制
度



１

政
府
は
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
つ
つ
、
介
護
予
防
等
の
自
助
努
力
が
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み
の
検
討
等
を
行
い
、
個

人
の
主
体
的
な
介
護
予
防
等
へ
の
取
組
を
奨
励
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

政
府
は
、
低
所
得
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
介
護
保
険
の
保
険
料
に
係
る
負
担
の
増
大
の
抑
制
を
図
る
と
と
も
に

、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
の
適
正
化
等
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
及
び
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
通
じ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
及
び
介
護
報
酬
に
係
る
適
切
な
対
応
の
在
り
方
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
地
域
支
援
事
業
の
見
直
し
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（一）
イ

在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の
提
供
に
必
要
な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
の
強
化

ロ

多
様
な
主
体
に
よ
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
高
齢
者
の
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
及
び
高
齢
者
の
社
会
的
活

動
へ
の
参
加
の
推
進
等
に
よ
る
介
護
予
防
に
関
す
る
基
盤
整
備

ハ

認
知
症
で
あ
る
者
に
係
る
支
援
が
早
期
か
ら
適
切
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
確
保
そ
の
他
の
認
知
症
で
あ
る
者
に

係
る
必
要
な
施
策



に
掲
げ
る
事
項
と
併
せ
た
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
要
支
援
者
へ
の
支
援
の
見
直
し

（二）

（一）一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
者
の
介
護
保
険
の
保
険
給
付
に
係
る
利
用
者
負
担
の
見
直
し

（三）

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
要
件
に
つ
い
て
資
産
を
勘
案
す
る
等
の
見
直
し

（四）

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
対
象
の
見
直
し

（五）

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
係
る
低
所
得
者
の
負
担
の
軽
減

（六）
３

政
府
は
、
２
の
措
置
を
平
成
二
十
七
年
度
を
目
途
に
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十

六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
三
項
関
係
）

４

政
府
は
、
三
の
７

ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
措
置
の
検
討
状
況
等
を
踏
ま
え
、
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
介

（二）

護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
の
額
を
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
応
じ
た
負
担
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
四

項
関
係
）

五

公
的
年
金
制
度

１

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
着
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
一
項
関
係
）



年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

（一）

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（二）
に
基
づ
く
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
二
分
の
一
へ
の
恒
久
的
な
引
上
げ
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の

短
縮
及
び
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
対
象
の
拡
大

及
び

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

及
び

に
規
定
す
る
法
律
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

（三）

（一）

（二）

（一）

（二）

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
基
づ
く
措
置

２

政
府
は
、
公
的
年
金
制
度
を
長
期
的
に
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
取
組
を
更
に
進
め
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対

応
し
た
保
障
機
能
を
強
化
し
、
並
び
に
世
代
間
及
び
世
代
内
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
及
び

こ
れ
に
関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

国
民
年
金
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
の
調
整
率
に
基
づ
く
年
金
の
額
の
改
定
の
仕
組
み
の
在
り
方

（一）

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
の
拡
大

（二）



高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
多
様
性
に
応
じ
、
一
人
一
人
の
状
況
を
踏
ま
え
た
年
金
受
給
の
在
り
方

（三）

高
所
得
者
の
年
金
給
付
の
在
り
方
及
び
公
的
年
金
等
控
除
を
含
め
た
年
金
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し

（四）

第
三

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議

一

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部

１

設
置

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
内
閣
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革

推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

２

所
掌
事
務

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

第
二
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
円
滑
な
実
施
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

（一）

第
二
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
実
施
状
況
の
総
合
的
な
検
証
を
行
う
こ
と
。

（二）

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、

の
検

（三）

（二）

証
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え



方
等
に
基
づ
き
、
当
該
改
革
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
社
会
保

（四）
障
制
度
改
革
推
進
会
議
が
二
の
２
に
よ
る
意
見
を
述
べ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ
き
、
当
該
改
革
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び

に
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。

３

組
織
等

本
部
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
長
（
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

副
本
部
長
（
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
員
（
内
閣
官
房
長
官
、
総
務
大
臣

、
財
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
（
こ
の
う
ち
副
本
部
長
に
充
て
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
の

指
定
す
る
国
務
大
臣
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）

４

設
置
期
限

本
部
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
置
か
れ
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
関
係
）



二

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議

１

設
置

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
内
閣
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革

推
進
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

２

所
掌
事
務

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
関
係
）

中
長
期
的
に
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て

（一）
、
第
二
の
措
置
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等

に
基
づ
き
、
平
成
三
十
七
年
を
展
望
し
つ
つ
、
総
合
的
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に

意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た

（二）
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ
き
、
調
査
審
議
し
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。



３

組
織
等

会
議
は
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
し
、
委
員
は
、
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大

臣
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）

４

設
置
期
限

会
議
は
、
一
の
４
の
政
令
で
定
め
る
日
以
前
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四

条
関
係
）

第
四

雑
則

一

財
源
の
確
保

第
二
の
措
置
の
う
ち
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
年
金
、
医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る

た
め
の
施
策
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
及
び
財
政
の
健
全
化
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と

を
目
指
す
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
地



方
消
費
税
の
収
入
の
活
用
並
び
に
第
二
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
社
会
保
障
の
給
付
の
重
点
化
及
び
制
度
の
運
営
の

効
率
化
に
よ
り
必
要
な
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
関
係
）

二

地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
に
係
る
協
議

政
府
は
、
第
二
の
三
の
４

イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び

並
び
に
三
の
７

ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
措
置
そ
の
他
第
二
の

（一）

（二）

（一）

措
置
の
う
ち
地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
的
連
合
組
織
の

代
表
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
十
分
に
協
議
を
行
い
、
当
該
措
置
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
部
に
係
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
会
議
に
係
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
法
律
の
改
正



関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）



一
頁

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

講
ず
べ
き
社
会
保
障
制
度
改
革
の
措
置
等
（
第
二
条

第
六
条
）

｜

第
三
章

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議

第
一
節

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
（
第
七
条

第
十
七
条
）

｜

第
二
節

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議
（
第
十
八
条

第
二
十
七
条
）

｜

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
法
制

上
の
措
置
と
し
て
、
同
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
に
の
っ
と
り
、
か
つ
、
同
法
第
二
章
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き



二
頁

、
同
法
第
九
条
に
規
定
す
る
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
け
る
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
同
法
第
一
条
に
規
定
す

る
社
会
保
障
制
度
改
革
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
社
会
保
障
制
度
改
革
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

、
そ
の
全
体
像
及
び
進
め
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

会
議
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
受
益
と
負
担
の

均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

講
ず
べ
き
社
会
保
障
制
度
改
革
の
措
置
等

（
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等
）

第
二
条

政
府
は
、
人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
活
力
あ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
健
康
寿
命
の
延
伸

に
よ
り
長
寿
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
個
人
が
そ
の

自
助
努
力
を
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み
及
び
個
人
が
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
の
高

齢
者
も
若
者
も
、
健
康
で
年
齢
等
に
か
か
わ
り
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
、
持
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
整
備
等
（
次
項
に
お
い
て
「
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等
」
と
い
う
。
）
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
住
民
相
互
の
助
け
合
い
の
重
要
性
を
認
識
し
、
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
等
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す



三
頁

る
。

（
少
子
化
対
策
）

第
三
条

政
府
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
の
下
で
、
社
会
保
障
制
度
を
持
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
を
維

持
す
る
た
め
の
少
子
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
着
実
に
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
就
労
、
結
婚
、
妊
娠
、
出

産
、
育
児
等
の
各
段
階
に
応
じ
た
支
援
を
切
れ
目
な
く
行
い
、
子
育
て
に
伴
う
喜
び
を
実
感
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め

、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上
を
図
る
観
点
並
び
に
職
業

生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
幼
児
期
の
教
育
及
び
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
総
合

的
な
提
供
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
に
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
に
記
載
さ
れ

た
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
措
置
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
着
実
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
及
び
同
法
第
五
十
九
条
に
規
定

す
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置



四
頁

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急
確
保
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置

三

保
育
の
量
的
拡
充
の
た
め
に
必
要
な
都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
保
育
費
用
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担

四

社
会
的
養
護
の
充
実
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
児
童
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
同
法
第
三
十
八
条
に

規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
、
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
等
を
す
る
子
ど
も
の
養
育

環
境
等
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
措
置

２

政
府
は
、
前
項
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
の
構
築
を
目
指
す
中
で
、
少
子
化
対
策
を
全
て

の
世
代
に
夢
や
希
望
を
与
え
る
日
本
社
会
の
未
来
へ
の
投
資
で
あ
る
と
認
識
し
、
幅
広
い
観
点
か
ら
こ
れ
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

３

政
府
は
、
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
七
年
度
以
降
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
延
長
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
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要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
制
度
）

第
四
条

政
府
は
、
高
齢
化
の
進
展
、
高
度
な
医
療
の
普
及
等
に
よ
る
医
療
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
医
療
保
険
各
法

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
を
い
う
。
第
七
項
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
医
療
保
険
制
度
及
び

高
齢
者
医
療
確
保
法
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
同
項
に
お
い
て
「
医
療
保
険
制
度
等
」
と
い
う
。
）
に
原
則
と
し
て

全
て
の
国
民
が
加
入
す
る
仕
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
必
要
な
改
革
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
つ
つ
、
個
人
の
健
康
管
理
、
疾
病
の
予
防
等
の
自
助
努
力
が
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み
の
検

討
等
を
行
い
、
個
人
の
主
体
的
な
健
康
の
維
持
増
進
へ
の
取
組
を
奨
励
す
る
も
の
と
す
る
。

３

政
府
は
、
健
康
の
維
持
増
進
、
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
等
を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
負
担
の
増
大

を
抑
制
し
つ
つ
必
要
な
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
情
報
通
信
技
術
、
診
療
報
酬
請
求
書
等
を
適
正
に
活
用
し
な
が
ら
、
地
方

公
共
団
体
、
保
険
者
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
、
事
業
者
等
の
多
様
な
主
体
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に
よ
る
保
健
事
業
等
の
推
進
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
及
び
外
来
受
診
の
適
正
化
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

４

政
府
は
、
医
療
従
事
者
、
医
療
施
設
等
の
確
保
及
び
有
効
活
用
等
を
図
り
、
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構

築
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
高
齢
化
の
進
展
に
対
応
し
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
高
齢
者
が

、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療

、
介
護
、
介
護
予
防
（
要
介
護
状
態
若
し
く
は
要
支
援
状
態
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
若
し
く
は
要
支
援
状
態

の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
住
ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的

に
確
保
さ
れ
る
体
制
を
い
う
。
次
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
で
必
要
な
医

療
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
診
療
報
酬
に
係
る
適
切
な
対
応
の
在
り
方
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
並
び
に
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
が
、
当
該
病
院
等
が
有
す
る
病
床

の
機
能
に
関
す
る
情
報
を
、
当
該
病
院
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
制
度
の
創
設
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ロ

イ
に
規
定
す
る
制
度
に
よ
り
得
ら
れ
る
病
床
の
機
能
に
関
す
る
情
報
等
を
活
用
し
た
都
道
府
県
に
よ
る
地
域
の
医
療

提
供
体
制
の
構
想
の
策
定
及
び
必
要
な
病
床
の
適
切
な
区
分
の
設
定
、
都
道
府
県
の
役
割
の
強
化
そ
の
他
の
当
該
構
想

を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策

ハ

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
新
た
な
財
政
支
援
の
制
度
の
創
設

病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
等
に
伴
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
保
健
医
療
サ

(１)

ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
充
実

地
域
に
お
け
る
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
確
保
、
医
療
機
関
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
等
の
推
進

(２)
ニ

医
療
法
人
間
の
合
併
及
び
権
利
の
移
転
に
関
す
る
制
度
等
の
見
直
し

二

地
域
に
お
け
る
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
確
保
及
び
勤
務
環
境
の
改
善

三

医
療
従
事
者
の
業
務
の
範
囲
及
び
業
務
の
実
施
体
制
の
見
直
し

５

政
府
は
、
前
項
の
医
療
提
供
体
制
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ

、
患
者
の
意
思
が
よ
り
尊
重
さ
れ
、
人
生
の
最
終
段
階
を
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。
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６

政
府
は
、
第
四
項
の
措
置
を
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
目
途
に
順
次
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を

平
成
二
十
六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

７

政
府
は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
等
を
構
築
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
保
険
制
度
等
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

国
民
健
康
保
険
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ

れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
財
政
支
援
の
拡
充

ロ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
、
運
営
等
の
在
り
方
に
関
し
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

適
正
化
等
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
の
更
な
る
財
政

基
盤
の
強
化
を
図
り
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
上
の
構
造
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
国
民
健
康
保
険

の
運
営
に
つ
い
て
、
財
政
運
営
を
は
じ
め
と
し
て
都
道
府
県
が
担
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険

料
の
賦
課
及
び
徴
収
、
保
健
事
業
の
実
施
等
に
関
す
る
市
町
村
の
役
割
が
積
極
的
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
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市
町
村
に
お
い
て
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策

ハ

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
所
要
の

措
置

二

医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
に
関
す
る
公
平
の
確
保
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
係
る
低
所
得
者
の
負
担
の
軽
減

ロ

被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
健
康
保
険

法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
全
て
を
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
（
国
民
健
康
保

険
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
総
額
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
た
負
担

と
す
る
こ
と
。

ハ

被
保
険
者
の
所
得
水
準
の
高
い
国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
見
直
し

ニ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
及
び
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康
保
険
法
を
除
く
。
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）
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給
料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
）
の
上
限
額
の
引

上
げ

三

医
療
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
療
養
の
範
囲
の
適
正
化
等
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

低
所
得
者
の
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
行
う
七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
者
の
一
部
負
担
金
の
取
扱
い
及
び
こ
れ
と
併

せ
た
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観
点
か
ら
の
高
額
療
養
費
の
見
直
し

ロ

医
療
提
供
施
設
相
互
間
の
機
能
の
分
担
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
の
外
来
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し
及
び
在
宅
療
養
と

の
公
平
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
の
入
院
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し

８

政
府
は
、
前
項
の
措
置
を
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
目
途
に
順
次
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め

に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
七
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

９

政
府
は
、
第
七
項
の
措
置
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
見
直
し

に
向
け
た
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
難
病
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患
（
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の

10
五
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
の
対
象
と
な
る
疾
患
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
医
療
費
助
成
に
つ
い
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て
、
難
病
対
策
に
係
る
都
道
府
県
の
超
過
負
担
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
難
病
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患
に
係
る
新
た
な

公
平
か
つ
安
定
的
な
医
療
費
助
成
の
制
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
制
度
」
と
い
う
。
）
を
確
立
す
る
た
め
、
新
制
度

の
確
立
に
当
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

新
制
度
を
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
医
療
の
社
会
保
障
給
付
と
す
る
こ
と
。

二

新
制
度
の
対
象
と
な
る
疾
患
の
拡
大

三

新
制
度
の
対
象
と
な
る
患
者
の
認
定
基
準
の
見
直
し

四

新
制
度
の
自
己
負
担
の
新
制
度
以
外
の
医
療
費
に
係
る
患
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
制
度
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
見
直

し政
府
は
、
前
項
の
措
置
を
平
成
二
十
六
年
度
を
目
途
に
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
六

11
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

（
介
護
保
険
制
度
）

第
五
条

政
府
は
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
つ
つ
、
介
護
予
防
等
の
自
助
努
力
が
喚
起
さ
れ
る
仕
組
み
の
検
討
等
を
行
い
、
個



一
二
頁

人
の
主
体
的
な
介
護
予
防
等
へ
の
取
組
を
奨
励
す
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
低
所
得
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
介
護
保
険
の
保
険
料
に
係
る
負
担
の
増
大
の
抑
制
を
図
る
と
と
も
に
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
の
適
正
化
等
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
及
び
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
通
じ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
介

護
報
酬
に
係
る
適
切
な
対
応
の
在
り
方
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五

に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
の
見
直
し
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の
提
供
に
必
要
な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
の
強
化

ロ

多
様
な
主
体
に
よ
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
高
齢
者
の
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
及
び
高
齢
者
の
社
会
的
活
動
へ

の
参
加
の
推
進
等
に
よ
る
介
護
予
防
に
関
す
る
基
盤
整
備

ハ

認
知
症
で
あ
る
者
に
係
る
支
援
が
早
期
か
ら
適
切
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
確
保
そ
の
他
の
認
知
症
で
あ
る
者
に
係
る

必
要
な
施
策



一
三
頁

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
と
併
せ
た
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
保
険
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
支
援
者
へ
の
支
援

の
見
直
し

三

一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
者
の
介
護
保
険
の
保
険
給
付
に
係
る
利
用
者
負
担
の
見
直
し

四

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
要
件
に
つ
い
て
資
産
を
勘
案

す
る
等
の
見
直
し

五

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
対
象
の
見
直
し

六

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
係
る
低
所
得
者
の
負
担
の
軽
減

３

政
府
は
、
前
項
の
措
置
を
平
成
二
十
七
年
度
を
目
途
に
講
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
六

年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
前
条
第
七
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
項
の
措
置
の
検
討
状
況
等
を
踏
ま
え
、
被
用
者
保
険
等
保
険

者
に
係
る
介
護
保
険
法
第
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
支
援
納
付
金
の
額
を
当
該
被
用
者

保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措



一
四
頁

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
公
的
年
金
制
度
）

第
六
条

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
着
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
基
づ
く
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
の
支
給

二

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
基
づ
く
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
二
分
の
一
へ
の
恒
久
的
な
引
上
げ
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
短
縮
及
び
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
対
象
の
拡
大

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
二
号
に
規
定
す
る
法
律
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
に
基
づ
く
措
置

２

政
府
は
、
公
的
年
金
制
度
を
長
期
的
に
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
取
組
を
更
に
進
め
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し

た
保
障
機
能
を
強
化
し
、
並
び
に
世
代
間
及
び
世
代
内
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
及
び
こ
れ
に
関



一
五
頁

連
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

の
調
整
率
に
基
づ
く
年
金
の
額
の
改
定
の
仕
組
み
の
在
り
方

二

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
の
拡
大

三

高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
多
様
性
に
応
じ
、
一
人
一
人
の
状
況
を
踏
ま
え
た
年
金
受
給
の
在
り
方

四

高
所
得
者
の
年
金
給
付
の
在
り
方
及
び
公
的
年
金
等
控
除
を
含
め
た
年
金
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し

第
三
章

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議

第
一
節

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部

（
設
置
）

第
七
条

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
内
閣
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革

推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）



一
六
頁

第
八
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

前
章
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
円
滑
な
実
施
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

二

前
章
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
実
施
状
況
の
総
合
的
な
検
証
を
行
う
こ
と
。

三

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
前
号
の
検
証
の

結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ

き
、
当
該
改
革
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。

四

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
制
度

改
革
推
進
会
議
が
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
会
保

障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ
き
、
当
該
改
革
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整

を
行
う
こ
と
。

（
組
織
）

第
九
条

本
部
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
長
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
副
本
部
長
及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。



一
七
頁

（
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
長
）

第
十
条

本
部
の
長
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ

て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
副
本
部
長
）

第
十
一
条

本
部
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）

を
置
き
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
員
）

第
十
二
条

本
部
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
員
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
副
本
部
長
に
充
て
ら
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

内
閣
官
房
長
官



一
八
頁

二

総
務
大
臣

三

財
務
大
臣

四

厚
生
労
働
大
臣

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る

者
（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
）

第
十
三
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体

、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

を
い
う
。
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法

律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）

第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
の
代
表
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明

そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
九
頁

２

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対

し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
）

第
十
四
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。

（
設
置
期
限
）

第
十
五
条

本
部
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
置
か
れ
る

も
の
と
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
六
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理

大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
二
節

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議



二
〇
頁

（
設
置
）

第
十
八
条

受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
内
閣
に
、
社
会
保
障
制
度
改

革
推
進
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
十
九
条

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

中
長
期
的
に
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
前

章
の
措
置
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ
き

、
平
成
三
十
七
年
を
展
望
し
つ
つ
、
総
合
的
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

二

内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の

改
革
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
第
二
条
の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
基
づ
き
、
調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
に

基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

（
組
織
）



二
一
頁

第
二
十
条

会
議
は
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
委
員
）

第
二
十
一
条

委
員
は
、
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
議
長
）

第
二
十
二
条

会
議
に
、
議
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
事
務
）

第
二
十
三
条

会
議
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。

（
設
置
期
限
）

第
二
十
四
条

会
議
は
、
第
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
日
以
前
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）



二
二
頁

第
二
十
五
条

会
議
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

（
本
部
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
六
条

第
十
三
条
の
規
定
は
、
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
四
章

雑
則

（
財
源
の
確
保
）

第
二
十
八
条

第
二
章
の
措
置
の
う
ち
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
年
金
、
医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に

対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
及
び
財
政
の
健
全
化
を
同
時
に
達
成
す

る
こ
と
を
目
指
す
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
社
会

保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
地
方
消
費
税
の
収
入
の
活
用
並
び
に
同
章
の
措



二
三
頁

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
社
会
保
障
の
給
付
の
重
点
化
及
び
制
度
の
運
営
の
効
率
化
に
よ
り
必
要
な
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
に
係
る
協
議
）

第
二
十
九
条

政
府
は
、
第
四
条
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
項
の
措
置
、
同
条
第

七
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
項
の
措
置
そ
の
他
第
二
章
の
措
置
の
う
ち
地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
る
も
の
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
的
連
合
組
織
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
的
連
合
組
織
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
代
表

者
そ
の
他
の
関
係
者
と
十
分
に
協
議
を
行
い
、
当
該
措
置
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。



二
四
頁

一

第
三
章
第
一
節
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二

第
三
章
第
二
節
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
百
五
十
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
九
条
の
四

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
七
項
第
二
号
ニ
中
「
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給
料
の
額
及
び
標
準
給
与
」
を
「
及
び
標
準
報
酬
」
に
改
め
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法



二
五
頁

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号

）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

第
四
条
第
七
項
第
一
号
ロ
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「
（
特
別
区
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。



二
六
頁

理

由

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
け
る
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
及
び
進

め
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
推
進
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推

進
す
る
と
と
も
に
、
受
益
と
負
担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
を
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



社会保障・税一体改革による

社会保障の充実・安定化について（案）

※ 平成25年9月10日の社会保障・税一体改革関係６大臣打ち合わせを踏まえ、

関係府省でとりまとめたもの。

社会保障審議会
介護保険部会（第51回） 参考資料２

平成25年10月30日



0.7兆円程度

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

0.6兆円程度

所要額（公費※）合計 ＝ ２．８兆円程度

○子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの量的拡充と質の向上）

○現行制度の改善

子
ど
も
・
子
育
て

医

療

・

介

護

年

金

○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期
（リハビリ）、退院までの流れをスムーズにしていくことで、
早期の在宅・社会復帰を可能にする。

・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師、看護師等の医療従事者を確保する。

（新たな財政支援制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方
の検討・必要な措置）

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・
医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括
ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ）医療と介護の連携、ⅱ）生活支援・介護予防の基盤整備
ⅲ）認知症施策、ⅳ）地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し
ⅴ）マンパワーの確保等

など

○難病、小児慢性特定疾患に係る
公平かつ安定的な制度の確立

・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充（国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む）

・協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

④介護給付の重点化・効率化
・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

※ 消費税財源（平年度ベース）

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

・社会的養護の充実 など

＊2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。
（注）上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、

公費に影響のあるものについて整理したものである。

社会保障・税一体改革による社会保障の充実
※ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担
割合の1/2への恒久的引上げ等＊による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。
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37.8兆円

消費税引上げに伴う増
0.8兆円

年金国庫負担1/2等
3.2兆円

社会保障の充実
2.8兆円

7.3兆円
後代への負担の
つけ回しの軽減

社会保障４経費
（国・地方）
37.8兆円

社会保障４経費
（国・地方）
44.5兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

＜改革を織り込んでいない姿＞ ＜改革を織り込んだ姿＞

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

14.

0
兆
円

消
費
税
率
５
％
引
上
げ
分

社会保障の安定財源確保

差額
19.3兆円

充実
１％

安定
４％

37.8兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

差額
26.6兆円

（注１）社会保障制度改革推進法では、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に
係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるもの」とされている（社会保障制度改革推進法第２条第１項４号）。

（注２）計数は、２０１７年度時点の見込み。
（注３）上図の社会保障４経費のほか、「社会保障４経費に則った範囲」の地方単独事業がある。
（注４）引上げ分の地方消費税については、地方税法において、社会保障施策に要する経費に充てるとされている。また、引上げ分の地方消費税と消費税に係る交付税

法定率分の総額を、地方単独事業を含む地方の社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされている。

○ 今般の社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収（国・地方、現行の地方消費税収を
除く）は、全て社会保障財源化される。

○ 消費税率引上げによる増収分は、消費税率が税制抜本改革法に則り５％引き上げられた場合には、「社会保障の安定
化」に４％程度、「社会保障の充実」に１％程度向けられることになる。

全
て
社
会
保
障
財
源
化

3



＜参考資料＞
（厚生労働省・内閣府）



：

※ 消費税については、国の会計年度と、消費税を納税する者の事業年度が必ずしも一致しないこと等により、段階的な増収となる。財務省・総務省による一定
の仮定に基づく機械的試算によれば、26年度の増収額は消費税率換算で1.9％程度と見込まれ、これに内閣府試算に基づく１％当たりの消費税収を乗じれば、
5.1兆円程度となる。

○年⾦国庫負担割合２分の１
（平成24年度・25年度の基礎年⾦国庫負担割合

２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実
・子ども・子育て支援の充実
・医療・介護の充実
・年⾦制度の改善

○消費税引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬などの物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う増（自然増）を含む安定財源が

確保できていない既存の社会保障費

平成26年度の社会保障の充実・安定化について

2.95兆円程度

○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。

○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成26年度の増収額
5.1兆円程度(※)については、
①まず基礎年⾦国庫負担割合２分の１に2.95兆円程度を向け、
②残額を満年度時の
・「社会保障の充実」及び「消費税引上げに伴う社会保障４経費の増」と
・「後代への負担のつけ回しの軽減」
の⽐率（概ね１：２）で按分した額をそれぞれに向ける。

0.5兆円程度

0.2兆円程度

1.45兆円程度

＜26年度消費税増収分の内訳＞
後代への負担のつけ回しの軽減

消費税引上げに伴う社会保障4経費の増

社会保障の充実

年金国庫負担割合1/2

（参考）算定方法のイメージ

26年度 満年度
（消費税率５％引上げ時）

2.95兆円

0.5兆円

0.2兆円

1.45兆円

7.3兆円

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

：

概ね

②

①
②

①
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平成２６年度における社会保障の充実に係る事項要求の考え方について（案）
（厚生労働省・内閣府）

子ども・子育て支援

○「待機児童解消加速化プラン」の推進
・29年度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保することとし、新制度の施行を
待たずに、25・26年度で約20万人分を確保する。

○新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業（子ども・子育て支援法附則）
○社会的養護の充実

～０．３兆円程度～

医療
・介護

①医療・介護サービスの
提供体制改革

＜病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等＞
○病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期（リハビリ）、退院までの流れを
スムーズにしていくことで、早期の在宅・社会復帰を可能にする。

○在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。
○医師、看護師等の医療従事者を確保する。 ～０．１兆円程度～

＜地域包括ケアシステムの構築＞
介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・医療・予防・生活支援・
住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するための取組を行う。

②医療保険制度の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充
※保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の拡充についても

今後実施する予定（1,700億円程度）
620億円程度

低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し（２７年１月実施） 50億円程度

③難病・小児慢性特定疾患に
係る公平かつ安定的な制度
の確立

難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定
疾患に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立する。（２７年１月実施）

～300億円程度～

年 金 遺族年金の父子家庭への拡大 10億円程度

合 計 ０．５兆円程度

○ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、平成26年度の増収額（5.1兆円程度（※２））
については、基礎年金国庫負担割合の1/2への恒久的引上げ等（2.95兆円程度）による社会保障の安定化のほか、0.5兆円
程度を「社会保障の充実」に充てる。

○ 以下の内容は、現時点の厚生労働省・内閣府の考え方を示すものであり、今後の予算編成過程で引き続き検討・調整を行う。

※１ このほか、消費税引上げに伴う社会保障支出の増についても、予算編成過程で検討。
※２ 上記の数字は公費（国及び地方の合計額）であり、国及び地方の内訳についても予算編成過程で検討するが、現行制度における国と地方の負担割合は、

全体として、子ども・子育て分野では概ね１：１、医療保険分野では概ね２：１、介護分野では概ね１：１となっている。 3



子ども・子育て支援の充実

○子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、待機児童の多い市町村等が取り組む保育その他の子ども・子育て支援に

関する事業を支援 (子ども・子育て支援法附則第10条)

Ⅱ．保育緊急確保事業

○子ども・子育て支援新制度の施行(27年度予定)を待たずに、「緊急集中取組期間」(25・26年度)で約20万人分、潜在ニーズを

含め、保育ニーズのピークを迎える29年度末までに合わせて約40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指す。

○消費税財源を活用して以下を実施し、意欲ある地方自治体を強力に支援。（☆はⅡ．保育緊急確保事業として実施）

緊急集中取組期間

25年度 27年度 29年度 31年度

新制度スタート

２年間前倒し緊急プロジェクト

保育ニーズのピーク

新制度等による取組

取組加速期間

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（27～31年度）

４０万人２０万人

待機児童解消を目指す

新制度の下で市町村が実施する、地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援。

２ 新制度に基づく事業の先行的な支援

１「待機児童解消加速化プラン」の推進

消費税財源確保

○ 児童養護施設等の受入児童数の拡大（虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもの増加への対応）

○ 児童養護施設等での家庭的な養育環境（小規模グループケア、グループホーム）の推進

Ⅰ．「待機児童解消加速化プラン」の推進

Ⅲ．社会的養護の充実

■地域子育て支援拠点事業 ■一時預かり事業 ■ファミリー・サポート・センター事業

■放課後児童クラブの充実（開所時間の延長の促進（小１の壁の解消）） 等

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等は、別途、確実に確保。

■小規模保育、家庭的保育、幼稚園の長時間預かり保育や、認可を目指す認可外保育施設への支援 ☆

■保育の量拡大に対応した保育所運営費の確保 ■保育士確保対策（処遇改善）☆ ■利用者支援 ☆ 等

（上記 Ⅰ）

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等についても、別途適切に確保
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医療・介護の提供体制の見直し
○ 医療・介護サービスについては、２０２５（平成３７）年に向け、住み慣れたまちで、安心して、その人に応じた
適切なサービスを受けられる社会を目指し、効率的で質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括
ケアシステム（医療、介護、住まい、予防、生活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制）を構
築することが必要。

○ このため、２６年通常国会に必要な法律案を提出するとともに、 ２９年度までを目途に順次必要な措置を
講じていく。併せて、２６年度予算編成過程において、新たな財政支援制度や、病床の機能分化・連携や在宅
医療等を推進するための診療報酬改定等について、消費税の増収分を活用した対応の在り方を検討。

【高度急性期病院】

高度な治療と
手厚い看護

・在宅復帰に向けた医療
・集中的なリハビリ

・退院調整スタッフが身近な

・スムーズに転院

・退院調整スタッフが身近な
病院を紹介
・スムーズに転院

救急搬送

転院

入院
医療

介護

すぐに、円滑
に救急搬送

身近にいる

康管理を相談

身近にいる

かかりつけ医に、
幅広い病気や健
康管理を相談

【かかりつけ医】 在宅医療・
外来受診

【回復期病院】【急性期病院】

【老人保健施設】

自立 要介護（軽度） 要介護（中重度）

集中的なリハビ
リを受けて、
早期の在宅復帰

、２４時間対応の訪問介護・看護、
小規模多機能型居宅介護等に
より、重度になっても在宅での
生活を支援

デイサービスや

訪問介護サービス等に
より、在宅生活を支援

【住まい】ボランティア・ＮＰＯ等の多様な主体による見守
り・配食・買い物支援等の生活支援サービス

社会参加が推進さ

活動が充実

社会参加が推進さ
れ地域での
介護予防

活動が充実

【生活支援】

要支援

多様な

生活支援や
介護予防

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど高
齢者が安心して暮らせる多様な住まい

⽼⼈クラブ・⾃治会・
ボランティア・ＮＰＯ 等

【介護予防】

【特別養護老人ホーム等】

【在宅介護サービス】【在宅介護サービス】

発症

【在宅医療】

早く在宅復帰

・訪問診療、訪問看護

・症状が悪化した場合
は病院で受け入れ

【自宅】

身近にいる

康管理を相談

身近にいる

かかりつけ医に、
幅広い病気や健
康管理を相談

【かかりつけ医】

在宅医療・
外来受診

改
革
後
の
姿
（
利
用
者
の
立
場
か
ら
）
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保険料額

７割
軽減

５割 ２割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

収入

国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者の保険料軽減措置の拡充

○ 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の軽減判定所得の基準を見直し、保険料の軽減対象を拡大する。

７割
軽減

５割 ２割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

対象者を拡大

98万円 147万円 223万円 ※ 給与収入、三人世帯の場合 266万円178万円

《具体的な内容（案）》
① ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。

（現行） 基準額 33万円＋35万円×被保険者数 （給与収入 約223万円、3人世帯）
（改正後） 基準額 33万円＋45万円×被保険者数 （給与収入 約266万円、3人世帯）

② ５割軽減の拡大 … 現在、二人世帯以上が対象であるが、単身世帯についても対象とするとともに、軽減対象となる所得基準額を
引き上げる。
（現行） 基準額 33万円＋24.5万円 × （被保険者数－世帯主） （給与収入 約147万円、3人世帯）
（改正後） 基準額 33万円＋24.5万円 × 被保険者数 （給与収入 約178万円、3人世帯）

（注） 後期高齢者医療制度においても同様の見直しを予定（さらに保険料が軽減される者 １００万人）。

保険料額

収入

＜国民健康保険制度の場合＞※さらに保険料が軽減される者 ４００万人

(参考)

国保制度では、このほか、保険料の軽減対象者数に応じた

保険者への財政支援の拡充についても今後実施する予定。

現行 改正後

6



70～74歳の患者負担特例措置の見直し

※ 現役並み所得者
国保世帯：課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯、被用者保険：標準報酬月額28万円以上の70歳以上の被保険者及びその被扶養者
(ただし、世帯の70歳以上の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合は除く)

７０歳

【１割】

【３割】

７５歳

【１割】

【２割】

【２割→１割】
（予算措置

で凍結）

【３割】

【１割】

【２割】

【３割】

70歳に到達す
る者から段階
的に２割負担

＜現状＞

【２割(法定)
→１割】

（予算措置
で凍結中）

法定の形

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

＜見直し案＞

１年目

（約600万人）

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

２年目 ３年目 ４年目 ５年目
一般・低所得者

現役並み
所得者※

○ 70～74歳の者の患者負担は、現在、２割負担と法定されている中で、平成20年度から毎年度、約２千億円の予算措置により１割負担に凍結している。

○高齢者医療制度改革会議 最終とりまとめ（平成22年12月20日） －抄－
「新たな制度の施行日以後、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする」 ⇒ 個人で見た場合、負担が増える人が出ないような方法

○社会保障制度改革国民会議 報告書（平成25年8月6日） －抄－
暫定的に1 割負担となっている70～74 歳の医療費の自己負担については（略）、世代間の公平を図る観点から止めるべきであり、政府において

は、その方向で、本年6 月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」のとおり「早期に結論を得る」べきである。その際は、低所得者の負
担に配慮しつつ、既に特例措置の対象となっている高齢者の自己負担割合は変わることがないよう、新たに70 歳になった者から段階的に進めること
が適当である。

○社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子（平成25年8月21日閣議決定） －抄－
（６）持続可能な医療保険制度を構築するため、次に掲げる事項等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

③ 保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等について次に掲げる措置
イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う、70歳から74歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併せて検討する負担能力に応じた負担との観点からの高額療養費の見直し
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２．見直しの内容（例）

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の
歯止めを設ける仕組み。今般、負担能力に応じた負担とする観点から、高額療養費の所得区分を細分化して、自
己負担限度額をきめ細かく設定するもの。

１．見直しの趣旨
※ 現時点のたたき台の案であり、今後の議論によって変更がありうる。

高額療養費制度の見直し

３．実施時期：平成27年１月（予定）

＜７０歳未満＞

所得区分 所得区分 所得区分 所得区分

年収約1510万円以

上（標報121万円）

1160～1510
（83～115万）

970～1160
（65～79万円）

770～970
（53～62万円）

570～770
（41～50万円）

570～770
（41～50万円）

370～570
（28～38万円）

370～570
（28～38万円）

310～370
（24～26万）

～310
（22万円以下）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

＜70～74歳（3割・2割負担の者）＞
所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額

570以上
（標報41万以上） 68100

122400＋1%
＜68100＞

570以上
（標報41万以上）

68100
122400＋1%
＜68100＞

370～570
（28～38万） 44400

80100＋1%
＜44400＞

370～570
（28～38万）

44400
80100＋1%
＜44400＞

310～370
（24～26万） 24600

62100
＜44400＞

～310
（22万以下） 12000

44400
＜44400＞

低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600
低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000

限度額（月単位）

770～1160
（53～79万円）

1160～
（83万円以上）

一般所得者
370以下（標
報26万以下）

8000 8000

44400

※ 政令本則上

は、62,100円

44400

8000 8000

370以下（標報
26万以下）

12000

12000

※政令本

則上は、
24,600円

370以下（標報
26万以下）

12000 44400

370～（標報28
万以上）

44400
80100＋1%
＜44400＞

現行 案１ 案３

150000＋1%
＜83400＞

※標準報酬53万円に対応す

る総報酬月額60万円の25％
となるよう設定。

※4月目以降は、年間負担額
が総報酬月額60万円の2ヶ月

程度となるよう設定。

322500＋1%
＜179100＞

252600＋1%
＜140100＞

207600＋1%
＜115200＞

167400＋1%
＜93000＞

案２

1160～
（83万円以上）

252600＋1%
＜140100＞

167400＋1%
＜93000＞

252600＋1%
＜140100＞

～370
（26万円以下）

370～770
（28～50万円）

35400
＜24600＞

57600
<44400>

80100＋1%
＜44400＞

現役並み所得

者

370～（標報28
万以上）

122400＋1%
＜68100＞

80100＋1%
＜44400＞

～370
（26万円以下）

57600
<44400>

35400
＜24600＞

35400
＜24600＞

44400
＜44400＞

35400
＜24600＞

62100
＜44400＞

80100＋1%
＜44400＞

122400＋1%
＜68100＞

80100＋1%
＜44400＞

※平成16年度の政管平均標
報28万円に対応する総報酬

月額（32万円）の25％

となるよう設定。
※4月目以降は、年間負担額

が総報酬月額32万円の2ヶ月
程度となるよう設定。

80100＋1%
＜44400＞

44400

770～1160
（53～79万円）

167400＋1%
＜93000＞

上位所得者

年収約770万円
以上
（標準報酬月額
53万円以上）

一般所得者

～770

限度額（月単位） 限度額（月単位） 限度額（月単位）

約2,780万人

約1,060万人

約1,450万人

約2,700万人

約20万人

約40万人

約40万人

約350万人

約3,000万人
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○ 医療費助成について､都道府県の超過負担の解消を図るとともに､公平かつ安定的な制度を確立する｡
○ 上記措置を２７年１月を目途に実施することを目指し、このために必要な法律案を平成２６年通常国会に提出する

ことを目指す。
※ 同様に、小児慢性特定疾患対策についても、新たな医療費助成の制度の構築を図る。

新たな医療費助成の制度
（ 法 定 給付 ）

【現行】

次に掲げる事項等について検討を加え、必要な措置を講ずる。

○ 制度として確立された医療の社会保障給付とすること。

→ 新たな医療費助成を法定給付として位置付け、消費税増収分

を活用。

○ 対象疾患の拡大

→ 症例が比較的少なく、原因不明かつ効果的な治療法が未確立

であり、長期療養を必要とする疾患で一定の診断基準等がある

ものを対象とする。

第三者的な委員会において決定。

○ 対象患者の認定基準の見直し

→ 症状の程度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支

障がある者を対象とする。

○ 類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直し

→ 病気がちであったり、費用が高額な治療を長期にわたり継続し

なければならない患者等を対象とする他制度の負担の在り方を

参考に設定。

都道府県の超過負担解消を図るとともに、
公平で安定的な医療費助成の制度を確立

【現行】

特定疾患治療研究事業
（予算事業）

＜事業の概要＞

希少で、原因不明、治療法未確立等である

疾患について、、医療の確立、普及を図ると

ともに、患者の医療費の負担軽減を図る。

＜問題点＞

・ 対象疾患については、原因不明で治療法

未確立でも医療費助成の対象に選定されて

いないケースがあるなど疾患間の不公平が

ある。

・ 費用については、国と都道府県で１/２ずつ

負担しているが、国の財政措置が十分でな

く、都道府県に超過負担が生じている。

難病対策等に係る公平かつ安定的な制度の確立

※ 消費税増収分を活用した上記の改革のほか、難病対策の改革に総合的かつ一体的に取り組んでいく。
9



遺族基礎年金の支給対象の拡大
※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金

法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）による改正

○ 遺族基礎年金の支給対象について、「子のある妻又は子」に加えて
「子のある夫」も対象とする。

○ 平成26年４月１日から施行する。

○ 施行日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金から適用する。

●子のある妻

又は

●子

●子のある妻又は夫

又は

●子

現行の支給対象 拡大後の支給対象

※子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする父母が存在する間は支給停止となる。
※第３号被保険者が死亡した場合には支給されない。

10



本部長： 大臣
本部長代理： 副大臣、政務官
副本部長： 事務次官、厚生労働審議官

構成員： 医政局長、老健局長、保険局長、社会・援護局長
審議官（老健、医療・介護地域連携担当）、
審議官（医療保険、医政、医療・介護連携担当）
審議官（社会・援護担当）

○ 地域包括ケアシステムの構築のための自治体支援その他の
取組を行う。
①先進事例の収集・提供
②各種マニュアル、ツール等の作成・提供
③見える化のシステム構築による自治体支援
④都道府県単位での市町村セミナー、説明会等への講師派遣

など、自治体への丁寧な説明
⑤市町村をきめ細かく支援する方策の検討

○ 今年度から来年度にかけて、自治体の第６期介護保険事業
（支援）計画（中長期の見通しを含む）の策定作業に合わせ、自
治体支援の活動を推進する。

○ 主査を老健局長とし、副主査を医政局長、保険局長及び社
会・援護局長等とする。また、関係課室長を構成員とする。

医療・介護サービス提供体制改革推進本部について

本部

○ 高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービス提供体制

の一体的な確保を行うため、医療計画と介護保険事業（支援）計画

の連携、医療機能分化・連携や在宅医療・介護を進めるための新

たな財政支援制度等について、関係部局で一体的に検討を行う。

○ 主査を厚生労働審議官とし、副主査を医政局長、保険局長及び

老健局長等とする。また、関係課室長を構成員とする。

医療機能分化・連携／在宅医療・介護連携
推進プロジェクトチーム

地域包括ケアシステム推進プロジェクトチーム

医療・介護の従事者、施設、事業等の確保及び有効活用等を図り、効率的で質の高い医療・介護サービス提供体制を構築するとともに、今後
の高齢化の進展に対応し、各自治体が地域の実情に応じて、地域包括ケアシステム（医療、介護、住まい、予防、生活支援が身近な地域で包
括的に確保される体制）の構築を推進していくことを支援するためには、部局横断的な連携が求められることから、厚生労働省に医療・介護
サービス提供体制改革推進本部を設置する。

（平成25年10月11日設置）

社会保障審議会
介護保険部会（第51回） 参考資料

３
平成25年10月30日



医療・介護サービス提供体制改革推進本部 名簿
（平成25年10月11日現在）

本部長 田村 憲久 厚生労働大臣
本部長代理 土屋 品子 厚生労働副大臣
本部長代理 赤石 清美 厚生労働大臣政務官
副本部長 村木 厚子 厚生労働事務次官
副本部長 榮畑 潤 厚生労働審議官
本部員 原 德壽 医政局長

原 勝則 老健局長
木倉 敬之 保険局長
岡田 太造 社会・援護局長
有岡 宏 大臣官房審議官（老健、医療・介護地域連携担当）
神田 裕二 大臣官房審議官（医療保険、医政、医療・介護連携担当）
古都 賢一 大臣官房審議官（社会・援護担当）
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介護保険部会におけるこれまでの主な意見・未定稿

※ 第 46 回から第 50 回までの主だったご意見を事務局において整理したもの。ご質問や

介護保険制度改正以外についてのご意見を除いている。また、事務局から説明した内容、

回答等も除いている。

地域包括ケアシステムについて

○ 2025 年に向けて地域包括ケアシステムを構築していく方向性については賛成。早急に

前倒しで制度改正等をやっていかなければならないという必要性は分かるが、現実的な

タイムスケジュールをより早く明確にしてほしい。

○ 市町村の役割・責任が重くなってくる。スキルアップ、人員拡充が必要となってくる。

また、市町村の取組のばらつきを防ぐためにも、都道府県が積極的に関与することが必

要。

○ 都道府県は市町村の支援をしてきているが、都道府県の役割をもっと明確にしてほし

い。

○ 地域包括ケアシステムのコンセプトには賛同できるが、それを具体的に実行していく

場合に、日本全国を見る限り、なかなか難しい現状がある。どこの地域でも実現可能な

水準を見据えながら、当システムの構築を目指すべき。

○ ほとんどの人は「地域包括ケアシステム」を知らない。もっと国民に知ってもらうよ

うな計画的な取組が必要。

介護保険事業計画について

○ 当面の施策に加えて段階的に地域包括ケアシステムの構築を進める施策についても盛

り込むべき。特に将来展望を示す上で、給付、保険料推計も併せて盛り込むべき。

○ 第 6 期からの介護保険事業計画を、地域包括ケア計画と位置付けることは賛成。人材

確保の記載も充実させていくことも賛成。

○ 介護労働安定センターでプラットホームの取組が始まっており、人材確保について都

道府県の支援計画の方にも当然あってしかるべき。また、国の役割も検討が必要。

○ 一部を除いて市町村の現場力の低下は否めない。前例踏襲的な慣習を改め、各自治体

オリジナルの計画策定に期待したい。

○ 市町村の事業計画に、利用者や家族の介護保険を利用するに当たって守るべきルール

の啓発も追加すべき。啓発活動は市町村の責務において実施すべき。利用者のルール・

マナーが悪いことにより労働意欲の減退や辞職につながることもある。

社会保障審議会

介護保険部会（第 51 回） 参考資料４

平成 25 年 10 月 30 日
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○ 介護保険事業計画では利用者が参加しているが、医療計画にはほとんど利用者が参加

していない。認知症の人が増える中、計画策定の段階から利用者の視点も生かせるよう

にすべき。在宅利用者の実態を把握する全国調査がされていない。

在宅医療・介護連携について

○ 在宅医療連携事業や地域での在宅医療の展開は、医師会として責任を持って進めたい。

○ 基本的に医療政策は県で、介護施策は市町村という今の位置づけの中で、医療・介護

連携ということで、市町村が総合調整をすることは良い。都道府県と市町村との役割分

担、市町村長の権限を明確にしてほしい。

○ 2015 年の時点で全ての市町村で実施するのは無理であり、ある程度任意事業のような

ものとして走り出させて、2018 年に本格的に事業化・必須事業化するという形も考えて

おくべき。タイムスケジュールを出して、現場で準備を進めていく方策を考えてほしい。

○ 在宅医療・介護連携事業は、包括的支援事業となると 2 号保険料が入らないが、若年

者にも効果が及ぶと考えられるので、財源について一考してほしい。

○ 在宅医療・介護連携事業は、従来の包括的支援事業と同様に、2 号保険料を財源とし

ない方向で考えるべき。

○ 医療介護連携には、優秀なケアマネジャーの活用が必要。

地域ケア会議について

○ 地域ケア会議は素晴らしい制度であり、進めるべき。ある自治体では、要介護認定率

が下がり、保険料が抑制できた。会議の議長をする人の力量により左右されるので、自

治体の人材の育成が非常に大切。

○ 地域ケア会議は大事であり、困難事例に対して多職種が連携してアプローチしていく

考え方は、非常に優れた取組の姿勢。地域ケア会議が良く理解されて機能するためには

時間を要する。研修や情報提供など、自治体へのサポートが必要。

○ 地域ケア会議では、市町村が当事者となって調整役になるため、市町村長の権限・役

割を明確にし、総合調整の権限を新たに付与してほしい。

○ 地域ケア会議は、介護支援専門員と地域のケアマネジメントに関わる専門職等が適切

な意見交換ができる場であってほしい。地域ケア会議そのものの標準化・平準化、質の

担保に対して十分配慮願いたい。

○ 地域ケア会議は、利用者不在、家族不在に陥りやすい。利用者や家族の視点をどのよ

うに入れていくか。

○ 地域ケア会議は、扱う課題によって利用者が参加すればよいので、個々のケアプラン

を議論する場には必ずしも利用者の出席は必要ないのではないか。
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ケアマネジメントについて

（ケアマネジャーの質の向上）

○ 主任ケアマネジャーは、研修を受ければなれるという仕組みで、実力がどうなのかと

いうことがあるため、更新研修は是非とも必要。また、単に研修を受けただけでなく、

評価が必要であり、この点はケアマネジャーも同様。

○ 主任ケアマネジャーが所属する事業所で何をすべきか明確にすべき。今後はより一層

困難な事例が地域に流れてくるので、研修のシステムやカリキュラムの改正のみならず、

工夫が必要。

○ 実践力のあるケアマネジャーの育成に力を入れていくことが必要。特に自立支援型の

ケアマネジメントが言われるが、単に自立ということで、利用者が求めるサービスが制

限されないように注意していくことが必要。また、保険者機能を強化する上で、ローカ

ルルールの問題への対処が必要。ケアマネ事業所と保険者の建設的な議論が妨げられな

いよう、都道府県又は国の適切な関与が必要。

（市町村への指定権限の移譲）

○ 指定権限を市町村に下ろすことは、権限移譲、地方分権等の観点から賛同する。事務

作業等について実務家等の間で検証して、スムーズな権限移譲を図ってほしい。

○ 指定権限を市町村に下ろすことは基本的に是とするが、一律的にというのはやめてほ

しい。それぞれの状況を踏まえ、都道府県と協議をしながらということでやってほしい。

○ 市町村への権限移譲はおおむね賛同するが、自治体側にケアマネジメントを熟知して

いる職員が少ないため、それらの人材を確保・育成することが絶対条件と考える。

生活支援サービスの充実と、介護予防給付の地域支援事業への移行について

○ 市町村が主体的に地域の実情に合った形で、しかも個々の高齢者のきめ細やかな配慮

のもとに、こういう地域支援事業を実施していくという方向性については、総論的に賛

成。ただし、ソフトランディングできるような経過的な措置が必要。今、予防給付でサ

ービスを受けている人たちが、急にサービスが受けられないことにならないように、既

存のサービス等の事業所等から基本的に継続的にサービスが受けられるような仕組み

が必要。あるいは、同じサービスを受ける場合でもある程度弾力的な運用ができるよう

な形にして、サービスの効率化やより成果が出るようなサービスの組み合わせができや

すいような形にしてほしい。

○ 既存のサービス事業を締め出すわけではなく、これを活用しつつ、段階的に移行して

いくという視点は、大いに賛同できる。とりわけ、例えば、デイサービス事業を１つと

っても、実際にやっている事業者は、どの人が要介護で、どの人が要支援か、あまりよ
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くわからずにワーカーはやっている。これらは、本来の予防給付とは違うのではないか

という疑問を従前から持っていたわけで、特に要支援者に対しては、生活機能のリハビ

リテーションを中心にしたプログラムの提供なども必要。

○ 市町村格差という話が出ているが、都道府県も当然後方支援を行うが、例えば地域支

援事業の中に、いくつかの市町村が共同事業として取り組めるようなものができるとい

う規定もあってもいい。あるいは都道府県と連携して、都道府県が市町村から逆委託す

る方法もあるので、地域支援事業の中で都道府県事業として、例えば広域行政が担う普

及・啓発や人材の育成の分野については、都道府県が出ていってもいい。

○ 予防給付を地域支援事業に移していくことについては、賛同。ただし、移行したが費

用や効果も従来と変わらないということでは全く意味はない。市町村で知恵を出し、ボ

ランティアや NPO の地域の資源を活用することにより、費用を抑え、効果を高める仕組

みを作り上げることが重要。市町村のばらつきを防ぐためにも、都道府県の支援もお願

いしたい。また、地域支援事業の上限設定をどうするかということは、極めて重要。

○ 市町村は力量に差があるため、市町村間での差が生じるのではないかという懸念は、

あえて当面は多少考慮せざるをえないが、むしろ市町村の能力を高めるためにも、勇気

を持って市町村に委ねて、その能力を育んでいくということを地域として取り組んでい

くことが重要。そのためにも新しい地域支援事業という枠組みはなじむものではないか

と考える。

○ 介護を受ける方々は、その地域に暮らしているわけで、その地域でまさに民主主義の

力で市町村の運営にも声を挙げて、意見を聞き入れる枠組みが民主主義国家にはある。

市町村に移行したからといって、直ちに切り捨てられるというものでは決してない。

○ ボランティアや NPO 法人の活用が挙げられているが、市町村によってはそのような団

体がうまく育っていないところがあり、その受け皿づくりについて国の指導や何らかの

支援措置をお願いしたい。

○ これまでの国の画一的な制度から、市町村独自のきめ細かものになるが、市町村の要

望をしっかりと受けとめて、納得・合意の上でスタートするということでなければなら

ない。

○ 生活支援体制の充実・強化についてコーディネーターの配置や協議体の設置等がある

が、平成 27 年度の第６期計画から全市町村で実施が義務づけられると、人材の確保等、

大変な問題があり、実際に全市町村で実施が可能なのか。市町村で体制整備されるまで、

十分な実施期間や猶予期間があればいい。

○ 民間事業者自身の参入が容易となるよう、参入主体の規制・障害となるものはなるべ

く取り除くような措置を検討してほしい。

○ 地域住民がボランティアや地域支援事業に似たような形で、自主的にいろいろな活動

を地域で行ってきており、そのような活動を育み、主体性を奪わないような形での地域

支援事業への移行という配慮が必要。介護保険法の中で、介護保険事業を行うものは法

人だという事業者指定の原則があるが、この規定との関係も十分調整をお願いしたい。
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○ 地域支援事業に移行することで、予防サービスと生活サービスが混在するが、サービ

スの内容は明らかに違う。予防サービスは、食事のバランスへの気遣いや体調の変化、

認知症の初期症状の方の対応など、専門職の知識と技能が絶対必要であり、真に自立支

援のためのサービス提供は、介護の専門職が携わるべき。生活支援サービスを支援する

コーディネーターは、専門職とすべき。

○ 地域支援事業への移行に当たっては、一定時間をかけて行う必要があり、介護に従事

する労働者の急激な雇用変化が起こることに十分留意して移行すべき。

○ 要支援・軽度の要介護者へのサービスは介護保険制度のサービスを主張してきたが、

住民活動をしている人々からは、ＮＰＯを含む公的な資金的・管理的な援助の必要性を

表明する人が多数だった。今後、地域包括ケアシステムに関する事業を展開するにして

も、あくまでも公が責任を持ち、見守りや話し相手などのボランタリーな活動と公的な

資金に基づく住民参加型事業との区別を明確に行うべき。地域の独自性、知恵を生かし

た事業が期待されるが、地域格差を生じさせないためにも一定の基準が必要。

○ 段階的な運用で、まずは利用者、現場の混乱を回避できるように強く求めたい。また、

要支援１と要支援２の状態像というのは、かなりの違いが見受けられることから、十分

な注意が必要。また、ケアマネジメントの継続性が問われることにならないようにお願

いしたい。

○ 要支援１，２を介護保険からの切り離すものではなかったということで安心したが、

いくつか不安なところもある。利用者のアセスメントやケアプランの作成を現在の地域

包括支援センターで行えるのか、多様な事業主体というのは良いが、運営や人員に基準

がないため、実施内容はどう担保するのかなどが心配。

○ 予防給付と生活支援の部分を一体的に提供すると、原則地域包括支援センターが作成

することとなっている介護予防プランがかなり複雑になってくる。ケアマネ事業者への

委任が行いやすくなる取組も必要ではないか。

○ 介護給付と予防給付の境界となる要介護認定制度そのもののあり方について、利用者

の状況が適切かつ的確に反映され、要介護認定を行う人や要介護認定を行う地域によっ

てばらつきが出ないよう、現行の要介護認定のやり方が正しいのかどうか、内容はいい

のかどうか、検証していただきたい。

○ 市町村が全て決めてしまうことにならないよう、利用者の自由な選択という権利が冒

されないことを十分念頭に置いて運営していっていただきたい。地域支援事業に移行し

ていくに当たって、区分支給限度額に悪影響を及ぼすことのないように、十分調整をお

願いしたい。

○ 新しい地域支援事業を展開するに当たって、それを裏づけする財源が必要であり、少

なくともこれまで予防給付で確保されていた、23 年度ベースで言うと 6,000 億円弱程度

の予算規模というのは、確実に最低限確保された上で、それぞれ市町村がその地域の実

情に応じて事業を展開することが必要。

○ 地域支援事業の上限額は、現行通り、給付費を尺度とし、８％強とすべき。
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○ 地域の機能強化という視点からは、地域支援事業の上限額は見直すべき。

○ 地域支援事業の上限額は緩いと保険料・公費の増加につながる。介護の質を低下させ

ないことを条件に、地域支援事業の上限額をしっかり設けることが重要。

○ 給付立てから事業立てに変更することについては、より柔軟なサービスの提供だけで

はなくて、ある程度の予防給付の抑制とか事業支出の削減などの財源効果をも期待した

い。

○ もともとの予防給付という部分は、３カ月ないし６カ月間、トレーニング等を行って

改善等が見られたら、そこで一旦卒業するというスキームが最初考えられていたと思う。

ところが、利用者は一度サービスを受け始めると、予防給付をずっと受けられていると

いう実態がある。この卒業の部分を入れる前提で考えているのであれば、その部分を最

初から説明して、利用者の方に納得していただかないと、市町村が悪者になってしまう

し、今のまま、サービスを受け続けること前提で市町村事業に移るのは、極端に言うと

市町村の事務経費だけが膨らんでしまって、何の効果もない。

○ 天文学的に増えていく介護給付費、それに伴う保険料の高騰があり、予防給付の効率

化は重要。ただし、市町村で体制整備がされるまで十分な猶予期間が必要。また、人員

基準や運営基準、また単価設定など全国一律から、ボランティアや NPO 等を活用するこ

とにより、地域の実情に応じた取組が可能になり、その結果として、事業費も下がるの

ではないかという狙いもあるだろうが、結果として事業費が下がらなかった場合につい

て、保険者として非常に強い懸念を持っている。

○ 集いの場や見守りといった高齢化社会に向けた街づくりそのもの、社会基盤に関わる

ものまで、なぜ２号の保険料を投入するのかについて整理が必要。

○ 地域支援事業は、市町村の裁量で内容が決められる仕組みであり、まさに市町村の事

業である以上、２号被保険者の保険料を財源として充てるべきではない。また、地域支

援事業への移行に当たっては、必要性の高い介護サービスに重点化していく観点から、

介護予防、生活支援でも効果が認められないものは、保険給付の対象から外していくこ

とも視野に検討すべき。

○ 事務局の案では、利用者の極端なサービス抑制にはつながらないが、地域格差が生じ

る懸念がある。また、シャドーコストやイニシャルコストがかかる。そのため、要支援

１のみをまず地域支援事業に移行し、要支援２については現行通り介護給付で存続すべ

き。事務局通りの案で行うなら、市町村のシステム経費等への補助、制度移行に際して

早急な通知を提示すること、また、十分な経過措置を設けることが必要。

○ 生活支援の充実については、異論はない。インフォーマルなサービスの基盤を作って

いくことは、重要であるが、インフォーマルなサービスが全国的に普及し、その活動状

況を確認する中で、それを今のフォーマルなサービスを担うだけの担い手としてよいの

かを検討すべき。

○ 2006 年４月の予防給付の導入の総括が、今回の議論の中で十分されているとは思えな

い。多様なニーズに対応できていないのかと言えば、好事例がたくさん提供されていて、

介護予防事業の形で色々な地域で活動されているという紹介もあるので、どれだけ対応

ができていないのかが十分理解できていないところがある。
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○ 地域のサロン等の形に置き換わる中で、訪問や通所のサービス利用者が地域で減って

いくことによって、本当に担い手であるサービス事業者がその地域で継続的に提供して

くれるのかという不安もある。地域の資源の差にも、大きな心配がある。

○ 要支援を介護給付から地域支援事業に移行することについては、強い不安と懸念があ

る。市町村が地域の実情に合わせて、効果的・効率的に事業を行うことで、多様なサー

ビスが受けられて充実するという考え方には賛同できない。人員基準や運営基準がなく、

事業内容は市町村の裁量であるため、本当に認知症の高齢者の大変な状態、初期段階の

状態に対応できるのか。認知症は、初期の段階においてこそ、しっかりした専門職がケ

アする介護保険でやるべき。

介護予防事業の見直しについて

○ １次予防事業と 2次予防事業を区別しない案は、おおむね賛同できる。

○ 廃用症候群の原因を取り除くために、多職種、特にリハ職の適切な関与と目標設定が

大事であり、さらには行き場をつくることの重要性については、賛同する。１次予防と

２次予防事業と分けないという考え方も賛同する。今回、予防のモデル事業の中で、多

職種、特にリハ職の介入が好結果につながっているというデータが示されているが、今

後にとって大変明るい材料。

○ １次予防事業と２次予防事業の境なくやっている市町村もあり、境をなくすことには

賛成。一方で、今までハイリスク高齢者に対して、運動、口腔、栄養など課題別のアプ

ローチをしてきた部分については、効果も出ているので、事業実施後の評価も加えて、

エビデンスとして蓄積する必要がある。

○ １次予防事業、２次予防事業の区別をなくすという方向性でよい。特に、介護予防事

業は重要だが、誰をターゲットにするかということは、これからさらにもっと精査して

いく必要があり、まず第１弾として、今の枠組みから変えることは非常に重要な第一歩

になる。

高齢者のリハビリテーションについて

○ リハビリテーションの専門職は限られ、偏在しているところもあることから、地域包

括支援センター等に、サポートしていくシステムを都道府県単位ぐらいで考えていくこ

とが必要。

○ 訪問系リハ職の供給不足が顕著であり、何らかの措置が必要。

地域包括支援センターについて
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○ 在宅医療・介護連携など、地域包括ケアシステムの構築のためには、地域包括支援セ

ンターの果たす役割は大きく、機能強化が必要。

○ 全ての地域包括支援センターを同じにするのでなく、基幹型には人を集めるといった

視点も必要。

○ 自治体内に複数の地域包括支援センターがある場合、可能な限り１か所は自治体直営

とし、基幹型の機能を果たすべき。また、地域包括支援センターの従事職員で、在宅介

護や在宅医療で働いた経験年数が浅く、圏内の介護従事者よりも力量が十分とは言えな

い者も少なくない。そのため、従事職員に対する何らかの措置を講じるべき。

○ 認知症地域支援推進員やコーディネーターの配置などを全ての地域包括支援センター

に備えるのではなくて、基幹型とか地域型というような、機能を分けて考えていった方

がいい。

○ 行政と地域包括支援センターの役割をもう少しはっきりとしていくことが、当面大事

な視点。

認知症施策について

○ 今までとは違い、予防的な視点が含まれていることや今までより個人に対する視点が

あることは評価できる。今回進められようとしている認知症初期集中支援チームという

試みは非常に評価できる。認知症地域支援推進員も地域包括支援センターの強化につな

がり、センターの負担をより減らすこともできる。

○ 特に早期診断・早期対応が重要であり、認知症初期集中支援チームを中心に認知症の

専門医療機関の整備を積極的に行い、早期診断を行い、切れ目のない支援を図るべき。

○ 認知症施策については、内容的には賛同するが、認知症初期集中支援チームや認知症

支援推進員の配置の人材養成と、財源確保が課題。

○ 認知症初期集中支援チームの設置などモデル事業を継続事業として制度化することに

ついては、介護保険制度の財源でどこまで賄うべきものなのか、慎重に議論すべき。

○ 認知症初期集中支援チームでサービスにつながった後も、多職種の訪問事業を実現で

きるような方向性をとっていただきたい。

○ 認知症の方々が地域で見守られながら生活していくのには、インフォーマルな資源な

しでは難しい。きめ細かい対応が必要で、現場にいる専門職の方々がもう一回り大きな

仕事の仕方をしていって、重なり合うような場面をたくさん作っていかないと、この地

域包括ケアシステムにはすき間が出てきてしまう。

○ 認知症の施策については、方向性については非常に重要だが、支え手の知識・技術の

向上は不可欠。特に研修体制については、十分な予算を確保した上で、あまねく認知症

に関わる人たちの技術が向上できるようにお願いしたい。

○ 認知症の実践者研修について充実が必要。
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介護人材の確保について

○ 介護サービスは成長産業だということをアピールして、介護人材の確保を国の政策と

して推進してほしい。

○ 介護福祉士の資格を持っている方の 3 割、4 割が介護関連の仕事についていない。待

遇改善と教育の充実が必要。

○ 資料について、視点や方向性が分かりやすく論点整理されており、それぞれの立場の

方が目標や戦略を描ける。介護人材が介護職員に限定されている点は気になる。取組の

促進策の中に賃金表の整備を入れていただきたい。都道府県の取組事例が出ているが、

見える化の促進や、使用前・使用後のデータ化もお願いしたい。

○ 看護職員やリハビリなども含め、福祉領域で働く人材をどうやって確保していくのか

ということについて、需給の実態を把握しながら施策を立てていく仕組みを作っていく

ことが必要。特に、訪問看護に関しては、人材不足は猶予がないような状況。

○ 人材確保は重要な課題だが、介護福祉士等が必ずしも介護福祉分野で仕事をしないこ

と自体を過度に憂う必要はない。能力を持っているので、しかるべき時期にはまた介護

福祉分野で仕事をしてもらうことで、幅広く介護人材が確保されていくことになる。

○ 介護職員の待遇改善は引き続き重要ではあるが、介護報酬が公的に決められている以

上、自由に値段は決められない。一つの打開策として、自由に値段が付けられる保険外

のサービスを混ぜることで待遇改善につなげるのも一つの道。

○ 供給側、需要側、それぞれ両者の働きたい、又は賃金を払いたいという情報を何らか

の形で集めて、両者をにらみながら適切に介護報酬を決めていくという道も、実験的な

手法だが、一つの方法。

○ 介護人材の確保は介護職員の処遇改善が大きなポイントになるが、介護事業者の経営

実態が改善していることも踏まえ、介護事業者のさらなる自助努力を求めていくことを

優先すべき。

○ 情報公表制度において、職員の保有資格、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」

の取得状況、常勤・非常勤の別、経験年数、勤続年数、賃金に関する情報などの公表を

検討すべき。

○ 処遇改善を介護報酬で対応するのでは、十分に従業員に回っていかない。産業別最低

賃金を積極的に活用するなど、正当な賃金水準確保のための環境整備に積極的に取り組

んでほしい。

○ 介護の現場に一般の方が入りやすい環境づくりが必要。PT、OT、ST あるいは管理栄養

士などのリハビリテーションの専門職の確保がこれから更に求められていくのであれ

ば、何らかの制度的な措置を今後検討していくことが必要。

○ 介護能力をどうやって評価するのか、そして、それをどうやって高めていくのかが課

題。

○ 准介護福祉士については、介護福祉士の資格制度を複雑にするだけであり、このまま

廃止の方向でご尽力いただきたい。
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○ 介護分野に興味を持ってもらうには、子供のころからの教育が重要である。是非進め

ていただきたい。

○ 都道府県中心の協議体について、団体関係者が集まるのは有益だが、介護労働安定セ

ンターが事務局として実施している介護労働懇談会とは別に立ち上げるのであれば、や

り方は考えないといけない。

在宅サービスについて

（総論）

○ チームケアにおけるサービスが円滑に提供され、かつ、質の低下を招かない限り、人

員基準等の規制緩和を進めていくことは賛成。規制はサービスの質の向上等を十分検証

した後に必要最小限に行い、事業者の自主性をもっと尊重すべき。

○ 看護師不足という実態を踏まえ、各サービス類型が連携して効率的に事業サービスを

提供するという方向性は支持したい。

○ 人員基準の緩和が出てきているが、人材確保はとにかく手を抜かないでやってもらう

というのが大前提。

（通所介護）

○ 小規模の通所介護について、地域密着型サービスとして市町村の指定にするという方

向については、賛成。ただし、市町村の事務の負担が増えることから、例えば運営協議

会での承認をある程度形式化するなど、配慮が必要。

○ 地域密着型サービスにどの程度移行させるかによって市町村に与える事務負担が大き

くなるが、移行に当たって市町村が円滑に事業を担えるよう配慮すべき。

○ 小規模の通所介護について、一部を除き市町村の現場力低下は否めないため、段階的

に権限を移譲していくという意味で十分な経過措置を設けるべき。

○ 地域密着型への分類については民間介護事業者としては賛成。これにより、一層地域

との交流や、きめ細かいサービスが提供できる。

○ サービスの提供の仕方は非常に多様化されているが、評価・効果を共有するためにも、

個別支援計画の充実とケアマネジャーへの提出を必須にしていただきたい。

○ 通所介護の事業内容を類型化してメリハリをつけていくという方向性は支持したい。

○ デイサービスについては、レスパイト、高齢者の社会参加、機能訓練という 3 つの機

能があり、機能訓練に特化したものを評価する方向性というのはデイサービスが元々持

っていた機能からすれば疑念を感じる。

○ 通所介護のレスパイト中心というのは一体どんなサービスが提供されるのか心配であ

り、サービス内容についてきちんと検討すべき。

○ 今まで通所介護と通所リハビリの違いは何度も議論されてきたが、同じテーブルの上
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で整合性を考えた議論をする必要がある。

（お泊まりデイサービス）

○ 「お泊りデイサービス」の中には質の悪いサービスがあるため、法定外部分といえど

も保険給付と併用する場合、「宿泊」部分については全国一律の規定を設けるべき。

○ お泊まりデイサービスについては、十分な職員体制の確保、防火体制の整備、利用者

の尊厳が保持された環境を確保するというような観点での基準というものを設けるべ

き。

○ お泊まりデイサービスは、需要が非常に高いが、利用者の安全面や環境、処遇面にお

いて基準というものを設けるべき。

○ お泊まりデイサービスについて、何らかの基準を設けるべき。介護保険外のサービス

とはいえ、併設されたサービスであり、例えば届け出をすることで、都道府県としても

指導がしやすくなる。

○ お泊まりデイサービスについて、大変劣悪な環境の中で泊まりが実施されている場合

もあるため、きちんとした規定等で管理すべき。

（定期巡回・随時対応サービス）

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスが普及しないのが、啓発の努力不足だけ

なのか、もう少し深掘りする必要がある。

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスも複合型サービスも看護職員の確保がネ

ックになっており、定着確保、復職支援を行うべき。

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの普及が進んでいないのは、採算性等の

問題が大きいのだろうが、より一層、経営情報等をタイムリーに提供していただきたい。

○ 訪問介護における身体介護の 20 分未満についても、生活を支える意味では大事であり、

引き続き推進していくべき。

（小規模多機能型居宅介護）

○ 基準該当短期入所生活介護事業所を併設できる事業者等の対象について、小規模多機

能型居宅介護事業者に拡大することは非常に歓迎する。ただし、性格の異なるものが１

つの建物におさまるものであり、短期入所生活介護の基準に引っ張られることがないよ

うに留意しつつ、基準関係の見直しをしてもらいたい。

（複合型サービス）

○ 複合型サービスにも空き家の活用を進めていくべき。登録定員の上限、宿泊サービス

の定員の規定などの緩和の検討については、賛成。

○ 24 時間 365 日、看護師を常時配置しなくてはならない点がネックになっており、配置

基準の緩和で普及が進むのではないか。
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（訪問看護）

○ 機能強化型あるいは拠点型、名称は色々あると思うが、そういったステーションの創

設を検討すべき。訪問看護の人材確保は大きな課題。病院から訪問看護あるいは介護保

険エリアに出向するという考えも一つある。

○ 都道府県が地域の実情を踏まえた訪問看護サービス確保のための施策を策定し、介護

保険事業支援計画に盛り込むことは是非進めるべき。訪問看護の事業所の指定を市町村

に移譲するということをあわせて検討すべき。

○ 訪問看護師を中心に介護分野の看護師不足は深刻であるため、医療と介護における公

正な看護師配置施策を考えないと、根本的な問題解決にはいたらない。

（福祉用具）

○ 保険給付として福祉用具貸与のみしか利用していないケースは、ケアマネジャー有資

格者の福祉用具専門相談員に業務を移譲することも検討すべき。

○ 福祉用具について減額の届出という点について非常に歓迎すべきだが、行き過ぎた減

額等がないような配慮も必要。

○ 公定価格化を検討すべき。

○ 福祉用具貸与のみのケースについて、ターミナルのケアのように医療の訪問看護を活

用しつつ福祉用具貸与を利用するケースもあるので、ケアマネジャーによるモニタリン

グのあり方を見直すに当たっては、そのような点も踏まえた慎重な議論をすべき。

（住宅改修）

○ 住宅改修の登録制については賛同。

○ 改修事業者の登録制を進めるべき。福祉住環境コーディネーターといった住宅改修の

専門家の育成や活用について、制度的な枠組みを整えていくべき。

○ 住宅改修については、相談機能が重要であり、退院・退所時の相談体制に重点を置い

て体制整備を図ってもらいたい。

（介護ロボット）

○ 介護ロボットの活用について、一定の報酬上での評価をお願いしたい。それが、介護

ロボットの普及推進の起爆剤になる。

○ 介護ロボットについて、将来的な保険適用やその範囲を検討するのであれば、利用者

本人の自立につながり得るものかどうかなど、保険給付の低減につながる経済的側面を

含めたアプローチが必要。

（その他）

○ 介護保険サービスは「準市場（疑似的市場）」であり、「純市場（完全市場）」ではない。
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そのため「供給が過度な需要を生む」といった無駄な保険給付が生じることは不適切。

ゆえに「混合介護」を否定するつもりはないが、不適切なビジネス体系に陥る危険性も

否定できないため、詳細を分析しながら場合によっては何らかの規制を考えるべき。

施設サービス等について

（特別養護老人ホーム）

○ 介護保険を今後とも持続可能な制度としていくためには、限られた財源の中で選択と

集中は避けられず、特別養護老人ホームへの入所は重度者に重点化をして、軽度者につ

いては在宅という流れを進めて、全体的に効率化を図るべき。特別養護老人ホームにつ

いては３以上の要介護者を対象とすることに賛成。

○ 要介護３以上に重点化することは賛成。県内で入所指針をいくら厳格化しても、他県

の施設で要介護１、２の方が入って、住所地特例を受けては、平等という意味でもおか

しいので、法律による厳格化をお願いしたい。

○ 一定の中重度の在宅生活の困難な人への施設という位置づけについては、一定の理解

はできるが、どこを境界にすべきかについては、さらに専門的な検討をしていただきた

い。

○ 特別養護老人ホームの待機者が多い中で、対象者を中重度に絞り込む方向性は理解で

きるが、現に入っている方々への対応については十分に配慮すべき。

○ 要介護２以下の軽度者の中には、住宅事情等によって在宅介護が困難な方もおり、そ

の受け皿については、重点化とセットで考えるべき。

○ 入所申込要件を中重度に特化していく議論は、要介護認定の結果に一部地域間格差が

見られることから、変更するならば要介護２からとすべき。

○ 入所判定基準に基づいて、年々要介護度も高くなり、重度化しているのが実態である

が、特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設で、地域の事情によってセーフティ

ネットとしての役割を果たすべく、相応の判断があって、軽度の要介護者１、２の方の

入所も行われている。今後も特別養護老人ホームが有する福祉機能を確保するため、入

所判定は事業者の主体性に任せるべき。

○ 要介護１・２の方の中には、認知症で BPSD 等が非常に活発で、どうしても在宅で生活

できないというケースもあり、要介護３以上に入所制限することで、こういった方が特

別養護老人ホームを利用できなくなることは問題。要介護認定の問題かもしれないが、

要介護度ではなく、必要性で見るべき。

○ 実態として入所判定基準に基づいて大部分は重度な方が入所するが、一部どうしても

やむを得ない事情がある場合は要介護１、２の方の入所があってしかるべき。入所判定

基準を見直す等、運用を厳格化することによる対応も可能であり、入所判定は施設に任

せるべき。もし法的に要介護３以上に入所制限する場合であっても、実態に応じた裁量

的な施策をとるべき。

○ 施設サービスの提供と住まいの確保とは別問題であり、特別養護老人ホーム入所をあ
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えて要介護３以上に限定して被保険者の選択の権利を狭め、国民の不安と不信を拡大す

ることには反対。

○ 特別養護老人ホームの入所者は高齢化・重点化が進んでおり、医療ニーズの高い入所

者への対応とともに、施設内での「看取り」対応が課題であり、医療提供体制の再構築

が必要。看取り体制を一層強化していくため、特に夜間・緊急時の看護体制や外部の医

療サービスの導入等、「終の棲家」の役割を担うための医療ニーズに対応した特別養護

老人ホームの医療、看護のあり方、運営体制、報酬体系等について検討が必要。

○ 低所得者層で施設入所がどうしても必要な方の場合、特別養護老人ホームしか選択肢

がないケースが非常に多い。その中でユニット型一辺倒になると、行き場のない方が出

てくる。そういう意味で、プライバシーに配慮した多床室がこれから必要。

○ 原則、新設する特別養護老人ホームの居室は個室としながらも、状況に応じて一部プ

ライバシーに配慮しながら多床室も増やすべき。

○ 個室ユニットにしていくというのは、基本的にはいいかもしれないが、個室のメリッ

ト、デメリットもあれば、多床室のメリット、デメリットもあるわけで、がちがちに個

室ユニットしかないというような考え方で特別養護老人ホームを整備していくことは

いかがなものか。

○ 多床室問題について、現在 75％が多床室であり、プライバシーの確保についても調査

が今進められているということで、その結果を期待したい。

○ 特別養護老人ホームの運営主体についても見直すべき。

（高齢者向け住まい）

○ 養護老人ホーム、軽費老人ホームは、要介護１・２を含めた低所得高齢者の生活の場

として必要な場合がある。養護老人ホームは措置控え等があり、ベッドが空いている状

況。特別養護老人ホームと養護老人ホーム、軽費老人ホームというのは一体的に検討す

べき問題。

○ 措置控え・老朽化・多床室といった問題から養護老人ホーム、軽費老人ホームといっ

た社会資源が有効に活用されないのはきわめて問題。今後増加が見込まれる低所得者、

処遇困難者への対応として、養護老人ホーム、軽費老人ホームのセーフティネット機能

を再評価し、これに対する支援策を再考する必要。

○ サービス付き高齢者向け住宅を増やしていくことに反対はしないが、重度の方が安心

して暮らしていくには、「生活支援員」の責務に、現行の規定よりも介護的業務の要素

をさらに加えるべき。なお、サービス付き高齢者向け住宅ではないが、看板上「高齢者

住宅」といったビジネスモデルが一部に見られ、サービスの質や不適正な介護保険給付

が懸念される。また、住宅型有料老人ホームの一部に、モラル的に問題があるサービス

体系が見られる。

○ サービス付き高齢者向け住宅については、自己評価を公開して、それと違ったら異論

が出るというような仕組みが必要。

○ サービス付き高齢者向け住宅については、一体どんなサービスなのかというのがよく

分からない。利用する側にとっては誤解も生まれやすい。



- 15 -

○ 高齢者ハウスの構想を進めるに当たっては、利用者の安全に十分配慮し、いわゆる貧

困ビジネス化させない歯止め策となる基準が必要であり、また、ＮＰＯを含めた多様な

事業主体の参入が想定される中で、養護老人ホーム、軽費老人ホームのノウハウや専門

性をこの構想にも十分活かすように努力すべき。

○ 空き家の活用の際、耐震性とか安全性の度外視というのは絶対あってはならない。

（介護老人保健施設・介護療養型医療施設）

○ 老健施設における医療をきちっと提供できる構造を、無駄のない社会資源として使っ

てほしい。老健施設の在宅復帰について、在宅復帰率の計算上、全ての退所者が分母に

なり、医療機関への転院が分母に含まれているが、医療機関へのトリアージを行って転

院事例が増えると在宅復帰率が低下するというジレンマが生じており、検討すべき。

○ 介護療養型医療施設の廃止方針について、方針をころころ変えるようなことはしない

で、計画的に29年度末の廃止に向けた対応をとるべき。

○ 医療的ニーズを伴う要介護高齢者が増えており、それらの受皿不足を考えて介護型療

養病床の廃止時期を延期すべき。

○ 介護療養病床の将来について一定の方向づけをされても地域特性があって動けないと

ころが少なからず存在する。しかしながら、看取りや医療・介護度の高い患者への対応

など十分に機能を発揮している施設もあり、介護療養病床をこのまま廃止に持っていっ

たら大きな不安が生じるだろう。

（その他）

○ 施設のケアマネジメントについては、事業者の理念や整備の基盤によってマネジメン

ト機能が高められたり、浸透の仕方が違ってくるので、まず、移行をスムーズな形にす

るためにも、ケアプランと個別支援計画の関係を整理して介護、看護、リハビリ等の計

画が効果的かつ総合的に提供されることが必須。

利用者負担について

（総論）

○ 団塊の世代全てが後期高齢者となる 2025 年には、介護保険のサービス利用者は約 657

万人、総費用額は約 21 兆円にまで膨らみ、保険料は平均 8,200 円程度になると見込ま

れている中で、制度の持続可能性を高め、国民の信頼を確保できる制度設計が必要。世

代間・世代内での公平を図るための改革として、一定以上所得者の利用者負担引き上げ

については賛成。

○ 費用負担の公平化の議論の前に横たわるものとして、介護保険の 1 号保険料の引き上

げを避けていくということがあった上で、応分の負担ができる人に 2割負担をお願いす

るということがあるのではないか。

○ 協会けんぽの適用事業所約160万のうち４分の３が、従業員９人以下の中小零細であり、
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これ以上の保険料引き上げは避けなければならない。一定以上の所得を有する高齢者に

は応分の負担をお願いせざるを得ない。

○ 費用負担については、高齢者の関心は非常に高い。若い世代の負担を増やしたくない

とか、保険財政を心配している、また、世代内の負担の公平化ということについては、

理解をしている方々が多くいるという印象。

○ 社会保険である介護保険については、保険料の差をつけて、給付は一定というのが基

本と考えてきたが、高額介護サービス費という仕組みがあることを考えて、同一世代内

の公平性の確保という考え方には一定の理解ができる。

○ 要介護状態に陥るのは本人に帰責できない事由による場合も多く、そういった人に対

して更に利用者負担を引き上げることは、公平性にそぐわない。そう考えると、利用者

負担ではなく保険料で応能負担を強化する方向も考えられるのではないか。

○ 現行の１割負担でも、経済的事情によりサービスの利用を控えている場合がある。利

用者負担の引き上げを行うと、より一層、本来必要なサービスの利用を控える結果とな

り、そのために介護者の負担が増えることや、重度化が進むといったことも危惧される。

（一定以上所得の基準）

○ 一定以上所得の基準は、医療保険制度の現役並み所得の基準（年収383万円（単身の場

合）・520万円（複数の被保険者がいる場合））と異なっていてもよいと考えられ、事務局

が提案した一定以上所得の基準は概ね妥当。

○ 事務局が提案した一定以上所得の基準の案①（被保険者全体の上位 20％に該当する合

計所得金額 160 万円以上相当。年金収入の場合、年収 280 万円以上）・案②（住民税課

税者である被保険者のうち所得額が上位概ね半分以上に該当する合計所得金額 170 万円

以上相当。年金収入の場合、年収 290 万円以上）を比べた場合、世代内の公平という観

点から、被保険者全体に占める比率を用いている案①を採用すべき。

○ 事務局が提案した一定以上所得の基準は低すぎるのではないか。後期高齢者医療制度

の現役並み所得者は被保険者の約７％、入院レセプトに占める割合は約 5.5％であり、

それと比較して対象が広い。

○ 介護保険制度の創設以来はじめて利用者負担の引き上げを導入するからには、慎重な

検討が必要。このため、一定以上所得の基準は、まずは医療保険制度の現役並み所得の

基準とあわせ、２割負担を定着させたうえで、その状況を検証・分析しながら対象層を

拡大できるかどうかを議論すべき。

○ 一定以上所得の基準は、医療保険制度の現役並み所得の基準とあわせれば、高齢者を

はじめとする国民の納得を得られやすいのではないか。

○ 医療保険制度現役並み所得の基準と異なる基準とした場合、高齢者の認識と乖離する

のではないか。

○ 医療保険制度の現役並み所得の基準と異なる基準とする理由として、介護サービスは

医療サービスと比べて費用の額が予測可能であるとの説明がされているが、介護の場合、

利用者は長期化リスクの不安を抱えており、高齢者の受け止め方とは齟齬があるのでは

ないか。
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○ 医療保険制度の現役並み所得の基準は、実際の現役世代の収入より相当高くなってお

り、これを現役並みとは言えない。このような基準を介護保険制度に導入すべきではな

い。

○ 一定以上所得の基準は、保険料第６段階（合計所得金額 190 万円以上）からとすれば、

わかりやすく、合理的ではないか。

○ 高額医療合算介護サービス費というセーフティネットも整備されている中で、住民税

本人課税者については一律に利用者負担引き上げをお願いすべきであり、一定以上所得

の基準は、保険料第５段階（住民税本人課税者）からとしたらどうか。そうすれば対象

者の判定事務も容易。

○ 一度に住民税本人課税者まで広げられないということであれば、その道筋の途中とし

て、事務局提案の案①が適当ではないか。

○ 高額医療・高額介護合算制度がセーフティーネットとしてある以上、本来であれば少

なくとも課税層については、一律的な利用者負担の引き上げが検討されてしかるべき。

法案上のたてつけはあくまでも過渡的な措置と位置づけ、将来的には一律引き上げを改

めて検討することを前提に議論すべき。

○ 一定以上所得の基準を保険料第５段階で区切った場合、生活保護との関連も整理しな

いと不公平感が生じてくるのではないか。

○ 一定以上所得の基準を検討するにあたって、現役時代に平均的な収入があった方に負

担をお願いするという方向も考えられ、モデル年金が線引きの一つの指標として参考に

なるのではないか。

○ 事務局の示した平均的消費支出のモデルでは、あまり余裕がないのではないか。

○ 平均的消費支出のモデルについては、今後の年金のマクロ経済スライドの影響や、消

費増税、医療保険料・介護保険料の増加により、可処分所得は目減りしていくことを踏

まえて検討する必要がある。

○ 全国消費実態調査によれば、要介護認定を受けている者がいる世帯の方が、いない世

帯よりも支出が多くなっており、そういった実態も踏まえて検討する必要がある。

（高額介護サービス費）

○ 高額介護サービス費の利用者負担の上限見直しについては、事務局案で概ね理解を得

られるのではないか。

○ ２割負担とした場合、高額介護サービス費の上限に該当する人も多く、必ずしも負担

が２倍になるわけではないとの説明だが、高額介護サービス費の上限見直しも検討すべ

き。

（その他）

○ 利用者負担は１割から急に２割とするのではなく、１.５割の層を設けることも考えら

れるのではないか。
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○ 利用者の家計にとって医療・介護は不可分であり、両者の負担をセットで考えていく

必要がある。

○ 保険外サービスを利用する者は案①・案②に該当する層に多いと考えられ、保険外サ

ービスの成長や消費マインドへの影響を踏まえて検討が必要。

○ 新たに所得判定を行う必要が生じることにより市町村の事務が繁雑になるため、市町

村と実務面の協議を十分に行ってほしい。

○ 利用者負担をお願いする以上、介護保険の理念である重度化予防・状態の維持改善に

資するサービスを介護報酬で評価し、サービスの質を確保することで、国民の理解を求

めていくべき。

○ 消費税の８％、１０％への引き上げ時に、消費税をどのように介護の充実に充てるの

かについて、具体的なプランを積極的に発信して、負担増の理解を求めていくべき。

○ 利用者自身がケアプランの内容に問題意識を持ってもらうため、ケアプランの作成に

も自己負担を導入することを検討すべき。

補足給付について

（総論）

○ 制度の持続可能性を高め、世代間・世代内の公平を図る観点から、補足給付の支給要

件について、単にフローの所得だけでは把握できない負担能力を加味するために、資産

を勘案することには賛成。

○ 金融資産等を多く有しているにもかかわらず、住民税の課税所得が少ないことを理由

に負担軽減の恩恵を受けているという現状は改善すべき。

○ 補足給付はこれまでも在宅で生活していた方にとっては不公平感のあるものであった

ため、提案の方向性は理解するが、資産の有無を自己申告制とした場合、新たな不公平

が生まれてしまうことが懸念される。

○ 正直者が馬鹿を見るというようなことがないようにすべき。

○ いきなり完璧な資産勘案を導入することは困難であるが、第一歩として、事務局の提

案内容を導入すべき。これにより新たな不公平が生まれることを懸念するよりも、現に

生じている不公平を解消すべき。

○ 資産勘案については、実務的に対応可能かという点が一番の課題であり、現実的な方

策を詰める必要がある。

（預貯金等の勘案）

○ 事務局が提案した預貯金等の基準（1,000万円（夫婦で2,000万円））は妥当。

○ 預貯金等の基準は１,000 万円（夫婦で 2,000 万円）と提案されているが、すぐに換金

できない生命保険が含まれている場合や、負債を有している場合もあり、こういった事

情にきめ細かく対応する必要があるのではないか。
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○ 負債を勘案するかどうかは精査する必要があるが、勘案するとしても、それを逆手に

とって自らの経済力を過小に見せるようなことは起こらないようにする必要がある。

○ 仮に金融資産は把握できるとしても、タンス預金は勘案するのかといった問題はどう

しても生じるため、ある程度の割り切りは必要になってくる。

○ 預貯金等は自己申告制とし、ペナルティーを強化するというが、果たして実効性があ

るかどうか疑問。

○ 不正防止の徹底を図るべき。

○ 預貯金等を自己申告とした場合、金融機関調査も可能にするとのことだが、生活保護

分野でさえ金融機関は非協力的であった。ましてや介護保険の分野で、市町村が金融機

関に対して個人の金融資産を確認できるのか。よほどの制度的裏付けが必要となるので

はないか。

○ 申請前日に子どもに財産を贈与するといった対応を防ぐためにも、預貯金等の残高は、

補足給付を申請する１年前の時点を基準として把握してはどうか。

○ 預貯金等の申告については、本人が高齢で自ら申告できない場合があるが、子どもか

ら経済的虐待を受けているケースも存在するため、配慮が必要ではないか。

○ 預貯金等の基準の境界に位置する人にとっては負担感・不公平感が大きいのではない

か。

○ 自分の葬祭費用を用意している高齢者が多いが、こうした意識を尊重すべきではない

か。

（不動産の勘案）

○ 不動産についても、不動産担保貸付制度を浸透させ、きちんと勘案すべき。今後さら

に保険料が上がっていく中で、不動産をたくさん持っている人に補足給付をするという

ことでは、保険料負担者の理解を得られない。

○ 不動産は換金性が低いため、慎重に検討する必要があるが、貸付制度の活用は十分想

定できるものであり、前向きに検討すべき。

○ 不動産の勘案は保険者の事務手続に多大なコストがかかるため、反対。勘案するのは

預貯金等のみとすべき。

○ 固定資産税評価額で2,000万円以上が基準になるとすれば、対象として想定されるのは、

ほぼ大都市ではないか。それぞれの市町村において具体的にどの程度事務負担が増える

のか、実証的な検証を行ってほしい。

○ 農山村では売却不可能な不動産が多く存在しており、担保権設定が非常に困難なケー

スや、設定できたとしても少額となるケースが想定される。そのような中で果たして実

務的に対応可能かどうか、詳細な検討が必要。

○ 固定資産税評価額は変動していくもの。また、担保権を設定したら、長期に渡る不動

産管理が必要。こういったことを踏まえ、費用対効果や事務の委託先を検討する必要が

ある。
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○ 固定資産税評価額については、評価替えにより相当程度上昇するケースがあるが、そ

のような場合に課税標準は軽減する措置があるため、課税標準を用いればよいのではな

いか。また、固定資産税評価額で見ようとすると、都市部の方が山間地域よりも高く、

都市部で負担感が大きくなるが、課税標準で見れば大きな差は生じない。

○ 勘案する不動産について、基本的には宅地で良いが、マンションの場合、底地は区分

所有となり、１人当たりの持ち分を按分したら小さくなってしまうので、その場合は土

地・建物を一体として勘案する方がよいのではないか。

○ 貸付の委託先として、生活福祉資金の貸し付けを行っている社会福祉協議会は考えら

れないのか。

○ 貸付制度については、判断能力の低下している高齢者が利用することを踏まえると、

外部委託できちんとした対応ができるのかどうか不安。

○ 子どもが同居している場合には不動産を勘案しないとされているが、仮に現在同居し

ていなくとも、様々な事情により子どもが同居せざるを得ない状況になることもあり得

るため、様々な個別対応が必要となってくるのではないか。

○ 子どもが同居している場合には不動産を勘案しないという考え方はわかるが、調査を

受ける一時点のみ偽装するようなことは起きてはならず、実務上難しい課題。

○ 農地については、異なった利用をしている場合があり、特に都市部は宅地と見なすこ

とが必要ではないか。

○ 農地は対象とせず宅地のみとすべき。

（非課税年金の勘案）

○ 遺族年金、障害年金といった非課税年金についても、所得として勘案することが必要。

○ 遺族年金の勘案には賛成だが、障害年金の勘案には反対。

○ 障害年金を他の非課税収入と同じように捉えて良いかどうかは、慎重に検討する必要

がある。

（その他）

○ 補足給付は本来の給付外の福祉的給付であり、その性格は低所得者対策。このため本

来、その財源は介護保険ではなく、全額公費である福祉財源で賄うべき。

１号保険料の低所得者軽減について

（低所得者軽減）

○ 今後ますます１号保険料が上昇していく中で、負担できない事態となれば徴収率が下

がってしまう。徴収率を保ったうえである程度の負担をしていただくためには、低所得

者への軽減策をきちんと講じていく必要がある。
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○ 軽減の方法として、別枠での新たな公費投入を確実に導入してほしい。そのための財

源として、1,300 億円程度を確実に充当してほしい。

○ 消費増税分の財源は、低所得者の保険料軽減よりも、むしろ保険料の地域間格差是正

のために投入するべきではないか。

○ 低所得者軽減策に公費を充てるとなると、実質公費負担は 50％以上を超えるため、公

費負担割合が５０％以上となると理解する。

○ あくまで保険料でとるべき部分を軽減するものであるという目的を明確にするため、

今回の措置を公費負担割合の拡大として位置付けるべきではない。

（多段階化）

○ 既に保険者で多段階の保険料設定をして細分化して対応されているので、これになら

ってさらに弾力化する方向については賛同。

○ 保険料の多段階化は、従来から各市町村において独自に取り組んできており、これに

ならった方向性として賛成。今回標準９段階化を導入することで、市町村間の対応のば

らつきがある程度収斂することも見込まれる。

○ 多段階化により、高所得者の保険料負担が増えることも考えられる。介護とは無縁な

高齢者に対する地域の事業なども具体的なプランとして打ち出さなければ、負担増とな

る１号被保険者の反発につながるのではないか。

（その他）

○ 高齢者と現役世代の負担のバランスを考える意味でも、２号保険料の軽減にも目を向

けた施策を検討してほしい。

住所地特例について

○ 住所地特例の適用拡大は賛成。

○ サービス付き高齢者向け住宅に住所地特例を適用し、また併せて住所地特例対象者が

地域密着型サービスや地域支援事業を利用できるようにする方向性については賛成。

○ 住所地特例対象者に対する地域密着型サービスや地域支援事業が、地元のサービスを

阻害しないという前提であれば、理解できる。

○ サービス付き高齢者向け住宅の整備を増やすためにも、住所地特例を適用すべきであ

るが、その利用については、あくまで本人の意思を尊重すべきである。

○ サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例適用について、基本的な方向性は理解す

るが、多様な住まいの実現によって、地域全体のケアマネジメントが今後ますます重要

となる。例えば、地域ケア会議の充実のためにケア情報の見える化を進めるなど、環境

整備が必要。また、365 日・24 時間体制で介護スタッフが常駐する施設機能を、地域に



- 22 -

おいて有用な資源として活用してほしい。

○ 住所地特例は必要なことだと思うが、地域密着型サービスの位置付けを踏まえれば、

運営推進会議など第三者の関与強化が必要ではないか。

○ 住所地特例は、施設等の所在する市町村の介護保険財政に配慮する観点からは必要な

制度であるとは思うが、地域包括ケアシステムでは住み慣れた地域で暮らし続けられる

ことが大切であり、認知症の方は環境の変化により症状を悪化させるため、住所地特例

は地域包括ケアシステムの考え方と矛盾することが懸念される。

○ サービス付き高齢者向け住宅への入居に際しては、環境の変化によるダメージを受け

てしまうケースや、契約内容と実際の費用に差があること、外出制限があること等のト

ラブルも発生しており、転居の際には十分検討する必要がある。

○ サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例適用は諸刃の剣であり、供給が過度な需

要を生むという要素がある。何らかの対策や規制を設けないと、無駄な保険給付が増え

てしまうのではないか。

○ 保険者間での費用負担調整があまり複雑化しないよう配慮する必要があり、簡便な方

法を考えるべき。

○ 住所地特例を適用した場合、医療費の調整も必要である。

○ 介護保険適用外である救護施設や障害施設について住所地特例の対象に入れられない

か。

介護納付金の総報酬割について

○ 制度創設時は加入者割で始まったが、現在に至り、比較的報酬の低い協会けんぽの負

担が相対的に重くなっているため、被用者保険内で負担能力に応じた負担をしていく方

向に改めるほうが、より適切。

○ 医療保険については、後期高齢者支援金の全面総報酬割を直ちに導入すべき。一方、

介護納付金については、介護保険制度の成り立ちなども含めて、制度全体の議論の中で

検討すべき問題であるが、社会保険制度における負担の公平性を考えれば、所得に応じ

た負担とするのが基本。

○ 総報酬割を視野に入れることは賛成。被用者保険の保険料には格差があり、是正を図

っていくべき。

○ ２号被保険者は、自身の親の介護で間接的に介護保険制度の恩恵を受けていることか

らも、総報酬割の導入に賛成。

○ 介護納付金の総報酬割導入の積極論の考え方を支持する。

○ 総報酬割の選択肢があってよいと思う。

○ 総報酬割の導入には賛成だが、２号被保険者の保険料が過度に引き上がらないように

するためにも、一定所得以上の高齢者に対する利用者負担を２割に引き上げることや補

足給付の資産勘案といった対応もセットで行うべきである。
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○ 予防給付の見直し、特別養護老人ホームの中重度者への重点化、補足給付の見直しな

ど、本人や家族にとって厳しい見直しが提案されている中で、総報酬割についても利益

と負担を明確に整理する必要があるのではないか。

○ 総報酬割の導入については、介護保険には第２号保険者の介護離職を阻止する役割も

あるので、そのことを一般にわかりやすく説明する必要がある。

○ 介護保険制度制定当時の国会審議では、親の世代が介護サービスを受給することを考

え、２号被保険者の保険料は世代間扶養の意味合いを持つ負担であると説明されている。

その上で、費用負担者の理解を得られる公平な負担方法として加入者割が選択されたの

であり、これを総報酬割に変更することは、元来の介護保険法の理念を逸脱するのでは

ないか。

○ 総報酬割導入によって協会けんぽへの国庫補助約 1，200 億円が削減されるが、その分

健保組合等の負担増となるものであり、反対。削減される国庫財源を介護従事者の処遇

改善など他の施策に転用する議論もあったが、これは国の責任を健保組合に転嫁させて

いるのではないか。

○ 健保組合と協会けんぽの報酬の差は大きくなっているが、介護保険料率で見れば、毎

年その差は縮小している。健保組合は加入者の健康保持・増進のために特定健診・特定

保健指導をはじめとする保健事業に積極的に取り組んでおり、健康寿命の延伸や介護予

防にもつながっている。介護保険制度においても、健保組合の保険者機能は評価される

べき。

○ 現役世代全体の負担軽減を前提としない総報酬割は反対。医療保険では、被用者保険

の保険料収入に占める高齢者医療への拠出が５割近い状態になっており、現役世代の負

担は既に限界に来ている。このような中で介護納付金のあり方を考えるに当たっては、

総報酬割による公平性の確保を図る以前に、制度全体の財政負担構造を見直し、現役世

代の負担を相対的に減らしていくことが必要。その方法として、国費のさらなる投入や、

給付費全体に占める第２号被保険者の保険料負担割合の算定に当たって、第１号・第２

号被保険者の人口比だけでなく、受給者比率も勘案した新たな計算方式を取り入れるこ

となどが考えられる。

○ 総報酬割は反対。今回の制度改正に向けた議論の中で、給付の効率化・重点化に向け

た取組は不十分であり、そういった効率化・重点化に向けた絵姿が示されないまま野放

図に介護給付費・保険料負担が膨らむことを非常に懸念。増加する負担をいかに抑えて

いくかという議論があって然るべき。

○ 総報酬割の導入は、雇用や賃金上昇の抑制につながる点で、日本経済全体に対しても

ブレーキをかけることになるのではないか。

○ 総報酬割については、賛否の意見がほぼ出尽くした感がある。

○ 現時点では、後期高齢者医療制度における総報酬割の検討状況を踏まえつつ検討して

いくべき。2016 年 10 月には社会保険の適用拡大が行われるため、こういったものも含

めて今後検討していくべき。
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情報公表制度について

○ 今回の見直しについては、事業者あるいは事業所の質の評価の改善につながると捉え

ており、強く支持する。

○ 情報公表についてはアクセス数が多いとは言えず、１人暮らしや認知症高齢者にとっ

ては使うことが難しい。もっと身近に相談できるような体制を整えることが大切。

○ 今回の見直しについては、地域包括支援センターや生活支援サービスを含めた地域資

源を総合的に把握できるようになり、在宅サービスの活用の工夫や、高齢者の不安の軽

減にもつながるため、賛同できる。

○ 労働集約型産業である介護サービスの分野において、従業者の処遇に関する情報は、

提供されるサービスの内容に直接つながる重要な情報であり、利用者のサービスの選択

に不可欠。例えば、介護キャリア段位制度に関する情報などを公表してはどうか。

○ 宿泊型デイサービスについては、法定外のサービスになるため、質の担保の観点から

情報を公表していくことは重要。

○ 宿泊型デイサービスについては、サービスの質という問題があり、それがクリアされ

てから載せるべきで、よく分からないままやっているというような情報では困る。

○ サービス付き高齢者向け住宅についても、情報公表制度に位置付けて、利用者が選択

するための情報を公表していくことが必要ではないか。

○ 情報が増えるのは良いが、一方で、必要な情報に行き着くまでに時間がかかる。地域

包括支援センターに地域住民への支援を行うボランティアを配置し、情報公表制度の情

報をわかりやすく伝えるなどの仕組みが有効ではないか。

○ 公表されている内容から、サービスの質を利用者に見えるようにするための工夫が重

要。

○ 公表される内容について、利用者の視点から、リハビリなど専門用語を丁寧に説明し

ていかないといけない。

○ 情報公表システムの改良については、アクセス数の増加という点で評価できるが、ま

だ利活用が進んでいないという意見も多く、今後も活用方法を考えていく必要がある。

○ 公表する情報を新たに加えていく際は、財源措置をお願いしたい。国の運営するシス

テムでは足りない部分を都道府県で補完している点に配慮したシステムの拡充を今後も

行っていただきたい。

○ 公表事項については、単に義務化もしくは努力義務化するだけではなく、外部からチ

ェックするなど、出し方についても何らかの担保をする必要があるのではないか。

その他

○ 制度改正にあわせて、電算システムの変更などの大きな事務コストが出てくることか

ら、国による財源措置をお願いしたい。
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○ 介護・医療関連情報の見える化は重要であり、進めていただきたい。

○ 介護認定審査会の経費などの事務的な経費をどう抑えていくかという視点も必要。

○ 費用負担の公平化については、制度改正の効果に係る将来推計を出してほしい。

○ 調整交付金について、５％交付されていない保険者では、差分を１号保険料で負担し

ているが、全て１号被保険者にしわ寄せが来るのはいかがなものか。調整交付金は別枠

化してもらいたい。

○ 調整交付金の役割は保険者間の１号保険料の格差を平準化するものであって、配分に

地域差が生じるのは制度上当然。同じ所得であれば同じ保険料水準となる制度が望まし

いので、他の市町村の保険料水準との差を見える化できるとよい。

○ 利用者に対する説明を求められるのは現場のケアマネジャーなので、現場に対する説

明や周知を保険者が責任を持って行うことが必須。

○ 補足給付の見直しについては相当煩雑な手続が必要となるため、施設入所の際に利用

者からケアマネに説明を求められても、対応は困難。きちんとした説明・手続ができな

いために利用者が不利益を被ることがないようにしなければならないが、不安がある。

○ 後期高齢者医療制度施行時のような混乱を招かぬよう、広報活動を展開し、国民にわ

かりやすく説明を行っていくべき。

○ 大きな制度改正があるときには、現場の事業者・生活相談員・ケアマネジャー・サー

ビス提供責任者といった人たちが利用者に対して納得のいく説明ができるよう、研修な

どを行ってほしい。

○ 介護離職を防ぐ視点も入れながら検討を進めてほしい。介護離職が進んでいる中、単

なる啓発をするだけでなく、もっとわかりやすく介護保険制度を浸透させていく必要が

ある。

○ 介護保険制度創設時に、社会保険方式である以上、２号被保険者からも保険料を徴収

するからには当然給付もあって然るべきという理屈で特定疾病等が導入された。介護納

付金の総報酬割で２号被保険者の負担のあり方について議論するのであれば、２号被保

険者の給付面も併せて議論すべきではないか。

○ 介護納付金の総報酬割と併せて、２号被保険者の範囲の拡大の可能性についても検討

が必要ではないか。範囲が拡大すれば２号被保険者の負担を薄くすることが可能であり、

全ての世代間の公平な負担という観点から検討する必要があるのではないか。

○ 都市部の高齢化対策は、低所得者層の介護支援が大きな課題である。新設する特別養

護老人ホームの居室に関しては、生活保護受給者などの低所得者層を考え、一部プライ

バシーに配慮した多床室の増設を実施すべき。

○ 大都市部で民間事業者が施設を展開する場合、地価が高いことから、10年や15年では

資金が回収できないため、事業化が難しい。そのため、土地や家屋の流動性を高めるよ

う、例えば、特別養護老人ホームについて公設民営、指定管理者による運営を積極的に

導入してほしい。

○ 都市部の施設整備については、地価が高いことから、都府県外での特別養護老人ホー
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ムの整備もやむを得ない。

○ 都市部の高齢化対策に関する検討会報告書について、地方の市町村が不特定多数の都

市部からの入所を期待して特別養護老人ホーム等を整備しようとすることについて慎重

に検討すべきであるとしたことは、地方への早期からの住み替えの内容と関連すること

でもあり評価すべき。また、様々な世代が同居する地域づくりは今後の地域包括ケアシ

ステムを充実させるための重要なファクターである。

○ 都市部における高齢化対策に関する検討会報告書については、利用者や提供者の視点

がない。杉並区と南伊豆町の取組を正当化するだけで、静岡県の南伊豆町における緊急

時や救急時における対応が入っていない。

○ 都市部における施設整備については、いくら自治体間の関係性が深い場合であっても

遠隔地に特別養護老人ホームを建設することは、利用者への影響が心配である。距離が

遠いことで家族の面会等が実際十分にあるかどうかを考えれば、できるだけ区内に建設

することが一番良いのではないか。

○ 杉並区が検討している南伊豆での特別養護老人ホームの設置については、懸念を持っ

ている。仮にやるとすれば、きちんとした枠組みを作って、とりわけ本人の尊厳と意思

の尊重を前提とした上で行うべき。

○ 杉並区が検討している南伊豆での特別養護老人ホームの設置については、入所者本人

の意思が大前提ということは確実に担保すべき。認知症または認知症状が若干でもある

ような者については、意思確認したとして入所させることはあってはならない。また、

同様の取組が都道府県をまたいで今後実施される場合についても、姉妹都市提携のよう

な形で形式的なもので判断することは適当ではない。今回とりまとめられた都市部にお

ける高齢化対策に関する検討会報告書の内容に沿った形で運用されることを期待する

○ 都市部における広域型施設の整備数の圏域間調整については、関係する都道府県間で

双方の介護保険事業支援計画で施設の調整を済ませた上で行わなければいけない。そう

でなければ、不特定多数の都市部からの入所を期待して特別養護老人ホームを整備する

ことにより後々の禍根を残すことになる。
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2013 年 10 月 7 日

高齢社会をよくする女性の会・大阪

代表 小林 敏子

「介護保険・生活援助に関するアンケート調査」についての報告（簡易速報）
(本調査は「大阪市市民活動助成事業等補助金（大阪市男女共同参画施策推進基金事業）」を受けています)

当会は、2025 年へ向けて構想されている「地域包括ケアシステム」がよりよい社会づくりに繋がるようその

根幹をなす「介護保険制度」の「生活援助サービス」のあり方の検討に当事者の声を反映し、これからの高齢者

の安心と尊厳ある生活を維持するために、大阪府域を中心にアンケート調査を実施しました。

【Ⅰ】調査対象：①介護認定者 ②介護経験者 ③介護被保険者 ④介護従事者

【Ⅱ】調査期間と配布方法：2013 年５月～６月：当会会員１５０人を通じて、協力いただける団体・個人に配布

【Ⅲ】配布枚数と回収枚数

対 象 配 布 回 収 回収率

①介護護認定者 783 347

55.1％

②介護経験者 760 391
③介護被保険者 1,261 846
④介護従事者 1,247 648

合 計 4,051 2,232

【Ⅳ】報告書は 2014 年 3 月までに刊行予定で作業を進めているが、単純集計結果の中で、「生活援助サービス」

関係のポイントを報告します。（別添資料参照）

１．「生活援助について以下のような意見が聞かれますが、どのように思いますか」という同一質問を調査対

象①～④のすべてに行った。その回答は、

１）「介護度の重い軽いを問わず必要なサービスは提供されるのがよい」に対しては、「そう思う」と答え

た人が調査対象①②は 70％を超え、③69％、④は 61％であった。

２）「生活援助は要介護状態の重度化を防ぎ、日常生活の継続が可能になっている人が多いから介護保険

で供給するのがよい」に対しては｢そう思う｣が調査対象①～④とも最も多く､②経験者が 68％で最大

３）「訪問介護サービスは、身体介護と生活援助を一体として考える方がよい」に対しては、「そう思う」

が①～④いずれも最も多い。

４）「軽度者への生活援助は介護保険ではなく､市町村独自のサービスを利用するのがよい」に対しては、

②介護経験者は｢そう思わない｣が最も多かったが、①③④は、｢どちらとも言えない｣の方が多かった。

５）「軽度者への生活援助は介護保険ではなく、民間サービスや地域の助け合いシステムを利用するのがよ

い」に対しては、①②③は､「そう思わない」が多いが、④従事者は「どちらとも言えない」が多かった。

６）「生活援助の部分を友人・知人・近隣・ボランティアなどの善意に頼るのはおかしい」に対しては、①

②③は「そう思う」が多いが、④従事者は「そう思う」「そう思わない」「どちらとも言えない」が拮抗。

⇒これらの結果から、介護する側と介護される側の意見のずれが見て取れるが、細かな分析は今後に譲る。

２．介護認定者への質問「生活援助サービス時間短縮による影響」は、「特に影響なし」との回答が半数ある

が、あとの半数、つまり何らかの影響があると答えている者のうち、「掃除・洗濯が行き届かなくなった」

「料理のメニューが減った」などのサービス実務の質の低下への影響とともに、「ヘルパーさんが忙しそ

うで会話が減った」といった回答が 53 件あった。認定者にとって掃除や調理は、会話と並行しながら行

われている場合が多く、こうした実務への影響は同時に会話の不足にもつながることが見られる。

３．一方、介護従事者に対する「生活援助サービスの１回あたりの時間短縮による利用者さんへの影響」に関

する質問では、「不安感の増大」が 193 件と圧倒的に多くなっている。これについては、問 13-b で特に影

響が大きかったものとして「コミュニケーション・会話」が最多であったという結果と密接に関連してい

ると考えられる。つまり、従事者は、『サービス時間短縮 ⇒ コミュニケーション低下 ⇒ 利用者の不安

増大』ということが生じていると考えている、と推測される。

サービスの受け手・担い手双方にとって、生活援助サービスの作業にともなう「コミュニケーション・

会話」は、人と人の関係で成り立つ介護の仕事の専門性を示すもので、無視できない生活援助の要素である。

【Ⅴ】今後の課題

単純集計のみで十分な分析ができていない段階であるが、当事者の声は、今回の審議の中で示されてい

る「生活援助サービスを市町村サービスに移行」の方向性とは違うものであると言える。市町村への移行

財源は、介護保険の要支援サービス給付金 4,100 億円を移行すると言われているが、地域支援事業との関

連でサービスの質が著しく変わる。その質と財源の保証なしに要支援の市町村への移行を行うことはでき

ないと考える。
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2013 年 5月吉日

「⼤阪市市⺠活動推進助成事業等補助⾦（⼤阪市男⼥共同参画施策推進基⾦助成事業）」

「介護保険・⽣活援助に関するアンケート調査」ご協⼒のお願い

⾼齢社会をよくする⼥性の会・⼤阪

代 表 ⼩ 林 敏 子

事務局：Tel／Fax 06-6762-0550

http://homepage3.nifty.com/koureishakai-osaka/

wabas-osaka＠mbm.nifty.com

調査実⾏委員⻑ 植本 眞砂子

連絡先： 090-3033-6066

「⾼齢社会をよくする⼥性の会・⼤阪」は、「⼈権尊重と男⼥共同参画の視点から⾼齢

社会における問題の調査研究により情報提供と政策提言等の活動を通して、よりよい高齢

社会を実現すること」を目的として発足し、20年になります。

さて、“介護の社会化”をめざして2000年４⽉にスタートした介護保険制度ですが、はや

13年が経ちました。この間、２度の法改正を経て厚⽣労働省は、団塊の世代が75歳以上

となる2025年へ向けて「地域包括ケアシステム」を構築しようとしています。その中に

は、軽度の要介護者を介護保険サービスから外していく構想が⾒えてきています。軽度の

要介護者は訪問介護の「⽣活援助サービス」を利⽤する事が多い実態があります。私たち

は、「生活援助サービス」削減の方向をどのように考えればいいのか、広くみなさまのご

意⾒をお聞きすることにいたしました。

今後の介護保険制度のあるべき⽅向、とりわけ訪問介護における「⽣活援助サービス」

に関して、当事者の声を集約し、広く社会に発信して、より良い制度になるよう改善を求

めていきたいと考えています。

このたび、「⼤阪市市⺠活動推進助成事業等補助⾦（⼤阪市男⼥共同参画施策推進基⾦

助成事業）」を受け、これからの高齢者の安心と尊厳ある生活を維持するために、サービ

ス利⽤者、介護現場で働いている⼈々などへの介護保険に関するアンケート調査を実施い

たします。

ご多忙中まことに恐縮ですが、上記の趣旨によるアンケート調査へのご協⼒をよろしく

お願いいたします。

◆調査票は以下の 4種類です。あなたの該当する調査票にご記入ください。

①介護認定者 （介護保険の要支援や要介護などの認定を受けている人）

②介護経験者 （介護を経験している人・したことのある人）

③介護被保険者（介護保険料を⽀払っている 40 歳以上の人）

④介護従事者 （介護保険制度の下で働いている介護サービス従事者）

※ご記入いただいた調査票は、同封の封筒に入れ、6月中に投函して下さい。

※受取人払いですので、切⼿は不要です。

※無記名でお答えいただきますので、個人の情報として外部にでることはありません。

※調査報告書は 2013 年度末に作成予定です。



介護保険・生活援助に関する調査（簡易速報）

a

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 72% 74% 69% 61%
そう思わない 5% 6% 10% 15%

どちらとも言えない 9% 15% 15% 20%
無回答 14% 5% 5% 3%

b

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 66% 68% 61% 51%
そう思わない 4% 5% 8% 12%

どちらとも言えない 15% 19% 24% 31%
無回答 15% 8% 7% 6%

ｃ

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 42% 64% 55% 36%
そう思わない 19% 9% 18% 30%

どちらとも言えない 23% 20% 21% 29%
無回答 16% 7% 7% 5%

生活援助は要介護状態の重度化を防ぎ、日常生活の継続が可能になっている人が多いから
介護保険で供給するのがよい。

介護保険料を支払っているので、介護度の重い軽いを問わず必要なサービスは
提供されるのがよい。

訪問介護のサービスは、身体介護と生活援助を一体として考える方がよい。
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介護保険・生活援助に関する調査（簡易速報）

ｄ

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 12% 17% 24% 19%
そう思わない 36% 39% 31% 31%

どちらとも言えない 38% 36% 38% 45%
無回答 14% 8% 7% 5%

e

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 11% 15% 17% 23%
そう思わない 44% 48% 39% 32%

どちらとも言えない 31% 31% 37% 40%
無回答 14% 7% 7% 4%

f

認定者 経験者 被保険者 従事者

そう思う 39% 46% 42% 32%
そう思わない 23% 20% 23% 33%

どちらとも言えない 24% 27% 29% 31%
無回答 14% 7% 6% 4%

軽度者への生活援助は介護保険でなく、市町村独自のサービスを利用するのがよい。

介護保険の中での生活援助の部分を友人、近隣、ボランティアなどの善意に頼るのはおかしい。

軽度者への生活援助は介護保険ではなく、民間のサービスや地域の助け合いシステムを
利用するのがよい。
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介護保険・生活援助に関する調査（簡易速報）

問16

問17 介護保険制度の見直しで、昨年（2012年）4月から生活援助サービスの

※ 選択肢. その他「具体的に」の回答記述内容は長文のため省略 ※有効回答数＝211

生活援助サービス時間短縮による影響について ⇒ 回答は ①介護認定者

提供時間が短縮されましたが、どのような影響がありましたか。（○印は5つ以内）

生活援助サービスを利用している方にお尋ねします｡（問14で1.または2.とお答えの方）

どのような生活援助サービスを利用していますか。(利用しているサービス全てに○印を）

※有効回答数＝211

複数選択可

複数選択

特に影響はない

掃除・洗濯などが行き届かなくなった

ヘルパーさんが忙しそうで会話が減り

前より親切でなくなったように思う

サービスの時間が減り

家族の負担が増えるようになった

料理のメニューが単調になった

時間が短縮されたことで

買い物ができなくなった

その他 （具体的に ）

自己負担での生活援助サービスが増えた

日に1回45分を2回にすることで

利用料が増えた

ゴミ出しに支障をきたすようになった

（回数が減ったので、日にちが合わないな…

無駄なサービス時間が無くなり

利用料も減った

105

57

53

26

23

22

14

13

8

7

4

掃除

買物の依頼

ゴミ出し

調理の依頼

ベッドメイク

洗濯・乾燥

洗濯もの取り入れ・整理

室内の整理・整頓

配膳

食事の後片付け

見守り・話し相手

衣類などの整理・出し入れ

買物の同行

その他

調理の見守り・手伝い

191

72

55

52

45

44

43

33

30

30

29

28

18

9

7

その他の具体的記述内容（主なもの）

薬の管理/病院の送り迎え/布団干し/病院送迎

通所介護・ショートステイ・福祉用具/生協の受取

重い物の出し入れ・降ろし上げ

内訳 居間 トイレ 玄関 台所 風呂 その他

回答数 129 125 67 94 99 6

※ その他 洗面所/寝室/別室/床拭き/布団干し
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介護保険・生活援助に関する調査（簡易速報）

問13
13-a 短縮された生活援助サービスで具体的にどのような内容を削りましたか

※ 13-a は「具体的に」の回答記述内容が長文のため省略。下記はその概要。

13-b
うち特に大きかったものを上の選択肢の番号1.～8.から選んで入れてください。

問14

上記13-a) で短縮された生活援助サービスで影響が大きかったと思われるものの

生活援助サービスの1回あたりの時間短縮によって、利用者さんにどのような

影響が出ていますか。（思い当たるところに○印をつけてください。○印は3つまで）

138 件

128 件

82 件

98 件

105 件

会話の減少、利用者の思いを十分聞けない体調確認も

駆け足でなど身体状況の把握が不十分になる」など

毎回が隔週に、掃除箇所の減、丁寧にできないなど

短縮メニューの活用、回数減、清潔保持に問題など

回数減、好みや安さよりは近くで購入を優先など

掃 除

洗 濯

41 件

時間短縮をされた生活援助サービスに関して ⇒ 回答は ④介護従事者

コミュニケーション・
会話

買 物

調 理

ごみの分別・ゴミ出し

品数減や簡単メニューになど

できなくなった、できる範囲でなど

複数選択可

不安感の増大

信頼関係にひび

利用料金の増加

変化なし

その他

身体状態の悪化

サービス利用の停止

193

66

65

57

36

26

22

３つ選択

コミュニケーション・…

掃除

調理

買物

洗濯

その他

ゴミの分別・ゴミ出し

これまで通り

152

103

99

83

26

9

8

3
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社会保障審議会
介護保険部会（第 51 回）

平成 25 年 10 月 30 日

勝田委員

提出資料

第 51 回社会保障審議会介護保険部会（2013 年 10 月 30 日） 勝田 登志子

［意見と質問］

意見 1.（全国支部代表者会議アピール添付）

公益社団法人認知症の人と家族の会は 10 月 12 日に全国支部代表者会議を開催し、別紙のよう

なアピールを採択しました。私たちは今回提案の要支援 1.2 を介護給付から地域支援事業への移

行については撤回すべきと考えます。その理由はアピールにある イ、早期発見・早期対応の認

知症ケアの原則に反する。ロ、厚生労働省の認知症施策（オレンジプラン）の初期対応重視の方

向性と矛盾する。ハ、利用の抑制によって重度化が速まり、保険財政の負担を増大させる。ニ、

増税と負担増・給付抑制の二重負担は生活への負担をあおる。ホ、生活への不安は、消費の抑制

を招き、経済活動を停滞させるからです。

意見 2.

65 歳以上の国民の 15％が認知症であり、軽度認知障害の人は同じく 13％といわれています。

昨年、厚生労働省は認知症施策 5ヵ年計画（オレンジプラン）を発表し、今年度から具体的に動

きだし、喜んでいます。ところが今回、このオレンジプランも含む計画が地域支援事業にゆだね

られようとしています。国際的にも国家戦略として取り組みが進められていますが、このオレン

ジプランをしっかり根付かせるためには国が責任をもって施策をすすめ財政的にも保証すべき

と考えます。

意見 3.

9 月 21 日は世界アルツハイマーデーでした。家族の会では 47 都道府県で認知症の啓発リーフ

レットを 179 箇所、2538 人が参加して 27 万部を配布しました。全国での啓発講演会には 1 万人

を超える方々が参加しました。また京都タワーをオレンジ色にライトアップするなどをしました。

認知症を正しく理解してもらうことは認知症の人や介護家族を支援することにつながります。国

をあげてこの運動をひろめることは介護予防にもつながります。介護施策に啓発活動を盛り込ん

で下さい。

意見 4.

「医療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援・介護予防の充実・強化」（15 ペー

ジ）では、地域ケア会議について「制度化による強化」とあります。第 42 回部会では「介護支

援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な

整理」が参考資料として提出され、「多職種協働による個別ケースの支援内容の検討を通じ、自

立支援に資するケアマネジメント支援」と報告されています。市区町村が開催する地域ケア会議

で、利用者・家族の参加を認めず、それ以外の専門職の「多職種協働」で個別のケアプランをチ

ェックし、「自立支援に資するケアマネジメント」でない場合には利用者・家族にケアプランの

変更を求めることになります。制度施行以来、ケアプランを決めるのは利用者と考えてきました

が、地域ケア会議の「制度化による強化」では、ケアプランを決めるのは市区町村（保険者）と

いうことになります。 要支援認定者・要介護認定者すべてのケアプランを作る権利を損ない、

新たな措置制度になりかねません。利用者・家族の参加と発言の保障、議事録の公開を条件とす

ることを求めます。



意見 5

認知症で自立度 2以上の場合は要介護度 1とするとされていますが、実態としては要支援にな

るケースが多くあります。事務方はどの程度把握されているのでしょうか、今後、要支援と要介

護が繰り返されるケースが出てきた場合、介護給付と地域支援事業を行き来しますが、認知症の

場合、切れ目のない、継続性のあるケアが初期では特に必要と考えますが、ケアプラン作成など

一貫性のあるサービスが提供されることが必要と考えます。認知症で自立度 2 以上の場合は要介

護度 1 になるよう徹底下さい。

意見 6

「特別養護老人ホームの重点化」では利用者を要介護 3 以上に限定するとしています。見直し

の提案では、すでに特別養護老人ホームを利用している要支援 1・2 の人たちには利用を認める

ほか、今回の提案では、要介護 3～5 の利用者で軽くなった場合も利用を認める、要介護 3 以上

で利用中に認定ランクが軽くなった場合は利用を認めるとしています。この対応策は、現行でも

複雑でわかりづらい制度をさらに複雑化させ、利用者や介護家族のみならず、現場で働く人たち、

制度運営に責任を持つ市区町村の担当者をも巻き込んで複雑にするものです。介護保険制度は認

定を受けた人にサービスを利用する権利、受給権を認めるものです。すでに要支援認定者は特別

養護老人ホームの利用ができないとの制限があるうえ、さらに要介護 1・2 の要介護認定者の受

給権とともに、サービスを選ぶ権利、選択権を取りあげる見直しに反対します。

［事務局への質問］

＊ 不安や懸念があり多くの質問になりました。次回でもいいのでペーパーで答えてください。

要支援認定者の「要支援事業」への移行について

質問 1.

介護保険サービスの利用では骨折や転倒など「介護事故」が避けられない面がありますが、指

定事業所には重要事項説明書による損害賠償の規定があり、事故責任の有無に関わらず市区町村

に事故報告書を出す義務を負っています。 「要支援者の生活支援・介護予防サービスの全体イ

メージ」（6 ページ）では、「地域資源」による「要支援事業」の内容が説明されていますが、「多

様な担い手」が遭遇する「介護事故」にはどのような対応をするのか、あるいは義務規定を検討

しているのか説明してください。

質問 2.

介護保険のサービス（予防給付・介護給付）では利用時のトラブルについて都道府県の国民健

康保険団体連合会に「苦情解決機関」が設置されています。「地域資源」による「要支援事業」

では、利用時のトラブル・苦情の解決機関はどこになるのか説明してください。

質問 3.

「介護予防給付の地域支援事業への移行（案）」（1 ページ）では、要支援認定者の予防給付から

地域支援事業への移行について、「地域の実情に合わせて、一定程度時間をかけて行う」とあり

ます。「予防給付から地域支援事業への移行スケジュールについて（イメージ）」（3 ページ）では、



「平成 29（2017）年度末をもって、全国で予防給付が終了」とありますが、「一定程度時間」と

いうのは 2018（平成 30）年 3 月までという意味なのか説明してください。

質問 4.

「予防給付から移行する要支援事業（案）」（2ページ）では、「事業費の単価」について「上限単

価等全国的なルールのもと」とありますが、「全国一律の基準・規制を緩和」しても、上限単価

は国が定めるということでしょうか。また、「上限単価等」はどこで決定されるのでしょうか。

説明をお願いします。

質問 5.

「予防給付から地域支援事業への移行による費用の効率化（イメージ）」（32 ページ）では、「新

しい総合事業（要支援事業＋新しい介護予防事業）」により 2015（平成 27）年度「保険料・公費

の抑制」が図られるというグラフが示されています。また、「事業費の上限の設定の見直しにつ

いて（イメージ）」では、「要支援事業」の費用について「給付見込み額の伸び（約 5～6％）」に

連動するのではなく、「後期高齢者の伸び（約 3～4％程度）を基本に効率化」とあります。

第 44 回部会では要支援認定者を「要支援事業」に移しても「財源構成は変わらない」という説

明がありました。また、必要な費用は要支援認定者の伸び率で算定するものと考えますが、なぜ

「給付見込み額の伸び率」から「後期高齢者の伸び率」に変更するのか、説明をお願いします。

質問 6.

「市町村の事務負担の軽減等について」（29 ページ）では「介護認定の有効期間の延長について

検討」とありますが、その理由と具体的な延長期間についてご説明ください。

質問 7.

参考資料「介護予防サービスの利用者の特徴」（41 ページ）では、特に介護予防訪問介護利用

者の独居率の高さが目立ちます。また、この資料は介護予防訪問介護で 233 人、介護予防通所介

護で 182 人という回答者です。介護予防訪問介護の利用者約 60 万人、介護予防通所介護の利用

者約 61 万人と比べて、あまりにも回答者数が少ないと思います。このデータを出した理由を説

明してください。

介護予防事業について

質問 8.

「これからの介護予防について」（17 ページ）に「リハビリテーション専門職等を活かした自立

支援」とあり、「新しい介護予防事業のイメージ」（19 ページ）には「（新）地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業」とあります。新事業の具体的内容、専門職の種類、すべての市区町村での実

施が可能なのかどうかご説明をお願いします。

質問 9.

「新しい介護予防事業のイメージ」（19 ページ）では「基本チェックリストの配布を任意化」と

ありますが、これまで二次予防事業では基本チェックリストの配布と二次予防事業対象者の把握



に多くの労力が費やされてきました。「任意化」の具体的内容についてご説明をお願いします。

質問 10.

「高齢者リハビリテーションのイメージ」（22 ページ）では「脳卒中モデル」と「虚弱高齢者」、「閉

じこもり」という対象者例が示されています。 介護予防事業を構想した時には、今回「機能回復訓

練に偏っている」と反省されている「筋力トレーニング」のほか、「栄養指導」「口腔ケア」「認知症

予防・支援」「閉じこもり予防・支援」「うつ予防・支援」のメニューが示されていました。「介護予

防の取組」（24 ページ）では 5 保険者の事例が紹介されていますが、介護保険は約 1600 保険者によ

って運営されています。特に特別区・政令指定都市・中核市など人口の多い保険者の事例がないこと

が気がかりです。 事業開始以来、各メニューの実施保険者数、参加者数、実施効果の検証について

調査結果があれば、概要を示してください。

質問 11.

9 月 18 日の第 48 回部会では、要介護 1・2 で特別養護老人ホームを希望しても利用できない人

には「高齢者ハウス（仮称）」で住宅対策として対応するという提案がありました。今回の第 51

回資料 2 の 8 ページ「要介護 1・2 であっても特養への入所が必要と考えられる要因」では、常

時見守り・介護が必要な認知症の人、知的障害・精神障害を伴う人、家族のサポートが期待でき

ない人、家族などのよる虐待にあっている人が要介護 1・2 であっても特別養護老人ホームが必

要であることが示されています。まだ存在しない「高齢者ハウス（仮称）」では、このような人

たちに対応することが可能なのか、NPO などが運営するという説明もありましたが、具体的な構

想をお示しください。

質問 12.

資料 3 では「小規模型通所介護の地域密着型サービスへの移行スケジュール」が示されていま

す。『介護給付費実態調査月報 2013 年 8月』では、介護報酬を請求しているデイサービスは全国

に 8623 事業所あり、そのうち小規模は 1979 事業所と報告され、デイサービス全体の 23％、約 4

分の 1 を占めています。現在、小規模事業所の利用者は何人になるのか提示してください。また、

現行の小規模事業所がすべて都道府県から市区町村の指定に移行するという理解でいいのでし

ょうか？ 市区町村の判断によっては指定を受けることができない場合もあるのかどうか、確認

をお願いします。
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本日、私たちは、全ての都道府県から 192名の会員が参加して、支部代表者会議を開催しまし

た。 

10月 1日、政府は消費税の８％への引き上げを来年4月1日から実施すると発表しました。消

費税増税と負担増・給付抑制の二重の負担という｢道理に合わない｣ことが現実のものとなりつつ

あります。この動きは私たちが望む方向と真っ向から対立するものです。 

6 月 1 日の総会で、私たちは「増税の一方で負担引き上げ・給付抑制は道理にも合わない－予

算の使い道に知恵を絞ろう」とするアピールを採択し、この動きに強く抗議する意思を表明しま

した。しかし、８月６日の「社会保障制度改革国民会議」報告は、予算の使い道には踏み込まず、

「公助」の後退、「自助」への転化の考え方のもとに、負担増・給付抑制を積極的に打ち出しまし

た。その方向に沿って、厚生労働省から負担増・給付抑制の具体案が社会保障審議会に示されま

した。 

その中で、私たちが特に容認できない提案は、①要支援の人を介護保険の給付対象からはずし、

市町村の支援事業に委ねる。②一定以上（被保険者の 5人に１人が対象になる年金収入２８０万

円以上）の所得がある人の利用料を２割に引き上げる、というものです。 

私たちは次の理由から、これらの提案を撤回すべきであると考えています。 

イ 早期発見・早期対応の認知症ケアの原則に反する 

ロ 厚生労働省の認知症施策（オレンジプラン）の初期対応重視の方向性と矛盾する 

ハ 利用の抑制によって重度化が速まり、保険財政の負担を増大させる 

ニ 増税と負担増・給付抑制の二重負担は生活への不安をあおる 

ホ 生活への不安は、消費の抑制を招き、経済活動を停滞させる 

 軽度認知障害の人が400万人と発表され社会に大きな衝撃を与えました。「要支援外し」はこの

人たちを、全国一律のサービスから市町村任せにしようとするもので、サービスが向上する保障

はどこにもありません。 

私たちは、負担増・給付抑制をやめ、さらに歩を進めて、社会保障を充実させ生活への不安を

なくして、心の余裕と健全な消費を生み出し、経済活動を活性化させる－－－－そのような、誰もが老

いても病んでも、安心して暮らせる社会の実現を願っています。そのために、予算に占める社会

保障費の割合を大幅に引き上げるよう強く訴えます。 

今よりずっと貧しかった戦後間もなく、先人たちは、知恵を絞り、大変な努力をして国民皆保

険・皆年金の制度を実現しました。その困難の大きさを考えれば、今の困難を乗り越える知恵も

きっとあるはずです。一人でも多くの人が、私たちの主張に賛同していただき、それぞれの立場

で声を挙げ、行動してくださるよう心から訴えます。                 以 上 
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介護保険制度の見直しは、基本理念に沿った形に具現化する必要があります。その

ためには、国の政策から、各分野でかかわる担当者・専門職、および高齢者一人ひと

りの具体的な介護まで、介護保険制度の本質を見失わないよう責任を持って取り組む

姿勢が必要です。

介護支援専門員の役割は、ケアマネジメントを通して多面的で自由度のある適切な

ケアを提供し、その方にとっての自立を支援することにあります。制度開始以来、私

たち介護支援専門員は、利用者に介護保険サービスやインフォ－マルサービスを繋ぎ、

さらに良質なケアマネジメントを実現するために地域に必要な資源の不足を埋める

役割も担ってきました。また、ケアマネジメントの評価は、書式や帳票が整えられて

いることやサービスの種類、数の結果のみで判断されることではありません。利用者

の代弁者で、地域を熟知している私たちは、これまでの経験を活かし、保険者である

市町村と力を合わせ、その地域に合った地域包括ケアシステムの構築を一緒に担って

いきたいと考えます。

介護保険制度の要として制度開始から生活および制度の運営を支えてきた介護支

援専門員は、現行制度における利用者支援においてなくてはならない存在となってい

ます。適切な支援を実現するために、公正中立なケアマネジメントを行うことのでき

る環境が整えられることを切に願っています。

以上のことから、次の意見を申し上げます。
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１．居宅介護支援事業者の指定権限の市町村委譲は時期尚早である

保険者である市町村に居宅支援事業者の指定権限が付与されることにより、サービ

ス利用抑制や指導強化につながる可能性を危惧する。

平成１８年度改正において、包括的継続的ケアマネジメントの実現を目指して地域

包括支援センターが設置されたが、地域における介護支援専門員に対する支援には、

必ずしも十分に機能しているとは言いがたい状況であり、「介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）の資質向上と今後のあり方検討会」においても従来と同様に介護支援専門

員の資質について指摘を受ける要因の一つであったと言える。

市町村・地域包括支援センターの役割や機能が差異なく十分に発揮され、利用者の

状態像や生活像を勘案することよりも、単に給付の多寡により事業者が評価され、ケ

アマネジメントに制限がかかることないように十分な準備が必要である。

少なくとも保険者（市町村）がケアマネジメントの本質を適切に理解し、利用者に

とって必要なサービスが過不足なく適切に提供されるための国の研修等が行われた

上で、最短でも第 7期介護保険事業計画開始時期としていただきたい。

２．地域ケア会議が単なるケアプランチェックの場とならないようにしていただき

たい

地域ケア会議は、5 つの機能（個別課題解決・ネットワークの構築・地域課題の発

見・地域づくり、資源開発・政策形成）をもち、地域包括ケアシステムの実現に向け

ての有効なツールと考える。この中で、個別課題解決が単なる個別のケアプランチェ

ックや給付抑制に主眼が置かれないように、運営マニュアルや法の明確な位置づけを

お願いしたい。

ケアプランは、本人や家族、他職種との協働により、サービス担当者会議を経て合

議されたものである。地域ケア会議における個別ケースの課題分析等の得られた成果

により、プランの変更・修正が必要と思われる場合は、再度サービス担当者会議によ

る検討と同意という本来のケアマネジメントプロセスに沿って行うものである。

３．保険給付を伴うサービス提供にはケアマネジメントが必須である

包括的継続的ケアマネジメントの観点から、すべての利用者においてケアマネジメ

ントのプロセスを適正に行う必要がある。例え、福祉用具貸与等の単体のサービス利

用者であっても利用者自身や家族の力、インフォーマルサービス等が考慮されており、

また状態変化などのリスクについても適切かつ多角的なモニタリングが必要である。

よって、今回提案されている福祉用具貸与のみのケースのモニタリングについても介

護支援専門員が継続的に実施すべきである。
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４．介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件について

介護支援専門員の実務研修受講試験の受験要件の見直しについては賛同する。介護

支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会において、

介護支援専門員の資質向上の必要性が指摘されており、当協会においても研修改善等

に取り組んでいる。介護支援専門員の専門性を確保するうえで適切なものとなるよう

に配慮していただきたい。

５．介護支援専門員の質の向上について

現在、当協会において、厚生労働省より介護支援専門員研修改善事業を受託し、ガ

イドラインの作成等の事業を実施している。また、厚生労働省老人保健健康増進等事

業「主任介護支援専門員の研修制度に関する調査研究事業」を実施し、カリキュラム

の具体的な見直し等を行う中で、介護支援専門員の質の向上について取り組んでいる。

今後も、将来的な国家資格化も視野に入れた上での継続的な取り組みが必要である。

６．介護予防給付の地域支援事業への移行について

地域包括ケアシステムにおいて、きめ細やかな生活支援サービスが提供されること

は非常に重要なことであるが、介護予防給付の地域支援事業への移行については、市

町村による取り組み状況に差異が大きく、現場や利用者にも混乱が予測される。少な

くとも予防給付の財源がそのまま移行されること、市町村の自主財源が増えないこと、

ケアマネジメントが担保されること。これらを踏まえた上での段階的導入をすべきで

ある。

７．ケアマネジメント評価の見直しについて

インフォーマルなどの地域資源を積極的に活用することを促進していく観点から

も利用者支援にあたって、ケアプランの位置づけられたサービスがインフォーマルの

みであり、結果として給付管理が発生しない場合であっても介護支援専門員のケアマ

ネジメントを適切に評価する仕組みづくりの検討をお願いしたい。

８．介護支援専門員とケアマネジメントの公正中立性について

利用者本位で、自立支援に資するケアマネジメントを実践していく上では、介護支

援専門員の公正中立性の担保が不可欠である。介護サービス等の事業主体等によって

は、営利性が高く、その経営・運営上の意向や圧力等に左右されることも少なくない。

居宅介護支援事業所や介護支援専門員の公正中立性が確保され、利用者本位のケアマ

ネジメントが提供できる体制づくりをお願いしたい。

以 上
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平成 25 年 10 月 30 日

社会保障審議会介護保険部会

部会長 山崎 泰彦 殿

介護保険制度改正に関する意見書

社会保障審議会介護保険部会

委員 齋藤 訓子

（日本看護協会常任理事）

１．特別養護老人ホームの重点化について

特別養護老人ホームについては、在宅生活の困難な中重度者対応に重点化していく

方向性を支持します。一方、軽度者の入所については、他のサービス利用の選択肢を

勘案した上で、特例的に入居を認める判断もあって然るべきだと考えます。

今後、特養では、医療ニーズの高い入居者への対応とともに、施設内での「看取り」

対応が求められます。夜間・緊急時の看護体制や、外部からの医療サービスの導入に

ついて、現在厚生労働省で実施されている調査研究事業等の結果をふまえ、検討を始

めるべきと考えます。

また、重度者対応や看取りに取り組み、「終の棲家」としての役割を果たすために

は、特養の施設長や管理者が介護・医療に関する十分な知識を備え、業務を統括する

ことが必要です。施設長や管理者の要件における専門性の評価や、定期的な研修の導

入について、今後検討していく必要があります。

２．地域包括支援センターの機能強化について

地域包括支援センターについては、現状の業務量および今後求められる役割の多様

さを鑑み、基幹型あるいは機能強化型センターの整備等を進め、センター間の役割分

担と連携強化を図る必要があります。同時に、センターの業務量に見合う人員体制の

強化が大きな課題です。

現状では予防給付のケアマネジメントの負担が大きく、また、保健師等の専門職の

配置の少なさに比べて全体の業務量が過重であり、地域包括支援の活動が十分展開で

きる体制にありません。

設置責任主体である市町村は、地域包括支援センターを統括・支援する担当部署を

明確にし、センター間の役割分担や IT 化等により業務の効率化を図るとともに、業

務量に応じた人員体制の強化を図ること。市町村が地域の実状に応じた地域支援事業

を展開できるよう、国においては十分な財政措置を講じることが必要です。

また、地域包括支援センターの専門職は、少人数の配置であるため職場を長期間離

れることが難しく、外部研修の受講機会に恵まれていません。専門職の配置義務があ

るにもかかわらず、都道府県等が主催する研修の機会も十分ではないのが実状です。

多様な課題に対応しうる専門性の高い人材を確保するため、都道府県においては、

地域包括支援センターの職員に対する現任研修の充実が求められます。



地域リハビリテーション支援体制の再強化

地域包括ケアを支えるリハビリテーション

社会保障審議会
介護保険部会（第51回）

平成25年10月30日

齊藤正身委員
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地域リハビリテーションの定義

地域リハビリテーションとは、

障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み慣れたところで、

そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れ

るよう、医療や保健、福祉及び⽣活にかかわるあらゆる人々や機

関・組織がリハビリテーションの⽴場から協⼒し合って⾏なう活動

のすべてを言う。

地域リハビリテーションとは、

障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み慣れたところで、

そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れ

るよう、医療や保健、福祉及び⽣活にかかわるあらゆる人々や機

関・組織がリハビリテーションの⽴場から協⼒し合って⾏なう活動

のすべてを言う。

(日本リハビリテーション病院･施設協会 1991)(2001改定)(日本リハビリテーション病院･施設協会 1991)(2001改定)



地域リハビリテーションの活動指針と推進課題

 障害の発生を予防

 疾病や障害が発生した当初よりリハ･サービスを提供

 ライフステージに対応したリハ･サービスの継続的提供システム

（急性期から回復期、維持期へと遅滞なく効率的に継続）

 改善が困難な人々も社会参加し、生あるかぎり人間らしく過ごせるよう地域

住⺠も含めた総合的な⽀援

 ⼀般の⼈々や活動に加わる⼈が障害を負うことや年をとることを家族や⾃分

自身の問題としてとらえるよう啓発

 障害の発生を予防

 疾病や障害が発生した当初よりリハ･サービスを提供

 ライフステージに対応したリハ･サービスの継続的提供システム

（急性期から回復期、維持期へと遅滞なく効率的に継続）

 改善が困難な人々も社会参加し、生あるかぎり人間らしく過ごせるよう地域

住⺠も含めた総合的な⽀援

 ⼀般の⼈々や活動に加わる⼈が障害を負うことや年をとることを家族や⾃分

自身の問題としてとらえるよう啓発

1. 直接援助活動

① 障害の発生予防の推進

② 急性期〜回復期〜維持期リハの体制整備

2. 組織化活動（ネットワーク・連携活動の強化）

① 円滑なサービス提供システムの構築

② 地域住⺠も含めた総合的な⽀援体制作り

3. 教育啓発活動

① 地域住⺠へのリハに関する啓発

1. 直接援助活動

① 障害の発生予防の推進

② 急性期〜回復期〜維持期リハの体制整備

2. 組織化活動（ネットワーク・連携活動の強化）

① 円滑なサービス提供システムの構築

② 地域住⺠も含めた総合的な⽀援体制作り

3. 教育啓発活動

① 地域住⺠へのリハに関する啓発

【活動指針の要点】

【推進課題】

(日本リハビリテーション病院･施設協会 1991)(2001改定)



1. 直接援助活動

① 障害の発生予防の推進

② 急性期〜回復期〜維持期リハの体制整備

2. 組織化活動（ネットワーク・連携活動の強化）

① 円滑なサービス提供システムの構築

② 地域住⺠も含めた総合的な⽀援体制作り

3. 教育啓発活動

① 地域住⺠へのリハに関する啓発

＊ 医療・介護専⾨職に対する知識・技術の⽀援

1. 直接援助活動

① 障害の発生予防の推進

② 急性期〜回復期〜維持期リハの体制整備

2. 組織化活動（ネットワーク・連携活動の強化）

① 円滑なサービス提供システムの構築

② 地域住⺠も含めた総合的な⽀援体制作り

3. 教育啓発活動

① 地域住⺠へのリハに関する啓発

＊ 医療・介護専⾨職に対する知識・技術の⽀援

リハビリ専門職の訓練だけがリハビリテーションじゃない…

リハ職は関与しなくても良い！？ 直接の関わりだけがリハビリではない！

漫然と⾏われる「訓練」
計画・予測のない「運動」

「リスク」が発生…

誤誤
解

定期・随時の

医学的管理・専⾨的評価が必要



これからのリハビリテーションの目標

機能障害の改善

ADLの⾃⽴

家庭復帰

生活機能の向上

社会参加

その人らしいくらしの

再構築と支援

リハビリテーションの目標時代の変化

かつてのリハビリテーションは…

回復期リハビリテーションの

誕生により

International Classification of

Functioning, Disability and Health

（ICF）の普及により

これからは地域包括ケアを

支えるリハビリテーション

2013.9 浜村明徳先⽣講演資料より⼀部改変



職種別割合(平成 24 年 4 月末時点) その他の専門職員割合

平成２４年度 ⽼⼈保健健康増進等事業

（平成２５年３⽉ 三菱総研）

地域包括支援センターにおける業務実態や

機能のあり方に関する調査研究事業 報告書

地域包括支援センターの職員の状況



地域包括支援センターが抱える課題

（自由記述から）

• 新たな高齢者施策が発表されるたびに、地

域包括支援センターがその施策の軸となる

ように発表されるが、それらをこなすほど

の余裕や経験などもない…

• 専門職の確保が難しい…

• 介護予防給付が業務の大半を占め、実態把

握など地域把握やネットワークつくりに手

が回せない状況がある

リハビリ専門職の配置

医療（病院・診療所）・介護保険事業所

平成２４年度 ⽼⼈保健健康増進等事業

（平成２５年３⽉ 三菱総研）

地域包括支援センターにおける業務実態や

機能のあり方に関する調査研究事業 報告書より抜粋
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平成２３年医療施設（静態・動態）調査・病院報告
介護サービス施設・事業所調査 より抜粋

• 地域包括支援センターの業務、特に地域支援事業には、

リハビリ専⾨職の配置が有効と考えるが、多くは医療分野、

特に病院に所属している。

• 現実的には、センターをサポートする形でリハビリ専門職が

かかわれる体制の整備が求められる。

（人）



地域リハビリテーション支援体制整備推進事業について

 高齢者や障害を持つ者が、たとえ介護を必要とするようになっても、住み慣れた地

域で⽣活が続けられることを基本理念とした地域リハビリテーションは、急性期か

ら維持期にわたる適切なリハビリテーションの提供に加え、在宅ケアと施設ケア、

さらに住⺠参加等も含めた広い概念のものである。

 このため、広い視野に⽴ったリハビリテーション連携指針の作成や、中核となる施

設の指定、保健・医療・福祉関係諸機関への普及・啓発、患者の会等の⾃主的な活

動の支援が総合的に推進されることが重要である。

 また、今後の高齢者のリハビリテーションは、住み慣れた地域において、本人を中

⼼に予防・医療・介護サービスが切れ⽬なく流れるような体制の構築が重要であり

…（略）

平成１６年２⽉１９日 全国⾼齢者保健福祉・介護保険担当課⻑会議資料より

＊平成12年度地域リハビリテーション支援体制整備推進事業が開始

＊平成1８年度からは国の補助事業から各都道府県における事業へと移⾏



地域リハ整備推進事業の実施状況の推移
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主な支援活動（重複回答）N=160

主な支援活動（介護予防） N=99

ヶ所 都道府県
地域リハ広域支援センター

実施中の都道府県

都道府県リハ支援センター

地域リハ整備推進事業の実施状況の推移と主な支援活動

全国の地域リハ広域支援センター実態調査 2011年1月

資料：Jpn J Rehabil Med VOL. 48 NO. 9 2011

日本リハビリテーション医学会 障害保健福祉委員会

地域リハビリテーション広域支援センターに対するアンケート調査結果報告書より一部改変



• 広島県の１つの組織として新設（全国的にもほとんど前例がない）

→ 県の役割と責任を明確にしたもの

• ⾼齢者保健福祉・介護だけでなく、医療⾯でも地域医療再⽣計画の⼀環として 地

域包括ケア(推進)の必要性を示したもの

• 地域包括ケアシステム構築の手法は、地域ごとに異なってしかるべき

• これによって県⺠は⽼後安⼼して住みなれた地域で⽣活出来る

[地域包括ケア推進センター運営協議会]

県医師会，県看護協会，介護関係団体等

[小委員会]
• WTのリーダー
• 有識者

多職種連携推進WT
在宅ケア推進WT

(地域包括支援センター)

地域リハビリテーション
WT

(2013.2.2 全国地域リハ支援事業連絡協議会研修会 ⼭⼝昇先⽣講演資料より)

（一部省略）

広島県には『地域包括ケア推進センター』が設置

各都道府県でも創意工夫して活動しているが、

ほとんどが手弁当での活動になっている…



高齢者や障害者が、地域で適切なリハビリテーションを受けられるように、

地域包括ケアにおけるリハビリテーション支援体制を構築する。

地域包括支援センター

市町村（障害者相談支援センター）

地域リハビリテーション・ケア サポートセンター
（医療機関：県内１０地域） 通称：地域リハケア・サポートセンター

支援

埼玉県では…地域包括ケアの実現に向けた
地域リハビリテーション支援体制の整備が再スタート！

協⼒医療機関等

寝たきりの防止 機能維持 在宅⽣活の継続高齢者 障害者

地域リハビリテーション
推進協議会

県総合リハビリテーションセンター

・サポートセンター連絡会議の開催
・サポートセンターの支援
・地域資源のリサーチ

・方針の決定
・サポートセンターの指定

相談

連携

支援

相談 （人材派遣・相談窓口の設置・研修等）

相談 支援

介護サービス事業者
障害者福祉サービス事業者

相談

サービス提供

相談

支援

連携

（2013.9.19 埼玉県地域リハビリテーション推進協議会 第１回委員会資料より⼀部改変）



サポート体制の整備に向けて

• リハビリ専門職（人材）の確保

→ 医療機関等の協⼒体制

→ 所属機関等が社会（地域）貢献事業にスタッフを

派遣することに何らかの評価があれば…

• 派遣にかかる費⽤の捻出

→ 主に人件費

• ⾏政の理解と⽀援

→ 市町村事業との整合性

→ 国・都道府県による財政面及び事務面からの支援

• 地域特性に応じた運営

→ 各都道府県の現在の取り組みを尊重

地域包括支援センター（市町村）をサポートする



平成２５年１０月３０日

第５１回 社会保障審議会介護保険部会

公益社団法人 全国老人保健施設協会 内藤 圭之

1

社会保障審議会
介護保険部会（第 51 回）

平成 25 年 10 月 30 日

内藤委員

提出資料

１．予防給付の見直しと地域支援事業の充実について

（１）予防給付の見直し

 地域包括ケアシステムにおいて、施設系のサービスの質の向上に努めると同時に、資料１の６

ページにある訪問系・通所系サービスの人材確保とサービスの質の確保とが大きな課題。

 既存の事業所が訪問系のサービスに取り組みやすい構造について検討してほしい。

（２）地域支援事業の充実

 資料１の１４ページで示されているように、市町村単位での地域包括支援センターやコーディ

ネーターの役割が大きくなるが、医療系サービスに詳しい人材活用策を推進してほしい。

 資料１の１５ページにあるように、それぞれの専門職の確保が市町村にとって大きな課題であ

り、同時に市町村の格差が出ないようなチェック機能が大切。

（３）介護予防の見直し

 介護予防についての考え方がＩＣＦに基づいて見直されることは、非常に重要。健康寿命の増

進と高齢者の社会参加という観点から、地域におけるリハビリテーション機能の充実を図って

ほしい。

 資料１の１９ページにあるように、介護予防を強化する観点からの（新）地域リハビリテーション

活動支援事業ということは高く評価したい。このような事業によって、地域包括支援センターの

医療系機能の質の向上を図ってほしい。

 介護予防についても、アウトカムによってサービスの質を評価するという視点が必要。

（４）新しい総合事業の事務負担の軽減及び費用

２．特別養護老人ホームの重点化について

 精神科医療の分野では、慢性・重症という精神症状によって、日常生活機能が低下しながら、

介護認定で軽度の判定される状態の患者が存在している。しかも、医療と介護を一体的に提

供しなければならない人たちがいる。

 資料２の８ページにあるように、そういう人たちの一部が、特養が受け皿になっている可能性は

あると思うが、社会保障制度全体の中で、精神疾患や障害者について議論すべき。

 社会保障制度改革国民会議の報告書で、精神障害者も含めた障害者問題に触れられてい

なかった点が非常に残念。介護保険の普遍化という問題が先送りされただけでなく、精神障

害者などの受け皿についても議論が必要。

 この資料２の８ページにあるような問題は、要介護認定に対する信頼性という問題と、地域の

ケアマネジメントの能力の問題がある。双方からの検証が必要。

 資料２の１７ページにあるアセスメント入所というのは、まさに老健施設の機能であり、機能分

化という観点からも誤解を招かないようにして頂きたい。



３． その他

（１）地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性

 地域包括支援センターについては、地域の有用な医療系専門職との連携が不十分な側面が

ある。

 人材確保については、リハ職や栄養職についても幅広く検討していただきたい、

（２）居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への委譲・小規模型通所介護の地域密着型

サービスへの移行のスケジュール

 市町村の中には、慣例的・機械的に社協や社福に委ねるようなやり方があり、適切な人材確

保は困難。幅広く既存の事業所の人材確保に取り組んでほしい。

 都道府県は市町村への支援だけでなく、指導も行えるようにしてほしい。
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第５１回介護保険部会意見書

認知症介護研究・研修東京センター長 本間 昭

○予防給付の見直しと地域支援事業の充実について

・認知症で特に独居の場合、まさに生活援助（服薬、水分・食事摂取、買い物など）がどの

程度利用できるかによって生活を続けられるかが決まる。

しかし、データはないが、独居で認知症があってもある程度の割合が従来要支援１/2 とな

っている。要支援２で自立度がⅡa以上であれば要介護度１になるはずが、要支援２のままと

いう例もある。これには様々な要因（認定調査員の問題、認定審査会の認識の問題、主治医

意見書の記載など）が関与している（外来での経験だけでデータはありません）が、今回、

要支援が現在の介護予防サービスでは賄われなくなり、新たな地域支援事業を創設し上限が

決められることを踏まえると、認知症の要介護度が適切に決まるようにすべきと考える。

・要支援者に対する生活支援・介護予防サービスを適切に提供していくためには、自治体が

地域のニーズを適切に把握することが重要になるが、この点を改めて強調すべきである。

○介護予防の見直し

・従来、介護予防の効果に関する研究結果は RCT による介入群と非介入群の比較であっ

ても、地域の代表サンプルを対象としたものではなかった。このため、結果に一定のバ

イアスが加わっている可能性があることを、結果を解釈する際には考慮すべきである。

・したがって把握された介護予防事業対象者のなかで手をあげた者のみが参加するだけ

ではなく、できるだけ多くの対象者に参加を促すことが重要である。このためには、地

域で対象者リストを共有することが必要な場合もあるが、個人情報保護法が障害となり

共有できない場合もある。一部の自治体では独自に条例を作成しているところもあるが、

多くの参加者が得られている地域の成功例を示して欲しい。

○特別養護老人ホームの重点化について

・資料２にあるように、特養への入所が要介護３以上に限定されたとしても、市町村の

適切な関与のもとに施設ごとの入所検討委員会を経て、軽度の要介護者が特例的に特養

への入所が認められるような重点化には賛成する。
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部会長 山崎泰彦 殿

介護保険制度改定に関する意見

民間介護事業推進委員会

代表委員 山本 敏幸

はじめに

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年に向け、官民を挙げてこれまで以

上に多様な在宅サービスを充実させ、地域の実情に応じた地域包括ケアシステ

ムを全国に広く構築していくことが重要との認識をもっている。

地域包括ケアシステムの推進・構築においては、要介護状態になったとして

も『住み慣れた地域で、自分らしい生活を、可能な限り在宅で過ごしたい』を

実現するため、身近な地域の中で、医療・介護、予防、日常生活支援が一体的

に提供される必要があり、住まいの提供も含め様々な事業実施形態を有してい

る民間介護事業の果たす役割は、多岐に及び、欠くことのできない大きなもの

となっている。

医療や介護の様々なサービスを利用者の状態にあわせて組み合わせ、日常生

活支援サービスや住まいの提供も含め、在宅で切れめなく提供する在宅サービ

スの一層の充実は、地域包括ケアシステム構築の推進上、量的にも質的にも極

めて喫緊の課題となっている。

１．介護サービスの充実について

都市部における高齢者の急増、世帯構造の変化（老夫婦のみから独居高齢者

世帯へ等）、認知症高齢者の急増等から在宅サービスの要である訪問介護にか

かるサービスの増強・充実が必要となっている。

世帯構造の変化と家族の介護力が低下してきていると言われている中、在宅

での暮らしを確保・継続していくためには、高齢者へ安心を提供（不安の払し

ょく）する事が必要であり、この安心の提供は『いつでも来てくれるという安

心』、『生活全般を支援してくれるという安心』を実現してくれるサービスす

社会保障審議会

介護保険部会（第 51 回）
山本委員

提出資料
平成 25 年 10 月 30 日



なわち在宅訪問サービスを充実させる事を基本として、解決すべき課題と認識

している。

とりわけ地域にある身近な事業所で、馴染みのスタッフによるケアを２４時

間３６５日提供してくれる安心のサービスの提供が求められており、これらが

実現可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護など

の介護サービスを推進・充実させていく必要があり、拠点展開のための支援措

置、基準の緩和等の一層の措置が必要と考える。

ヘルパー等の人材確保が困難な状況下においても、在宅介護サービスの２４

時間３６５日の切れ目のないサービス提供を目指す観点から、平日はもとより

祝祭日、夜間まで人材確保ができる措置が財源的にも必要となっている。

２．医療との連携について

介護職員による痰の吸引等の実施、在宅復帰率に比例した報酬体系の設定等、

医療を必要とする在宅高齢者の増加に対応する方向が示されるなか、日常的な

ケアの場面においても医療との連携がこれまで以上に必要となってきている。

とりわけ地域・在宅での生活を継続するためには介護・看護体制をバックア

ップする在宅医療の充実と併せて、地域ケア会議等多職種協働の体制づくりへ

の支援が必要である。

また、先般制度改正された介護職員による痰の吸引等については、『喀痰吸

引等研修』について、研修受講の機会均等確保等、一層の措置が必要である。

３．要支援者に対する介護予防への取組みについて

介護予防サービスは、「可能なことはできる限り本人が行う」を基本とした

セルフケア、残存機能を活用した「できること」の可能性を探るケアプランの

提供、自立を支援する介護・医療等フォーマルなケアサービスを強化する等に

より、生活機能向上に向けての意欲の引き出し、高齢者の QOL を高め、生活リ

ハビリ等の機能を強化する等、重度化防止のため効果を更に高めていく必要が

ある。

この度の制度改定案において、現行の要支援者に対する介護予防給付につい

ては、市町村が地域の実情に応じた柔軟なサービス提供が可能となるよう「新

しい地域支援事業」として統合する方向が示されているが、市町村はもとより、

現在のそれぞれのサービスの利用者、家族、及びサービス提供事業者など、現



場において混乱を招くことが危惧される。

今後とも、要支援者に対しては適切なケアプランによる支援を基本とし、専

門職における訪問介護、デイサービスなど定期的な生活状況の把握や自立・生

活意欲を引き出すなどの現行の介護予防サービス水準は継続的に提供されるべ

きである。

また制度移行にあたっては、契約等の利用手続き、報酬設定、限度額管理な

どのあり様など、経過措置期間においてどのようなプロセスで移行するのかが

極めて重要となることから、具体案をできるだけ早期に示し、十分な検討を行

うべきである。

とりわけ、サービスの質（安全）を維持するためにも、地域の実情に配慮

することを前提としつつも、全国一律の基準を設けるべきである。また、自律

を支援するケアマネジメントの観点からも、安易に単品の生活支援サービスや

ボランティア活動の移行を図るようなことのないよう必要な措置を図っていた

だきたい。

４．生活支援サービスと新しい地域支援事業について

独り暮らし・高齢者夫婦のみ世帯の増加、認知症高齢者の増加の状況から地

域包括ケアシステムの構築においては、見守り、配食、外出支援等の様々な生

活支援サービスの充実と共に、地域に暮らし続けるためには人間関係や信頼関

係を軸とした継続する地域支援が必要であり、地域に参加する場とサービスを

提供する「循環型」による地域支援の仕組みが望まれる。

また、個々の生活支援サービスの充実・確保のみならず、財産管理やサービ

ス利用支援等の権利擁護に係る支援への取組みも併せた総合的な施策が必要で

ある。

制度の持続可能性の観点から地域住民やボランティアの力による「支え合い」

「助け合い」精神で展開される地域社会におけるインフォーマルサービスと、

「介護保険事業」等のフォーマルサービスとの一層の連携が必要で、そのため

の措置（例えば身近な生活圏域における「住民福祉活動の拠点の整備」「ボラ

ンティア活動や生活支援サービスを調整するコーディネーターの配置」「住民

やボランティアも参加する地域ケア会議の開催」、「運営の弾力化」等）を講

じる必要がある。

さらに、「新しい地域支援事業」の展開においては、委託等において一定の

団体に偏ることが無いよう協同組合・NPO・株式会社等民間在宅介護事業者の

充分な活用をお願いしたい。



５．高齢者の住まいの確保について

地域包括ケアシステムは『住み慣れた地域で、自分らしい生活を、可能な限

り在宅で過ごしたい。』を実現する事であり、そのためには要介護状態になっ

ても、独居高齢者であっても馴染みのある日常生活圏域の中で生活可能な住宅

の整備が欠かせない。

住宅改修、福祉用具の効果的な活用に加え適切な生活支援サービスを組み合

せることにより重度な高齢者等であっても自宅で住み続けることが可能となる。

加えて、自宅での生活に限りなく近い環境の中で、介護サービスを受ける事が

可能となる住まい（サービス付き高齢者向け住宅等）の供給を一層推進してい

く必要がある。

そのための一層の制度・財政・税制面での支援措置が必要である。

６．市町村（保険者）の体制強化と適切な運営について

地域包括ケアシステムの構築を目的とした今回の改正案の内容を見ても、保

険者である市町村の体制強化は不可欠であり、地域によって受けられるサービ

ス等に大きな格差が生じることのないよう国や都道府県からの支援強化が望ま

れる。

特に、市町村ごとのローカルルールが適切さを欠くことがないよう、各市町

村の解釈や対応の指示などが閲覧できる「Ｑ＆Ａセンター」的な情報の共有化

の仕組みの構築、市町村の新任職員などを対象とした体系的な教育研修の実施、

全国的に共通の様式等を標準化するなど、介護保険制度の目的にそった効率

化・省力化に向けた適切な運営をお願いしたい。

７．人材確保と人材育成

質の高い介護サービスの提供のためには、サービス量の増加に対応した介護

人材の確保が必要となる。介護人材の量的確保の面については、2025 年までに

新たに 100 万人を超えるスタッフ確保が必要との国の試算が示されている。

現在の雇用者数の２倍にも及ぶ介護スタッフの量的確保については、介護事

業者の雇用管理・組織経営の強化だけでは一定の限界があり、労働市場全体で

の大胆な労働環境整備とそれを裏打ちする財政措置が必要となっている。



また、介護保険制度開始から１０年以上を経過し、団塊の世代が新たにサー

ビス提供を受ける利用者に加わり、制度理解の進展と併せて利用者の権利意識

自体も強くなってきている。このことからも介護事業者が提供する一層の質の

高いサービスも求められてきている。

これら高齢者からのニーズに応えるため、サービスの量的供給以上にキャリ

アパスの構築や研修制度の充実等のサービスの質の確保等への取り組みが一層

必要と認識している。

介護人材の各職種・各階層の効果的・効率的な研修制度の構築について国・

都道府県等の支援、連携を進めながら事業者として質の向上に向けた積極的な

取組みを展開したい。

なお、キャリアアップ等処遇に係る調査研究と情報公開、研修機会の増加、

各種加算等の奨励措置の維持等この分野での積極的な政策展開を期待したい。

８．公平な負担のあり方の検討について

介護保険制度の持続可能性を堅持するためにも、公平な負担の在り方につい

ての検討は不可避の状況である。今回の制度改正において提案されている高所

得高齢者の利用者負担率の引き上げ、補足給付の適正化等については、いずれ

も一定の高齢者層に負担増を求めることとなるため、慎重かつ丁寧な検討がな

されるべきである。

また、過去の制度改正の施行後においては、利用者負担額の変更、サービス

内容の変更など、いずれの場合にも、サービス提供事業者側に必要以上の説明

を求められたり、制度見直しに関する非難や抗議が寄せられるなどの事例が多

く発生し、介護現場での利用者との信頼関係を損なう事態へと発展することす

らある。このため、制度改正に係る丁寧かつ十分な説明を徹底していただける

よう強く求めたい。
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今回の審議にあたって、以下のように私見及び質問を述べさせていただきたい。

（私見）

１．予防給付の見直しと地域支援事業の充実について（事務局案）

①老人福祉と地域福祉の視点：資料 4 頁のサービス内容だが、本来、「老人福祉」や「地域福祉」

の枠組み項目が一部にあり、これらは介護保険（事業といえども）の枠組みには適さない。また、

これらのサービス導入によって、現行市町村独自のサービス予算が縮減される懸念がある。

②過度な地方分権化への懸念：資料 2 頁で、過度な地方分権化（市町村への権限移譲）は危険と考

える。例えば、マイノリティーである要支援者（特に、要支援２を対象）の意向よりも、地域によ

っては元気高齢者の声のほうが強くなる可能性があり、過度な市町村への権限移譲によって必要な

層へのサービス提供が疎かになる危険性がある（元気高齢者に傾斜した財配分）。

③要支援者の 2 割自己負担の可能性には反対：資料 2 頁に利用者自己負担割合を市町村が設定でき

る提案は、今後、一部の自治体が軽度者に厳しい見解を有すれば 2 割自己負担の導入を可能とする

ため反対である(高所得者を除く)。

④地域政治力による影響：予防給付を市町村の裁量に基づいて「事業」化されることで、各地域の

政治力を有した団体・組織に傾斜した財配分の危険性が考えられ、公正な保険財政の運営が懸念さ

れる。

⑤公正な指導監査・実地指導に懸念：運営基準等の裁量権を市町村へ移譲することで監査指導等を

全面的に市町村が担うことになれば、公正な事業所へのチェック機能に不安が残る（小規模な自治

体においては、自ずと公務員であっても民間事業者とかなり親しい関係者が従事している。また、

それらに保険者が多面的な支援を依頼する反面、いっぽうで厳格に監査等が可能なのか）？

２．長期的な要支援者へのサービス抑制案には反対

新地域支援事業の上限設定を後期高齢者の伸び率に連動する案は、短期的なサービス抑制には繋が

らないが、長期的には給付（事業費）抑制となり、結果的に要支援者の重度化を招き反対である。

３：要支援 1 のみを地域支援事業に移行して要支援２は予防給付を存続（提案）

財源論を鑑みながら「要支援１」のみを新地域支援事業に移行し、現行どおり「要支援２」は保

険給付で存続すべきである。なお、やむなく事務局案が実施されるのであれば、現行どおり「新し

い地域支援事業」の上限設定は介護保険給付見込額の８％強とすべきである。

４：特養ホームの重点化：繰り返すが入所申込要件は要介護 2 以上にすべきである。

（質問）

Ｑ１：資料 31 頁における「要支援事業と新しい介護予防事業」の上限設定を、なぜ後期高齢者の伸

びに連動するのか？なぜ、高齢者（65 歳以上）の伸びにはしないのか？

Ｑ２：資料１頁で、任意事業と要支援事業（生活支援事業）の区分けは、どのように考えるのか？

Ｑ３：資料 1 頁で、「新しい総合事業」と「新しい包括的支援事業・任意事業」の予算（事業費）の

流用は可能なのか否か？また、「要支援事業」と「新しい介護予防事業」の予算配分は自由か？

Ｑ４：資料 2 頁でサービスの単価（報酬）設定の裁量権が市町村に移譲されるようだが。例えば、地

域包括支援センターの委託料（運営費）が厳しいと考える自治体が、介護予防支援費の単価を引き

上げて、通所介護等の単価（報酬）を引き下げるなどの単価調整による政策誘導等が技術的に可能

なのか否か？

Ｑ５：資料 2 頁で利用料（自己負担）の設定が市町村に可能となる案だが、例えば、市町村判断で訪

問介護１割、訪問看護１割、通所介護２割、福祉用具２割、介護予防支援２割等のようにサービス

毎に割合を設けるなどの政策誘導等が技術的に可能なのか否か（資料 6 頁）？また、高所得者の２

割自己負担導入の基準も市町村判断で決められるのか？

Ｑ６：新しい要支援事業を中心に市町村にとって監査指導・実地指導等の事務範囲が大幅に増えるが、

事務局は現行の市町村の力量で公正なチェック機能が果たせると考えるのか否か？

Ｑ７：会計検査院に指摘された認知症対応型デイについて何らかの対応を検討しているのか？

以上




